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１．調査の目的 

 

1.1 背景 

2015 年 6 月、公益社団法人土木学会建設マネジメント委員会 ODA 活用小委員会の中間報

告において ODA 事業における包括的建設サービス(Wrap-up Construction Service (WCS））
方式の活用が提案された。同年 11 月には、首相発表において、円借款事業の制度改善策の一

つとして、WCS 方式を念頭に「「質の高いインフラ」を実現するため、有償勘定技術支援に

より発注者への支援を実施する」と述べられた。国土交通省は、諸外国の発注制度等との適

合性の確認等を通じて、実地の適用を促進することを目的に「WCS 制度の展開に関する検討

会」を立ち上げ、円借款事業への WCS 方式の適用検討を進めている。2016 年 5 月の G7 伊

勢志摩サミットに先駆けては、経協インフラ戦略会議において、世界のインフラ案件向けに

今後 5 年間の目標として約 2,000 億ドルの資金等を供給することとならび、質の高いインフ

ラ輸出のための更なる制度改善の中で、大規模インフラ案件における F/S 等の支援として、

WCS 方式の適用が特記された。「工事請負業者に設計段階から参画させる WCS 方式等で発

注される案件への対応を促進するために、F/S に係る資金等を支援する。」というものである。 
 

1.2 WCS 方式とは 

WCS 方式とは、ODA 事業のために開発を目指しているものであり、プロジェクトの初期

段階から施工のノウハウを持つ工事業者が参画して、事業の最適化に向けて発注者と協働し、

事業の完成まで発注者を支援する方式である。類似のスキームとしては、米国の CM/GC 方

式、日本国内における UR 都市機構のアットリスク CM 方式などがあるが、比較すると、設

計契約が別に結ばれる点で、前者に近い契約方式と言える。WCS 方式では、設計段階におい

て、施工者の有する施工プロセスや適用技術に関するノウハウを導入し、施工段階で発生す

るリスクを受発注者双方で確認の上、適切なリスク分担を設定しながら設計を確定させる。

このため、近年増加する大規模で複雑な工事において、WCS 方式を適用することにより、リ

スクを事前に適切に管理することで事業を成功に導くことが期待される。 
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1.3 目的 

本調査は、高度な施工技術が求められる円借款案件において品質の向上を担保し、「質の高

いインフラ」を実現するため、WCS 方式の特徴について整理するとともに、タイにおける

WCS 方式の適用可能性について検討を行い、制度の詳細を提案することを目的としている。 
 

1.4 調査方法 

WCS 方式の類似方式について既存の調査研究で得られた情報を元に整理するとともに、米

国における調査と米国より招聘した講師によるセミナー等を実施し、WCS 方式により期待さ

れる効果と留意すべき事項を整理する。次に、ODA 事業において WCS 方式を運用するにあ

たって考慮すべき事項を整理し、現行制度との整合性を確認したうえで、タイ向け円借款案

件への適用を想定し、WCS 方式の制度設計に対するタイ側の意見を徴収し、最終的に WCS
方式の詳細制度を具体的に提案するという手順で調査を進める。 

 
２．WCS 方式に期待される効果 

 
2.1 米国における CM/GC 方式 

CM/GC 方式は設計段階において設計・コスト・工期・リスクに関する施工者の意見をと

りいれることで、設計変更や工期延長を減らし、クレームに対する訴訟費用や時間を最小化

するとともに、発注者の意見を設計や施工に反映させることを目的として生まれたものであ

る。CM/GC 方式は、設計段階において発注者が設計者とは別に CM/GC 企業を選定し、施

工に関する助言を CM/GC 企業が実施する。設計段階における CM/GC 企業による助言はプ

レコンサービスと呼ばれ、入札時に合意した単価に基づく実費精算が基本だが、2013 年頃か

らコロラド州道路局では発注者の見積もった総価契約とするようになってきた。プレコンサ

ービスの内容は、設計、コスト、工程、工事監理の 4 つに関わり、設計の施工可能性照査や

VE 提案、工事費の見積、工程作成、リスク分析、協力業者の選定等が含まれる。詳細設計

が完了した時点で、工事の見積を提出し発注者の同意が得られれば施工を CM/GC 企業が実

施するが、同意が得られなければ再入札もしくは CM/GC 企業選定における入札時の 2 番手

企業に権利が移行する。また、米国では直庸施工率が連邦政府補助金付工事では 30%以上と

決められており、CM/GC 方式でも同様の比率を設定している。専門工事業者(施工会社)の選

定は、工事契約をコスト＋フィー契約とする場合は、工事を分割発注して競争入札を実施す

ることが多い。工事を単価契約で実施する場合は CM/GC 企業が専門工事業者を任意で選べ

るようにしている。 
CM/GC 企業の選定方法は、Request for Qualification (RFQ)という資格審査のみで選定す

る方法、Request for Proposal (RFP) という資格審査と技術やリスク管理に関する提案によ

り選定する方法、RFQ により入札者を絞り込んだ後、RFP により選定する 2 段階選抜によ

る方法の 3 種類がある。CM/GC 方式の導入に積極的なユタ州およびコロラド州は、どちら

も RFP による選定方式をとっており、過去の経験や資格、技術提案、リスク管理方法、価

格などを評価している。ただし、価格の割合は 0～30%程度と低くなっており、過去の経験

や資格、技術提案などをより重視している。選定時期に関しては概略設計が完了した段階が
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多いが、中には構造形式が決まる前という場合もあるようである。 
 米国では 2004 年に政府補助金付の道路工事において、CM/GC 方式をユタ州が採用し、そ

の後、FHWA（連邦道路局）も CM/GC 方式を推進している。2016 年 5 月の時点までに連

邦道路局が承認した工事は 11 件ある。また、2015 年 12 月の時点で 14 の州において CM/GC
に関する州法が整備されていることが確認されている。 

 

2.2 英国における ECI 方式 

英国では、設計施工分離方式における低価格競争に起因して、落札後クレームにより費用

を回収しようとする請負者とコンサルタントの間で紛争が多発した。1980 年代から、設計施

工に関する責任の一元化のため設計施工一括方式が用いられたが、リスクが請負者に過度に

転嫁されることへの批判から、ECI 契約が導入されることとなった。 
従来の設計施工一括方式に対し、ECI 方式は、施工者をより早期に事業に参画させ、受発

注者の協働により強力なサプライチェーンを構築して紛争を回避するとともに、事業の上流

段階からそのノウハウを取り込むもので、複雑な事業の効率的実現や事業期間の短縮が期待

される契約手法である。ECI 方式において、設計者は一般に施工者の下請けとして参画し、

施工者を代表として入札・契約する。 
英国道路庁において、2001 年以降、ECI 方式が用いられている。設計施工一括方式であれ

ば契約額以下で施工すれば、コスト縮減分は全て施工者の利益になる。一方で、ECI 方式で

は、オープンブック方式の採用で実費精算となり、率は低いが確実な利益が与えられる。 
 

2.3 日本における類似方式 

 

2.3.1 UR 都市機構の東北復興事業におけるアットリスク CM 方式 

東北復興事業を従来の方式で進めた場合、特にスピード面で課題があった。このため、従

来の方式と比べて、より上流側から民間が参画し、官民連携の下、事業を進めることが効果

的であり、本方式が導入された。本方式では、契約内容の確実な履行等を目的として、発注

者及び受注者間で基本協定を締結する。基本協定書は、すべての契約の骨幹をなすもので、

発注者の役割、受注者の役割、受注者の業務内容、統括管理技術者の配置、コスト＋フィー

契約の合意、業務原価に参入する項目、インセンティブ及びリスクに関する合意、早期業務

の契約の締結、次期業務の契約の締結、次期業務の工事施工を行わない場合の合意、オープ

ンブックの採用に関する合意、地元企業を含む専門業者選定の合意、請負代金額の支払い、

秘密の保持、あっせん又は調停等について、具体的に定められている。CMR（コンストラク

ションマネジャー）の選定にあたっては、優れた統括管理技術者の選定や十分なマネジメン

ト体制構築の視点を重要視し、公募型プロポーザル方式により行われた。価格交渉にあたっ

ては、先行して施工方法の確認や共通仮設費及び現場管理費の積上げに必要な項目の確認を

行い、確認された施工方法等に基づいて都市再生機構が積算した金額を厳格に守秘しながら

実施された。 
 
2.3.2 技術提案・交渉方式 
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2014 年 6 月に公布された法律により、仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及

び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることができる技術提案・交渉方式の

運用が可能となった。本方式は、設計・施工一括タイプ、技術協力・施工タイプ及び設計交

渉・施工タイプの 3 つに分類される。設計・施工一括タイプでは、「発注者が最適な仕様を設

定できない工事」において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と価格等の交渉を行

い、交渉が成立した場合に設計及び施工の契約を締結する。技術協力・施工タイプでは、「発

注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」

において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の

契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉

が成立した場合に施工の契約を締結する。優先交渉権者とは技術協力業務の契約と同時に、

工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、円滑に価格等の交渉を行う。設計

交渉・施工タイプでは、「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる

条件の確定が困難な工事」において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と設計業務

の契約を締結し、設計の過程で価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締

結する。設計段階では優先交渉権者と設計業務の契約を締結する。優先交渉権者とは設計業

務の契約と同時に、工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、円滑に価格等

の交渉を行う。 
 
2.4 米国の CM/GC 方式、英国の ECI 方式、日本の類似方式の適用事例の比較分析 

米国の CM/GC 方式、英国の ECI 方式、日本の類似方式における参画者関与のタイミング

については、CM/GC 方式は設計施工分離方式と設計施工一括方式の中間に位置するような

契約方式となっていて、英国道路庁 ECI 契約と同様に早期に施工者が設計段階に関与する形

式をとるが設計施工分離という点で違いがある。 
既存の適用事例に基づく類型化を下表に示す。類型化にあたっては、関係者の役割とリス

ク分担、業者の選定段階と選定方法、発注者と WCS 企業の契約、プレコンサービスの内容、

インセンティブ、専門業者の選定方法と契約、オープンブック方式等に着目した。ここでは

契約に設計が含まれないものを類型１、契約に設計が含まれるものを類型２とした。類型２

のように設計が含まれると、発注者の意図が設計細部に反映されにくい場合が多い。一方、

類型１のように契約に設計が含まれない形態にすると、発注者は設計を主体的にコントロー

ルできるようになる。逆に、契約段階において、発注者が設計に関する仕様をある程度確定

できる場合は類型２を、設計に関する仕様を確定することが困難な場合は類型１を採用する

のが良い。長期的に質の高いインフラ事業をリーズナブルな価格で実現するためには、発注

者が、自身の意見を設計に反映させやすい類型１のスキームで、事業の上流段階から、信頼

できる WCS 企業(施工者)を投入し、施工者の技術力・ノウハウを取り入れ、設計をコントロ

ールしながら事業を進めることが重要と考えられる。 
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  第 1 類型 第 2 類型 
米国の CM/GC 方式 技術提案・交渉方式 英国の ECI 方式 技術提案・交渉方式 UR のアットリスク CM

方式 
ユタ州道路局 コロラド州道路局 

I-70 拡幅工事 
カリフォルニア州 
道路局 

トランスベイ・ト

ランジット・セン

ター 

技術協力・施工タイ

プ 
英国道路庁 設計・施工一括タイ

プ 
設計交渉・施工タイ

プ 
山田町震災復興事業 

1 関係者の

役割 
発注者 事業計画、設計者・施工者選定、設計・費用の妥当性検討、設計者・施工者間の調整、監督・検査を実施

し、その責任を負う 
事業計画、デザインビルダー選定、費用の妥当性検討、監督・検査を実施し、その責任を負う 

設計者 設計を実施し、その責任を負う ECI 業者の下請けと

して参画、基本設計

の途中段階から発注

する場合は、基本設

計者 

基本設計者 基本設計者 CMR の下請けとして参

画、基本設計の途中段階

から発注する場合は、基

本設計者 

施工者 
(WCS) 

プレコンサービスとコンストラクションサービスを実施し、その責任を負う 技術協力及び施工を

実施し、その責任を

負う 

計画、設計及び施工

を実施し、その責任

を負う 

デザインビルダーとして、設計及び施工を実施し、その責任を負う 

専門業者 専門工事を実施し、その責任を負う 専門の調査・設計・工事を実施し、その責任を負う 
2 リスク分担 CEVP を利用して

リスクを管理して、

受発注者でリスク

を共有・分担 

リスクプールとい

う予算を別途確保

し、リスク分担に

応じた項目を設定

した上で施工契約

額を確定 

受発注者でリスク

を共有・分担 
 

予想工事費の中に

予備費を確保した

上で、施工契約額

を確定 

技術協力及び価格等

の交渉時に、詳細な

施工条件について、

発注者と施工者が合

意した上で施工契約

額を確定 

ターゲットコスト契

約の仕組みにより、

この金額を下回った

場合も上回った場合

も、受発注者間でリ

スクをシェア 

価格等の交渉時に、

詳細な設計条件及び

施工条件について、

発注者と施工者が合

意した上で設計・施

工契約額を確定 

設計及び価格等の交

渉時に、詳細な施工

条件について、発注

者と施工者が合意し

た上で施工契約額を

確定 

リスク管理費という予算

を別途確保し、リスク分

担に応じた項目を設定し

た上で設計施工契約額を

確定 

3 WCS 企

業の選定 
選定段階 設計完成度 0～30％の段階 概略設計段階 2009 年春以前は事

業計画草案後、その

後は公聴会直前 
 

概略設計段階 基本設計段階 

選定方法 RFP による資格審

査と技術提案 
RFP による資格審

査と技術提案 
RFQ による資格審

査 
RFQ により入札

者を絞り込んだ

後、RFP により選

定する 2 段階選抜 

公募型プロポーザル

方式による技術提案 
総合評価方式 (加算

方式) 
公募型プロポーザル

方式による技術提案 
公募型プロポーザル

方式による技術提案 
公募型プロポーザル方式

による技術提案 

4 発注者と

WCS 企

業の契約 

プレコン 総価契約、単価契約

等 
総価契約 単価契約 コスト＋フィー契

約 
明記されていない コスト＋フィー契

約・オープンブック

方式 

明記されていない 明記されていない コスト＋フィー契約（プ

レコンは単価・数量精算

方式、工事はオープンブ

ック方式による支払い） 工事 単価契約 単価契約 単価契約 明記されていない 最終ターゲットコス

トを設定したコスト

＋フィー契約・オー

プンブック方式 

明記されていない 
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5 プレコン

サービス 
内容 設計の施工可能性照査、工事費の見積り、工程作成、リスク分析、協力業者の選定等 基本計画、詳細計画

設計、工事費の見積

り、工程作成、リス

ク分析等 

設計、工事費の見積

り、工程作成、リス

ク分析、協力業者の

選定等 

詳細設計 設計、工事費の見積り、

工程作成、リスク分析、

協力業者の選定等 

費用 単価契約では、合意

単価×時間 
合意単価×時間 合意単価×時間 合意単価×時間 発注時提示 合意単価×時間 価格交渉時提示 発注時提示 合意単価×時間 

6 インセンティブ GMP からの縮減額

のうち 30%は、上限

を $100,000 と し

て 、 報 酬 と し て

CM/GC 企業に支払

われる 

未使用の予備費の

うち 50%は、報酬

として CM/GC 企

業に支払われる 

 未使用の予備費の

うち 50%は、報酬

として CM/GC 企

業に支払われる 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

ペイン／ゲインシェ

アの仕組みにより、

最終ターゲットコス

トからの縮減額を受

発注者で分配 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

契約金額の業務原価から

の縮減額のうち 50％は、

報酬として CMR に支払

われる 

7 専門業者

の選定方

法と契約 

選定方法 CM/GC 企業による

任意 
CM/GC 企業が信

頼のおける業者か

ら見積りを取り、

選定 

CM/GC 企業による

任意 
全ての工事をパッ

ケージ化して公開

入札 

施工者による任意 施工者による任意 施工者による任意 施工者による任意 発注者の承諾を取り選定 

支払い 総価契約 総価契約、単価・数

量精算契約など様々 
総価契約 

8 オープンブック方式 発注者は、会計情報

の提供を求める権

利を有する 

発注者は、会計情

報の提供を求める

権利を有する 

発注者は、会計情報

の提供を求める権

利を有する 

発注者は、会計情

報の提供を求める

権利を有する 

非適用 適用 今後の検討課題とし

ている 
今後の検討課題とし

ている 
適用 

9 直営施工 連邦政府補助金付き工事では、直営施工率 30%以上 非容認 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し 
10 その他 CM/GC 企業の選定

過程を監視する委

員会を設置 

PDSM を利用して

調達方式を決定 
 プレコンサービス

の業務内容につい

ては毎月承認を取

得 

技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

 技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

学識経験者と発注者職員

で構成される審査委員会

で、業務実施者の決定基

準に関する審議、技術提

案の審査、優先交渉権者

の決定等を実施 
CAP: Construction Agreed Price 
PDSM: Project Delivery Selection Matrix 
CEVP: Cost Evaluation Validation Program 
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2.5 WCS 方式適用により期待される効果（コスト縮減、時間短縮） 

 

2.5.1 米国における調査結果（定量的・定性的） 

米国におけるCM/GCの先駆者であるユタ州道路局は 2009年のCM/GC年次報告書におい

て、19 件（総額約 211 億円、1 ドル 100 円換算）の CM/GC 案件について、連邦道路局とと

もに実施した分析結果を発表した。その内容は、発注者、設計者、施工者を含む工事関係者

22 名への聞き取り調査に基づく定性分析と、CM/GC 案件における工事単価と、ユタ州の従

来方式による平均単価を比較することにより CM/GC 方式の効果を評価する定量分析の 2 本

建てとなっている。なお、単価比較のため、同州道路局は CM/GC 企業に対し、CMGC 案件

の工事費を、同州道路局の標準的な BQ 精算項目に当てはめて提出するよう求めている。工

事費の評価においては、工事費に影響を与える主な要因として、競争入札、リスク発現、技

術革新、設計変更の項目をあげ、それらを 7 種類の分析で網羅している。分析結果としては、

CM/GC 方式の採用により、従来の方式に比べて工事費を平均 15% 縮減できること、設計時

に施工者のアイデアを取り込むことで工事費を平均 6％縮減できること、プレコンサービス

における設計照査を通じて設計変更による工事費増加率を設計施工分離方式に比べ 6.6％、設

計施工一括方式に比べ 6％低くできること、工期短縮を可能とするイノベーションの導入を

促進できること、作業効率を最大にできること、リスク分析とその回避策の最適化で施工時

の手戻りと遅延を減少できること等が挙げられている。 
 
2.5.2 英国における調査結果（定性的） 

基本設計から施工までの契約一本化で得られた効果として、公聴会後に設計施工の入札手

続きが不要となり約 9 ヵ月の事業期間短縮となったこと、通常 2～3 か月を要する発注者の公

聴会対応業務を施工者が支援することで、設計施工の開始が早まったこと、英国では公聴会

結果前の施工契約の締結は法律上できないがファストトラックで計画段階に詳細設計を開始

できたこと、計画段階で複数のプロセスを並行させることで準備期間を 30～40%短縮できた

こと等が述べられている。 
 
2.5.3 UR 都市機構の事例分析（定量的） 

UR 都市機構のアットリスク CM 方式において、モデル事業となった女川町の時間短縮効

果は、従来の契約方式と比べて事業期間を 50%縮減できたということを示している。 

 

2.5.4 日本のガイドラインで示された期待される効果（定性的） 

国土交通省のガイドラインでは、工事の早期完成・工期の短縮、工事目的物の機能・性能

向上、施工に伴う影響の低減、標準的な施工方法では実施できない工事への対応、民間ノウ

ハウの活用等が期待される効果として挙げられている。 
 
2.5.5 期待される効果のまとめ 

これまでの調査結果から、ODA 事業における WCS 方式の適用により期待される効果とし

て、事業の最適化、効率的な計画・設計、スピードアップ、リスクの適正な共有と分配、技
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術移転の促進、現地人材の育成、透明性の確保、柔軟性の確保などが挙げられる。WCS 方式

の特徴である施工者を上流段階で参画させる方式が有効に働く工事としては、発展途上国の

都市交通整備事業における道路と鉄道の立体交差のような複雑な工事、道路・鉄道等の供用

施設を使用しながらの修繕・改修のような制約のある工事、オリンピックなど国家的イベン

トや遅延損害金の大きな工事など期限が限られた工事、災害復興工事のような急を要する工

事、高速鉄道など通常と異なる品質確保が要求される工事、低土被りトンネルの技術など日

本で開発された新技術が活かせる工事などが挙げられる。このような工事に WCS 方式を適

用した場合、設計段階から施工者が事業に参画することで施工者のノウハウを取り入れるこ

とができるとともに、施工とは別に設計を契約することで、設計施工一括方式で取り上げら

れている課題や潜在的難点の解決に役立つものと考えられる。このことは先進国、発展途上

国を問わず同様であり、ODA 事業における WCS 方式の適用が、長期的に質の高いインフラ

投資の実現において、関係者に有形無形の恩恵をもたらすことが期待される。 
上記の調査から整理したWCS方式をODA事業に適用した場合に期待される効果に関する

途上国向けの説明資料（英語版）については、本報告書の添付資料を参照されたい。 
 

３．WCS 方式の詳細制度の検討 

 
3.1 制度の検討にあたって考慮すべき事項 

WCS 方式を ODA 事業に適用するにあたっては、OECD（Organization for Economic 
Co-operation and Development：経済協力機構）、WTO（World Trading Organization：世

界貿易機関）のルールに抵触しない制度のオプション提示が求められる。また、WCS 方式を

円借款事業に適用する場合「円借款事業の調達及びコンサルタント雇用ガイドライン」（以下

「JICA ガイドライン」）、相手国政府の定める調達規定やガイドラインとの整合性を確認する

必要がある。本節においては、これらの諸条件を整理することを目的とする。 
 

3.1.1 OECD 
OECD 傘下の委員会の一つである DAC（Development Assistance Committee：開発援助

委員会）は、ODA（Official Development Assistance：政府開発援助）を一定の要件を備え

た政府間ベースの援助であるとして定義しており、その形態は、二国間援助、国際機関への

出資・拠出（多国間援助）に分けられている。ODA の受入れ適格国は、世界銀行が公表して

いる一人当たり GNI 額に応じて DAC が定めている。ODA は、物資およびサービスの調達

先が国際競争入札により決まるアンタイド援助と、調達先が援助供与国に限定されるなどの

条件が付くタイド援助に分けられる。なお、2016 年現在タイは、ODA によるタイド援助が

原則禁止とされている中進国に位置付けられている。 
 
3.1.2 政府調達協定（WTO） 

1996 年に発行された国際条約である「政府調達に関する協定」（Agreement on 
Government Procurement：略称 GPA）WTO 政府調達協定は、政府調達の分野において、

契約手続き契約の評価方法等について、国内外の参加者（企業等）に対して差別することな
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く発注する等の国際規律の枠組みを設ける必要性に対する認識を踏まえて採択された。WTO
政府調達協定の原則として、透明性のある公平な方法での調達の実施が求められている。 

 
3.1.3 円借款事業に関する手続き 

円借款事業は、相手国政府からの要請に応じ、円借款の適用条件、借款供与額を決定し、

交換公文（Exchange of Notes）、融資契約（Loan Agreement）を締結し、プロジェクトの

実施となる。WCS 方式を適用する場合には、これらのプロセスの中で、その内容を予め明確

にしておくことが重要となる。 
 

3.1.4 円借款調達ガイドライン 

JICA ガイドラインにおいては、「腐敗防止」、「公正な競争環境の保持」等が含まれ利益相

反を有さない企業であることが円借款事業の契約相手方として適格性があるとしている。な

お、JICA 標準入札図書に示される「予備費（Provisional Sum、Contingency といった費目

で計上することが認められている）」は、WCS 方式適用の際に、リスクプールとして活用す

ることが想定される。インセンティブを支払うためには、JICA ガイドラインの「“第 4.16
条予定損害賠償条項およびボーナス条項”を参考に、新たな条項を追加する必要がある。 

 
3.1.5 相手国政府 

円借款事業における調達においては、JICA ガイドラインの使用を実施機関に義務付けてい

る。各国政府の有する調達規定に対して、借款契約（L/A：Loan Agreement）において、JICA
ガイドラインでの要求事項が優位となるような取り決めがなされる場合を除いては、各国調

達規定での要求事項の遵守が求められる。 
 

3.2 円借款事業において WCS 方式を適用する場合の制度検討 

 
3.2.1 WCS の資金出所先と契約先について 

円借款事業において、WCS 方式を適用する場合の制度検討を行うにあたって、まず WCS
企業の雇用のための資金出所先と契約先について 2 つのケースを想定した。 

 
（ケース１：基本型） 

相手国政府が WCS 作業の契約をする場合である。このケースでは、相手国政府が WCS
方式を自主的に採用する必要がある。 

 作業分類 
WCS 作業 設計 建設工事 

資金ソース 円借款 円借款 円借款 
調達 QBS QBS ICB 

業者との契約者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 
業者への指示者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 

 注) ICB (International Competiting Bidding, 国際競争入札) 
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     QBS (Quality Based Selection, 技術評価) 

 

 

図 3.1 円借款事業における WCS のスキーム(基本型) 
 
ケース１の検討課題としては、WCS 契約について円借款調達ガイドラインの取扱いの検討、

標準入札書類の整備等が必要であること、相手国政府の規程においてプレコンサービスから

コンストラクションサービスに移行することが可能であること、コンストラクションサービ

スに移行する際の契約打ち切り権限の確保する必要があること、円借款の承諾は WCS 契約

締結前に行う必要があるが同時点では総事業費を確定することができないため予備費の積み

増しや輪切り等で対応する必要があることなどが挙げられる。 
プレコンサービス時においては、相手国政府が関係者間の調整を行う必要があり WCS 制

度に関する理解が必須であること、円借款資金の範囲で原則相手国政府が管理してコンスト

ラクションサービス移行前に総事業費の増減に対応できるようにする必要があることなどが

挙げられる。 
コンストラクションサービス時においては、リスクプールを設ける場合に WCS を前提に

通常の円借款の予備費とは異なる扱いをする必要があることや円借款の予備費が不足する場

合の対応についてあらかじめ合意する必要があること、インセンティブを設定する場合に相

手国政府の規定との整合をとることや未使用残が発生した場合に円借款資金についても

WCS 企業への還元を認める必要があること、下請会社の破たんリスクについてボンドでカバ

ーできる範囲の破たんリスク（工程遅延）および十分な保証が付いたボンドが付与できない

会社が破たんした時の WCS 企業側のリスクの手当が必要なことなどが挙げられる。 
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（ケース２：WCS 作業を有償勘定技術支援として実施する場合） 
WCS 作業分の資金は JICA が無償で手当てするため、相手国側がより積極的に導入を検討

する可能性が高い。また、WCS 作業の契約については JICA が資金負担を行い、かつ発注者

となるため、相手国政府の調達制度との調整負担は最小限になると考えられる。 
 作業分類 

WCS 作業 設計 建設工事 
資金ソース JICA 有償勘定技術

支援 
円借款 円借款 

調達 JICA 規定による QBS ICB 
業者との契約者 JICA 相手国政府 WCS 企業 
業者への指示者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 
注) ICB (International Competiting Bidding, 国際競争入札) 

   QBS (Quality Based Selection, 技術評価) 

 

 
図 3.2 円借款事業における WCS のスキーム(WCS 作業を有償勘定技術支援とする場合) 

 
ケース 2 の検討課題としては、WCS 契約について、契約先は JICA となるが業務指示につ

いては相手国政府が行うため JICA と相手国間でスコープ、役割分担、責任の所在等を合意

していく必要があること、JICA の調達関連規程との整合をとる必要があること、JICA が施

工監理支援業務を実施することに内在するリスクへの対応が必要であること、JICA が負う可

能性のあるリスクを最小化するためには契約上限額を設定して三者で合意するということも



12 
 

重要であること、コンストラクションサービスに移行する時の JICA の契約打ち切り権限を

確保する必要があること、OECD ECG アレンジメントとの整合をとる必要があること、有

償勘定技術支援の予算規模の制約について考慮が必要なこと、設計会社の作業と WCS 企業

の作業の区分けで利益相反の考慮が必要なことなどが挙げられる。 
プレコンサービス時においては、ケース１と同様に相手国政府が関係者間の調整を行う必

要があり WCS 制度に関する理解が必須であること、JICA と WCS 企業の契約の範囲内で原

則相手国政府が業務指示を行う必要があること、コンストラクションサービス移行前に総事

業費の増減に対応できるようにする必要があることなどが挙げられる。 
コンストラクションサービス時においては、ケース２では特に WCS 企業は JICA が契約

者となるが本体工事は WCS 企業を介して下請け業者に支払いを行う必要があるため相手国

と WCS 企業を契約関係とする必要があるか検討が必要なことが挙げられる。また、ケース

１と同様、リスクプールを設ける場合に WCS を前提に通常の円借款の予備費とは異なる扱

いをする必要があることや円借款の予備費が不足する場合の対応についてあらかじめ合意す

る必要があること、ケース２では WCS 作業は円借款事業や相手国政府との契約ではないた

め難易度が高いがインセンティブを設定する場合に相手国政府の規定との整合をとることや

未使用残が発生した場合に円借款資金についても WCS 企業への還元を認める必要があるこ

と、下請会社の破たんリスクについてボンドでカバーできる範囲の破たんリスク（工程遅延）

および十分な保証が付いたボンドが付与できない会社が破たんした時の WCS 企業側のリス

クの手当が必要なことなどが挙げられる。 
 
3.2.2 WCS 企業が事業に参画するタイミングと選定方法 

工事執行方式の決定を行うには工事の規模、基本構造物の概要、用地買収の有無、環境評

価への対応、支障物件の有無、事業工程、土質条件、適用予定技術と問題点、技術難易度等

が決定されている必要がある。WCS 方式がより有効に機能するにはこれらの事項が決定し、

概略設計が策定された後なるべく早い段階で参画することが望まれる。概略設計が策定され

た段階ではスコープの変更等も見込まれ工事の全容が確定しておらず価格で WCS 企業を選

定することは困難であることから、WCS 企業の選定は企業の実務能力（財務諸表、過去の同

種工事の経歴、安全成績、技術力）、実施体制（実施組織と配属要員、本社の支援体制、現場

運営手票の提案）、フィー（プレコンサービスの時間単価、コンストラクションサービスのフ

ィー率）によって評価する。 
 
3.2.3 WCS 企業が提供するプレコンサービスの内容と契約方法 

プレコンサービスでは発注者が設計者を雇用し基本設計を行う際に事前に JICA と相手国

政府（発注者）が合意した枠内で相手国政府の要請に基づき施工者の立場から設計及び施工

に関する助言を行う。WCS 企業の作業は常に発注者を通して行われ、直接、設計者等からの

要請を受けて行わない。プレコンサービスの内容は、基本設計/詳細設計の施工性・経済性検

討、設計図書のレビュー、施工技術情報の提供と施工技術の検討、工期の算定と基本工事工

程表作成、工事費の算定、工事リスクの洗い出しと評価、工事分割案と工区割りの提案及び

工事実施方策の策定、下請企業（施工会社）の情報提供、下請契約の作成と下請会社の入札・
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選定などとなる。発注者と WCS 企業の契約は時間単価契約であり、支払いは毎月末締めで

契約時間単価×実働時間で算出される。実働時間は WCS 企業が工数整理票を提出し相手国

政府の承認を得る。発注者（ケース２の場合は JICA）は必要に応じて監査を行うことができ

る。特にケース２の場合は、監督者（相手国政府）と発注者（JICA）が異なるため、Agreed 
Price のようなものを三者で結ぶ必要がある。例えば Agreed Price 以上の業務指示をする場

合には事前に JICA の了解がない限り相手国政府負担とする等の合意が必要である。この合

意は、コンストラクションサービスでも JICA の Fee 部分については同様である。 
 
3.2.4 プレコンサービス段階における発注者（相手国政府）、設計者、WCS 企業間の調整方法 

プレコンサービスにおいて設計者は、WCS 企業のコメントに合意すれば設計に反映し、合

意できなければ反対する。設計者が合意できない WCS 企業の意見については、最終的には

相手国政府が判断する必要がある。このように、相手国政府は、設計者と WCS 企業の意見

が異なれば、両者から提供された資料や情報に基づき判断を下さなければならない。従って、

相手国政府には設計や WCS 企業の提案を評価する能力が不可欠である。能力が不十分と思

われる場合はそれらの判断ができるコンサルタントを別途雇う必要がある。相手国政府、設

計者、WCS 企業間で調整を行いながら、技術提案で示されたリスク対応策などは、設計に反

映される。設計は全体工事をいくつかの工区に分けて優先度を考慮して実施される。相手国

政府と WCS 企業の継続的な協議を経ながら、仕様書・設計図面を完成させ、工事費の算定

と工程の作成を行う。工事予算額は L/A 締結時に確定しているが、プレコンサービスを通じ

て工事費が予算を超過することが判明した場合、事業内容を再評価し、工事の範囲や内容を

見直さなければならない。その際、相手国政府と WCS 企業で合意に至らない場合は JICA
を含めて全員で L/A の変更も視野に入れ、協議を行う必要もある。 
  

3.2.5 プレコンサービス段階から工事契約に移行する際の交渉方法 

WCS 企業決定時にプレコンとコンストラクションサービスを含めて評価され、工事契約は

プレコンとコンストラクションサービスを一括で行う。但し、JICA または相手国政府がプレ

コンサービスの内容に不満があり WCS 企業にコンストラクションサービスを担当させるこ

とが適切でないと判断した場合は、ケース２の場合は、相手国政府は JICA にコンストラク

ションサービスを解約するよう進言し、JICA はこれを尊重するように相手国政府と合意する

ことを、JICA と WCS 企業の契約にも規定しておく。これにより、WCS 企業が無条件にコ

ンストラクションサービスに進むことを前提に不適切な業務を続けることを避けることが可

能になるとともに、相手国政府にとっても早期に WCS 企業の能力を判断し、次の WCS 企業

を探すかもしくは他の契約方式を採用することで、事業全体への悪影響を最小限にとどめる

ことが可能になる。プレコンサービスが適切であれば引続きコンストラクションサービスに

結びつくこの制度は、WCS 企業にとって高品質なサービスを提供するモチベーションにつな

がると考えられる。工事契約に移行する際は、プレコン時に算出した工事費と施工時に発現

する想定外のリスクに対する予備費を合算したものが L/A で設定された事業予算を下回るこ

とを確認したうえで、コンストラクションサービス契約へと進む。この段階で、WCS 企業と

ともに算定した事業費と当初予算額と比較して、相手国政府が、事業の変更、継続を考える
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ことができるという柔軟性を有していることも、WCS 方式の特長である。リスクについては

事前に相手国政府が負担するものと WCS 企業が負担するものを決め、予備費を相手国政府

と WCS 企業に分配する。また、WCS 企業に対して工事費削減のインセンティブとして未支

出の予備費は工事終了時に発注者と WCS 企業で分配する仕組みを入れることが望ましい。 
 
3.2.6 WCS 企業との工事契約（支払い）方法 

工事の施工は WCS 企業が発注者から請負う。請負の形をとることにより工程、品質、安

全に対する責任と権限が明確になるからである。しかしながら、工事の施工は下請会社が実

施することを原則とする。理由は、WCS 企業はプレコンサービスの段階でプロポーザル方式

により選定されるため、施工を直営で行った場合、工事価格に対する透明性の説明が難しい

ためである。したがって、コスト部分は相手国政府がフィーの部分を JICA が支払うことに

なる。プレコンサービスにおいて相手国政府の承諾を得て決定した下請会社に工事施工を発

注し、下請会社からの請求額をそのまま相手国政府に請求する。下請会社との契約額は、競

争入札により決定された市場価格であり、これらの合計値が工事契約の主要なコスト部分と

なる。そして、下請契約額に事前に決められているフィー率を乗じてコンストラクションサ

ービスフィーが算定される。適当な下請会社が見つからない場合に限り、相手国政府の承認

を得て WCS 企業が直接施工を行うことが出来る。WCS 企業は下請会社の毎月の出来高を査

定、承認したうえで発注者に請求する。発注者からの支払い条件と下請会社への支払い条件

は事前に発注者と合意し、差異が生じるときは金利を発注者に請求することもあり得る。下

請会社には有効なボンドまたは銀行保証を求め契約額に繰り入れる。相手国政府または JICA
の要請、あるいは経済性を考慮して有効なボンドまたは銀行保証が付与できない下請会社と

契約する場合、下請破たんリスク（コストおよび工期）は発注者が負担するものとする。 
 
3.2.7 オープンブック方式の実施方法 

WCS 企業は、下請会社の選定にあたり、契約範囲の設定、契約書の内容を事前に発注者と

協議して、承認を得た上で入札業務を行い、相手国政府の承認を経て契約する。また、相手

国政府は、下請会社の WCS 企業に対する支払い請求に基づいて WCS 企業に対する支払いを

行うので、WCS 企業と下請会社の状況を常に把握できる。WCS 企業が直接購入した物品、

機械については WCS 企業の支払伝票をもとに WCS 企業に支払う。また、直接施工した工事

については作業員の日報を添付するものとする。相手国政府は、WCS 企業に対して、会計情

報の提供を求める権利を有し、必要に応じて監査を行えるものとする。 
 

3.2.8 WCS 企業による下請会社の選定方法と下請契約方法 

プレコンサービスにおいて発注者の承諾を得て選定した下請会社と契約する。工事費を削

減できるように工事を適切に分割した後、下請会社の選定は、原則、競争入札により実施す

るものとする。下請契約は総価単価方式を基本として数量変更に対する作業を少なくする。

円借款工事においては地元企業の育成、地元企業への技術力の移転も重要である。地元企業

を採用する場合は財務力、技術力の評価を行うと共に信用力の評価を行い、最適な業者の選

別を行う。 
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3.2.9 施工段階における発注者と WCS 企業との契約変更の手順と方法 

WCS 方式の適用により施工時に想定される状況は、契約変更やその可能性も含めて、プレ

コンサービスにおいて十分照査されているので、通常の工事と比較して契約変更が起きる可

能性は低い。しかしながら、施工段階に予見できない事態が発生し、契約内容の変更が避け

られない場合、まずは想定外のリスクに対する予備費で対応し、それを超える場合は、相手

国政府が確保している予備費で対応する。 
 

3.3 PPP 事業との組合せ事業において WCS 方式を適用する場合の制度検討 

ベトナム国ラックフェン港開発事業は、民間資金によるコンテナバースの建設、周辺道路

と機械設備の整備、政府資金による浚渫工事、防波堤の建設並びにターミナルヤードの埋立

て及び地盤改良工事が行われ、上下分離方式により実施されている。政府資金部分には本邦

技術活用条件（STEP：Special Terms for Economic Partnership）が融資のオプションに加

えられている。上下分離方式による PPP 事業と円借款事業の組合せにおいて、円借款事業部

分に WCS 方式を適用した場合には、前節で検討した事項に加え、さらにプロセスが複雑と

なる。関係者として SPC(プロジェクト会社)、及びそのスポンサーが追加されることと、SPC
が担当するインフラシステムの運用がインフラの品質によって大きく左右することから、そ

の連携を図ることが重要となるからである。したがって事業の特性に応じて、これらの決定

プロセスと関係者間のコミュニケーションの図り方を事前によく検討しておく必要がある。 
 
４．現地調査の結果 

 
4.1 タイ国における調査 

WCS 方式のタイ向け円借款案件への適用を想定し、タイ国における調達規定である

Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E 2535(1992)の特徴を確認

すると共に、タイ政府関係者に対するヒアリングを実施した。WCS 方式を適用するにあたっての

留意事項、および、これまでにタイ国にて実施された円借款事業実施において、JICA ガイドライ

ン及び標準入札書類とタイ国調達規定との相違に起因した事項についての確認も行った。 
 

4.1.1 タイ政府の公共調達規定の特徴確認 

(1)外国企業の参入 
タイでは、外国人事業法により、建設業は外国企業の参入に対して規制しているが、国際

入札によって受注した工事は、外国企業で現地法人を設立しなくとも工事可能とされている。 
(2)公共調達規則 
国際入札を含むすべての調達は、タイ政府公共調達規則 Regulations of the Office of the 

Prime Minister on Procurement B.E 2535 (1992)に基づくことが求められている。 
(3)国際入札のプロセス 

WCS 方式の適用に際しては、プレコンサービスへの参画が想定されることから、適切と思

われる。政府公共調達規則の特徴を確認した結果、WCS 方式の適用に際し、制約条件となる
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事項は特段見当たらなかった。 
 

4.1.2 タイ政府関係者へのヒアリング結果 

(1) 調査団からのタイ側訪問先への説明 
本調査に至る経緯、目的についてタイ国政府関係者へ説明した。 

(2) タイ側の反応 
WCS 方式の説明、Q&A セッションを通じて得られたタイ国政府関係機関からの反応はそ

れぞれ以下の通りであった。 
①財務省会計検査院（CGD）： 

WCS 方式は、タイにとっては新しい考えであり興味深い。現在の国内調達制度では WCS
方式適用には、懸念のある部分が認められるが、閣議承認を得ることで実施可能である。 
②運輸省交通局（OTP）、タイ国鉄（SRT）： 
説明を通じて本制度の理解は進んだと思われるが、新たな方式の導入に前向きな様子を

見ることは出来なかった。 
③財務省公債管理局（PDMO）： 
閣議に諮る段階で事業費が未確定となると提案自体が難しいとの指摘があったが、CGD

が前向きな反応を示したのであれば、実現可能との印象をもたれたようである。 
(3) ヒアリング結果 

訪問先の全てで WCS 方式の特徴への理解が進んだとの感触が得られた。タイ公共調達制

度と矛盾するところはあるが ODA プロジェクトの場合は閣議決定をもって解決できるため、

基本的には、制度的にタイへ導入する上でその部分への問題がないことが確認できた。 
 

4.2 米国における調査 

2016 年 8 月に、コロラド大学、コロラド州道路局、ユタ州道路局、カリフォルニア州道

路局、トランスベイ工事事務所などを訪問し、CM/GC 方式を効果的に適用するポイント、

CM/GC 方式の運用で考慮すべき事項等について意見交換を行った。その際、CM/GC 方式が

米国において実績を積み重ねる中で、その制度の詳細が改善されてきていること、発注機関

によって適用方法や制度の詳細は異なること等が確認された。各発注機関の CM/GC 方式を

比較すると、下表の通りである。 
 

  コロラド州道路

局 
ユタ州道路局 カリフォルニア

州道路局 
トランスベイ 

1 CM/GC 企業の

参加タイミング 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
2 選定方法 発注者の評価委員による審査 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 
・フィー率 
・インタビュー 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 
・インタビュー 

(必要に応じて) 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 

１次審査項目 
・経歴 
・技術提案 
２次審査項目 
・技術提案 
・フィー率 
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3 価格交渉の方法 ICE と CM/GC 企

業の価格差が

10%以内で合意 

発注者、ICE と

CM/GC 企業の価

格差が 10%以内

で合意 

ICE と CM/GC 企

業の価格差が

10%以内で合意 

公開入札

(BestValue)で選

定した施工会社

と価格に対する

発注者の承認 
4 自前施工 30%以上 30%以上 30%以上 非容認 
5 下請会社の選定

方法 
任意 任意 公開入札 公開入札 

6 CM/GC 企業へ

の支払方法 
単価・数量精算方

式 
単価・数量精算方

式 
単価・数量精算方

式 
コスト＋フィー

方式 
7 リスク分担 プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「シェアドリス

クプール(予備

費)」で対応。想定

外のリスクは、発

注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

8 インセンティブ 案件による。 
I-70 の工事では

シェアドリスク

プールの残高の

50% 

案件による 非付与 予備費残高の

50% 

 

4.3 米国調査結果に基づく、WCS 方式の詳細制度と実施方針 

 
(1) 適用対象事業 

 WCS 方式の適用によって期待される効果は、設計段階で施工のノウハウやリスクに対する

対応を考慮することにより、工事開始後の設計変更（change orders）や手戻り等を軽減し、

設計が完了した契約パッケージから順次施工を開始することにより事業全体の期間を短く出

来ることである。したがって、事業関係者が多様で複雑な事業が適していると言える。 
(2) 実施体制 

WCS 方式を適用するにあたっては、事業実施機関、設計者、WCS 企業等の関係者の協力

体制を構築することが極めて重要である。事業実施機関が WCS 方式を理解したうえで、関

係者をチームとして纏め、事業の目的達成のためにリードする役目を果たす必要がある。そ

のためには、事業実施機関を支援する Program Manager を雇用するのが良いと思われる。 
(3) WCS 企業の参加タイミング 

WCS 企業の有する知識やノウハウを導入するタイミングは、事業のできるだけ早い段階が

望ましい。遅くとも、30％設計（概念設計）が完成するまでに、WCS 企業を選定するのが

良いと思われる。 
(4) 選定方法 

 応札企業が多数見込まれる場合は、RFQ により企業を 3 者程度に絞込み、RFP と Fee Rate



18 
 

により選定するのが良いと思われる。（RFP のサンプルを入手している） 
(5) 価格交渉の方法 

 プレコンストラクションサービスの段階で、WCS 企業は、価格の見積りを段階的（例えば、

30%, 60%, 90%設計時）に提出し、リスク分担の交渉を事前に行うのが良い。事業実施機関

は、設計者(或いは、ProgramManager)に Engineer’s Estimate を作成させ、WCS 企業から

提出された見積りと比較分析し、予算を考慮して設計、リスク分担を確定させる。結果とし

て、合意してよい価格が決定される。 
(6) 自前施工 

WCS 方式の適用においては、自前施工は認めないのが良い。（価格の透明性を上げるため） 
(7) 下請会社の選定方法 

 下請会社の選定は、原則、競争入札によって行うのが良い。価格のみで選定するのが良い

か、総合評価方式によって選定するのが良いかは、下請会社が担当する工事内容と事業実施

機関の意向によって、決定するのが良い。 
(8) WCS 企業への支払い方法 

 プレコンストラクションサービスは、時間単価を合意し、コストプラスフィー契約に基づ

き、業務の規模に応じて支払うのが良い。コンストラクションサービスは、コストプラスフ

ィー契約に基づき、オープンブック方式による支払い方法が良い。これにより、価格のアカ

ウンタビリティを果たすことが可能となる。Scope が変更にならない限り、フィーを定額と

する方法も考えられる。 
(9) リスクプールとインセンティブ 

 価格交渉の段階で、特定されたリスクを、事業実施機関が保有するリスク（予備費）、WCS
企業が保有するリスク（工事価格内）、事業実施機関と WCS 企業が共有するリスク（リスク

プール）に分類する。リスクプールに登録されたリスクについては、そのリスクが発現しな

かった場合は、事業実施機関と WCS 企業でその saving をシェアするのが良い。 
(10) 契約パッケージ 

事業を早期に完成させるためには、設計が完了し価格交渉が成立した契約パッケージから

順次施工を開始できるよう、工事範囲と下請会社を考慮した契約パッケージを適切に設定す

る必要がある。これは CM/GC 企業の大きな役割である。また、契約パッケージの最終決定

は発注者が行うものであるので、発注者を支援するProgram Mangerの重要な役目でもある。 
(11) その他 

 上記を踏まえた WCS 方式による事業を円滑に進めるためには、その適用対象事業を適切

に設定すると共に、事業実施機関に対する事前のワークショップおよび JICA の現地事務所

による継続した支援が必要不可欠である。 
 

５．ワークショップ及びセミナーでの調査結果 

 

5.1 CM/GC 方式に関するワークショップ及びセミナーの開催 

2016 年 9 月 19 日(月)から 21 日(水)の 3 日間、CM/GC 方式を推進している FHWA(米国連

邦道路局)の John Haynes 氏と CM/GC 方式のプロジェクトにプログラムマネージャー(コン
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サルタント)として参画している David Evans and Associates 社の Michael Baker 副社長を

米国より招聘し、ワークショップ及びセミナーを開催した。各会議において、講師へのヒア

リングにより得られた結果は以下の通りである。 
 

5.2 講師へのヒアリングで得られた結果 
1 日目の CM/GC 方式に関するワークショップでは、講師より、CM/GC 方式は複雑な調整

を必要とするリスクの大きい案件や、イノベーションを取り入れたい案件に向いていること

について紹介があった。また、プレコンサービス段階で、値上がりが予想される材料を早期

に購入したり、工事にクリティカルな事業用地を早期に取得すること等により、リスクの全

体量を減らすことが出来るという特長について説明があった。加えて、プレコンサービスで

は、普段からよく議論できるよう、発注者、設計者、CM/GC 企業が同じ建物の中で仕事す

る、いわゆるコ・ロケーション(co-location)が重要であること等、新たな情報を入手できた。 
2 日目の CM/GC 方式に関するセミナーでは、米国では州や地域によってビジネスのやり

方が異なるため、初めて適用を検討している州政府に対しては、CM/GC 方式の全体的なコ

ンセプトを基に、その州で上手く機能する方法を取るようアドバイスをしているとの話があ

った。また、途上国における WCS 方式の適用については、それぞれの途上国には独特の文

化があり、業界のあり方も異なるため、ひとつのやり方でどこでも適用できるというもので

はないこと、実際に途上国を訪問し、その国の建設業界としっかり話をして、日本政府が何

を導入しようとしているのかを説明して、その導入プロセスに地元の人たちも参加してもら

い、そのフィードバックをもらいながら詳細制度を作り込んでいくことが重要であることな

ど、留意すべき事項が具体的に述べられた。 
3 日目のワークショップ/セミナーの反省会(Debriefing)では、WCS 方式を適用するにあた

って、工事の明確なゴール(工期短縮、工費縮減等)を設定することが重要であること、関係者

へのトレーニングについても検討する必要があること、適用対象事業の設定では客観的な評

価が必要であること、相手国政府との係争につながる可能性があるため JICA が WCS 企業

に直接支払う契約は避ける方が良いことなど、留意すべき事項が追加で述べられた。 
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１．調査の目的 

 

1.1 背景 

2015 年 6 月、公益社団法人土木学会建設マネジメント委員会に設置された ODA 活用小委

員会の中間報告において ODA 事業における包括的建設サービス(Wrap-up Construction 
Service (WCS））方式の活用が提案された。その後、2015 年 11 月 21 日に発表された「質の

高いインフラパートナーシップ」に係る首相発表において、円借款事業の制度改善策の一つ

として、WCS 方式を念頭に「「質の高いインフラ」を実現するため、有償勘定技術支援によ

り発注者への支援を実施する」と述べられた。 
国土交通省は、同提案を受け、WCS 方式について諸外国の発注制度等との適合性の確認等

を通じて、実地の適用を促進することを目的に「WCS 制度の展開に関する検討会」を立ち上

げた。同検討会の議論を踏まえ、国土交通省は、提案者である土木学会建設マネジメント委

員会 ODA 活用小委員会の提案を具体化し、円借款事業への WCS 方式の適用について検討を

進めている。 
また、５月２６日、２７日の G7 伊勢志摩サミットに先駆け、5 月２３日に「質の高いイン

フラ輸出拡大イニシアティブ」と題して経協インフラ戦略会議が開催された。この中で、世

界のインフラ案件向けに今後 5 年間の目標として約 2,000 億ドルの資金等を供給するという

こととならび、質の高いインフラ輸出のための更なる制度改善の中で、大規模インフラ案件

における F/S 等の支援として、WCS 方式の適用が記された。「工事請負業者に設計段階から

参画させる包括的建設サービス（WCS）方式等で発注される案件への対応を促進するために、

F/S に係る資金等を支援する。」というものである。 
一方で、WCS 方式を ODA 事業へ適用するにあたっては、表 1.1 に示された米国の CM/GC

方式、英国の EarlyContractor Involvement(ECI)方式やその他の革新的調達制度を参考に、

新たに制度の詳細を構築する必要があると認識されている。 
 

表 1.1 米国の CM/GC 方式と英国の ECI 方式 
契約方式 概要 
米国の CM/GC 方式 施工者が設計段階から事業に参画し、設計に対する助言および工 

期およびコストに関する情報を発注者に提供することにより、施工者

のノウハウを取り入れ、設計手戻りの減少や無駄な設計作業の削減、

コストの早期把握、部分的な工事の開始などが図られる契約方式 
英国の ECI 方式 施工者をより早期に事業に参画させ、受発注者の協働により強力なサ

プライチェーンを構築して紛争を回避するとともに、事業の上流段階

からそのノウハウを取り込むもので、複雑な事業の効率的実現や事業

期間の短縮が期待される契約方式 
（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文 

集 F4、2015 年 

「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、会計検査 

研究、第 48 号、2013 年 9 月 
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WCS 方式の制度の詳細を検討するにあたっては、円借款案件のうち、現在協力準備調査が

実施されているものを念頭に、一般円借款案件と PPP と ODA 事業を組み合わせたインフラ

事業案件の両方において検討することとした。 
 

1.2 WCS 方式とは 

本調査で対象とする WCS 方式とは、ODA 事業のために開発を目指しているものであり、

プロジェクトの初期段階から施工のノウハウを持つ工事業者が参画して、事業の最適化に向

けて発注者と協働し、事業の完成まで発注者を支援する方式である。類似のスキームとして

は、米国の CM/GC 方式、日本国内における UR 都市機構における復興まちづくりで用いら

れた CM 方式などがあるが、比較すると、設計契約が別に結ばれる点で、前者に近い契約方

式と言える。 
本方式では、発注者と WCS 企業との契約は、プレコンサービスとコンストラクションサ

ービス共にコスト＋フィー契約であり、WCS 企業と施工会社との契約は、一般的には総価契

約である。発注者は、設計及び工事監理のため、コンサルタントと別途契約する。また、発

注者アドバイザーとして、設計者、WCS 企業、工事監理者以外に、プロジェクトマネジメン

トの専門家と別途契約する。発注者アドバイザーは、プロジェクトの全体工程を把握し、遅

延を生じさせないよう、いつ誰に何をさせればよいかを検証し、発注者の意向を踏まえ、プ

ロジェクトの関係者との調整などを実施する。WCS方式の形態は、図1.1に示す通りである。 
 

 
 

図 1.1 WCS 方式の形態 
 

（出典）「ODA 活用小委員会中間報告書～長期的に質の高いインフラ投資実現向けて～」、公益社団法人 

土木学会建設マネジメント委員会 ODA 活用小委員会、2015 年 6 月 
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【WCS 方式の適用によって解決したい課題】 
一般に、インフラのプロジェクトは、企画、計画、F/S 等の上流部分の作業を終えた後、

設計により構築物の構造や仕様を確定し、入札手続きを経て施工業者が決まる。一方で、実

際の工事が始まると、発注者が提示した仕様と現場の条件などにさまざまな齟齬が発生し、

変更のための交渉が契約条件に基づき行われる。この際に利害の対立が発生し、交渉が容易

に纏まらない場合には、受発注者双方にとって大きな負担となる。施工上のリスクの多くを

受注者が負担することによって、この問題を解決するため、設計施工一括発注方式が開発さ

れた。しかし、設計施工一括発注方式を適用した場合、設計の詳細が確定しない段階で発注

する必要があり、リスクプレミアムが大きくなるとともに、施工段階でリスクが発現した際

の受注者の負担が大きく、適切なリスク分担を設定することが場合によっては困難となるこ

とが指摘されている。 
そこで、WCS 方式においては、設計段階において、施工者の有する施工プロセスや適用技

術に関するノウハウを導入し、施工段階で発生するリスクを受発注者双方で確認の上、適切

なリスク分担を設定しながら設計を確定させることにより、これらの問題を解決することを

期待している。近年増加する大規模で複雑な工事において、WCS 方式を適用することにより、

リスクを事前に適切に管理することで事業を成功に導くことが期待される。 
WCS 方式は、発注者、設計者および-施工者がプロジェクトの一つの大きな目的のために、

三者が一丸となりお互いの責任分担を明確にするとともに、三者の強みを効率的に発揮させ

るための仕組みと言える。結果として、工期の短縮や全体工事費の縮減の可能性も向上する

ことが期待される。 
 

【WCS 方式の制度設計にあたって検討すべき事項】 
 WCS 方式の制度設計にあたり検討すべき事項としては、以下の点が挙げられる。 
（1）WCS 企業が事業に参画するタイミングと選定方法 
（2）WCS 企業が提供するプレコンサービスの内容と契約方法 
（3）プレコンサービス段階における発注者、設計者、WCS 企業間の調整方法 
（4）プレコンサービス段階から工事契約に移行する際の交渉方法 
（5）WCS 企業との工事契約（支払い）方法 
（6）オープンブック方式の実施方法 
（7）WCS 企業による下請会社の選定方法と下請け契約方法 
（8）施工段階における発注者と WCS 企業との契約変更の手順と方法 
 
 WCS 方式と類似の方式としてこれまでに実施されてきた適用事例を参考に、WCS 方式に

適した制度を提案し、留意事項を整理する必要がある。 
さらに、ODA 事業において WCS 方式を運用する際には、OECD(DAC)や WTO(世界貿易

機構)等の国際ルールとの整合性を確認するとともに、国際協力機構（以下「JICA」という）

の調達ガイドラインだけでなく、相手国政府側の調達制度との整合性も図る必要がある。 
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1.3 目的 

本調査は、高度な施工技術が求められる円借款案件において品質の向上を担保し、「質の高

いインフラ」を実現するため、包括的建設サービス方式（Wrap-up Construction Service 
(WCS)方式）の特徴について整理するとともに、タイにおける WCS 方式の適用可能性につ

いて検討を行い、制度の詳細を提案することを目的としている。 
 
1.4 調査方法 

上記目的を達成するために、WCS 方式の類似方式である、米国の CM/GC 方式や英国の

ECI 方式について既存の調査研究で得られた情報を元に整理し、WCS 方式の利点と留意事項

を明らかにするとともに、タイ向け円借款案件（バンコクチェンマイ高速鉄道及びチャオプ

ラヤ河口橋等のインフラ事業）への適用を想定し、タイ側の意見を踏まえた上で、WCS 方式

の詳細制度を具体的に提案する。 
上記目的を達成するために、（１）WCS 方式の類似方式である、米国の CM/GC 方式や英

国の ECI 方式、我が国で適用された類似方式について既存の調査研究で得られた情報を元に

整理するとともに、（２）米国における調査と米国より講師を招き、日本でセミナーと意見交

換会を実施することにより、WCS 方式により期待される効果と留意すべき事項を整理する。

次に、（３）ODA 事業において WCS 方式を運用するにあたって考慮すべき事項を整理し、

現行制度のとの整合性を確認したうえで、（４）タイ向け円借款案件（バンコクチェンマイ高

速鉄道及びチャオプラヤ河口橋等のインフラ事業）への適用を想定し、WCS 方式の制度設計

に対するタイ側の意見を徴収し、（５）最終的に WCS 方式の詳細制度を具体的に提案すると

いう手順で調査を進める。 
 
提案する詳細制度、中間報告書、ドラフト・ファイナル・レポートについては、JICA 及び

国土交通省主催の WCS 制度の展開に関する検討会の意見を聴取、又は協議する。 
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２．WCS 方式に期待される効果 

WCS 方式は、従来の事業方式と比較して様々な特徴を持ち、これらは近年開発された新し

い方式を参考にしている。本章では、WCS 方式の開発にあたって参考とした、米国の CM/GC
方式や英国の ECI 方式、我が国で適用されたアットリスク CM 方式等の類似方式について既

存の調査研究で得られた情報を元に整理し、WCS 方式に期待される効果と留意事項を明らか

にすることを目的とする。 
 
2.1 米国における CM/GC 方式 

2.1.1 CM/GC 方式導入の背景 

米国では 2004 年に政府補助金付の道路工事において、CM/GC (Construction 
Manager/General Contractor) 方式をユタ州が採用し、その後、FHWA（連邦道路局）も

CM/GC 方式を推進している。CM/GC 方式は設計段階において設計・コスト・工期・リス

クに関する施工者の意見をとりいれることで、設計変更や工期延長を減らし、クレームに対

する訴訟費用や時間を最小化するとともに、発注者の意見を設計や施工に反映させることを

目的として生まれたものである。 
 

2.1.2 CM/GC 方式の特徴 

CM/GC 方式は図 2.1 に示すように、設計段

階において発注者が設計者とは別に CM/GC
企業を選定し、施工に関する助言を CM/GC 企

業が実施する。 
設計段階における CM/GC 企業による助言

はプレコンサービスと呼ばれ、入札時に合意し

た単価に基づく実費精算が基本だが、2013 年

頃からコロラド州道路局では発注者の見積も

った総価契約とするようになってきた。プレコ

ンサービスの内容は、設計、コスト、工程、工

事監理の 4 つに関わり、設計の施工可能性照査

や VE 提案、工事費の見積、工程作成、リスク分析、協力業者の選定等が含まれる。詳細設

計が完了した時点で、工事の見積を提出し発注者の同意が得られれば施工を CM/GC 企業が

実施するが、同意が得られなければ再入札もしくは CM/GC 企業選定における入札時の 2 番
手企業に権利が移行することになる。また、米国では直庸施工率が連邦政府補助金付工事で

は 30%以上と決められており(23 CFR 635.116)、CM/GC 方式でも同様の比率を設定してい

る。専門工事業者(施工会社)の選定は、工事契約をコストプラスフィー契約とする場合は、工

事を分割発注して競争入札を実施することが多い。工事を単価契約で実施する場合は CM/GC
企業が専門工事業者を任意で選べるようにしている。 

 
（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文集 

F4、2015 年 

図 2.1 CM/GC 契約形態の例 
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2.1.3 CM/GC 企業の選定 

CM/GC 企業の選定方法は、Request for Qualification (RFQ)という資格審査のみで選定す

る方法、Request for Proposal (RFP) という資格審査と技術やリスク管理に関する提案によ

り選定する方法、RFQ により入札者を絞り込んだ後、RFP により選定する 2 段階選抜によ

る方法の 3 種類がある。 
CM/GC 方式の導入に積極的なユタ州およびコロラド州は、どちらも RFP による選定方式

をとっており、過去の経験や資格、技術提案、リスク管理方法、価格などを評価している。

ただし、価格の割合は 0～30%程度と低くなっており、過去の経験や資格、技術提案などを

より重視している。選定時期に関しては概略設計が完了した段階が多いが、中には構造形式

が決まる前という場合もあるようである。 
 

（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文集 

F4、2015 年 

 
2.1.4 CM/GC 方式の適用実績 

米国における CM/GC 方式は、建築工事におけるアットリスク CM 方式を改良したところ

から生まれたと思われ、土木工事に関しては、連邦道路局の補助工事においてユタ州道路局

が 2004 年に最初の CM/GC 契約による工事を実施し、2016 年 5 月の時点までに連邦道路局

が承認した CM/GC 契約による工事は 11 件ある。また、2015 年 12 月の時点で 14 の州が

CM/GC に関する州法が整備されていることが確認されている。 
 

（出典）「米国における CM/GC 契約」～2013 年 11 月度調査報告～、東京大学大学院工学系研究科  

受託研究員 岡田康、2014 年 2 月および 

「連邦道路局ウエブサイト」http://www.fhwa.dot.gov/construction/contracts/acm/cmgc.cfm 

 

2.1.5 ユタ州における CM/GC 方式 

(1) CM/GC 方式導入の背景 

ユタ州では、ソルトレイクシティ冬季オリンピックの準備において、設計施工分離方式で

は 8 年かかると見込まれていた 13.2 億ドルの工事を 4 年で完了させる必要があった。そこで

設計施工一括方式を導入し、工期を 4 年から 3 年半に短縮するとともに、工費を 32 百万ド

ル削減して成功を納めた。その後、より施工方法や設計に対して発注者の意見を反映させた

いということと予算の把握を早期にしたいという理由から、CM/GC 方式を採用することに

なった。アリゾナ州フェニックスで実施していたアットリスク CM 方式を改良して CM/GC 
方式を考案し、導入後は適用を重ねる毎に改善を繰り返している。 

 
(2) CM/GC 契約の特徴 

ユタ州道路局での特徴は、CM/GC 選定過程を監視する委員会の設置やリスク管理にワシ

ントン州で開発された CEVP (Cost Evaluation Validation Program)の使用、直営施工率を

30%、施工契約は単価契約という点である。GMP (Guaranteed Maximum Price: 最大保証
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価格)を決める段階では、発注者側は独立コンサルタントから見積りをとり、価格の妥当性を

評価し協議して決めている。CEVP とは、リスク項目ごとにその起こる確率を設定し、その

組み合わせで、ある確率での事業費の総額を予測する手法である。ユタ州道路局のプロジェ

クトにおける、プレコンサービス時の GMP の変動経緯を図 2.2 に示す。同州ホームページ

（http://dfcm.utah.gov/downloads/1const/CM_GC_Agreement.pdf）では、CM/GC 契約の様式を閲覧

でき、GMP からの縮減額のうち 30%（上限；$100,000）を報酬として CM/GC 企業に支払

われる（インセンティブ）という取り決めも確認できる。 

 
（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文 

集 F4、2015 年 

「米国における CM/GC 契約」～2013 年 11 月度調査報告～、東京大学大学院工学系研究科  

受託研究員 岡田康、2014 年 2 月 

 

 

図 2.2 プレコンサービスにおける GMP の変動経緯 
 

（出典）「Alternative Contracting Process – SEP 14 Construction manager General Contractor UTAH 

ANNUAL REPORT 2009」Utah Department of Transportation, April 2010 

 
CEVP を使用すると、ある確率(縦軸)での事業費の総額(横軸)が図 2.2 に示されるように予

測される。ここで、緑色の OPCC1 は、施工者が参画する前に設計者が独自に見積もった工

事コスト、青色の OPCC2A は、その後、発注者や設計者とリスクについて協議をする前に施

工者が独自に見積もった工事コスト、赤色の OPCC3 は、更にその後、発注者と設計者と施

http://dfcm.utah.gov/downloads/1const/CM_GC_Agreement.pdf
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工者の３者がリスク分担を行った後に見積もった工事コストである。ユタ州は、この図から、

CM/GC契約の採用により、50％確率で、最初の予想工事コストよりも、48.7百万ドル(約16％)
の工事コストを縮減できる可能性があるということを定性的に評価している。これは、

CM/GC 契約の仕組みにより、全体事業費及び工程を見ながら、スコープ(工事範囲)、設計、

施工方法、順序等を最適化することによって、総コストの縮減を図ることができるというこ

とを示していると考えられる。 
 

(3) 適用実績 

ユタ州道路局は 2004年に最初の連邦道路局のSEP-14の承認を得たCM/GCの工事を実施

した機関であり、CM/GC 契約の先駆けである。2006 年から 2012 年に入札が公示された設

計施工分離方式(DBB)、設計施工一括方式(D-B)、CM/GC 方式による工事の数は図 2.3 に示

す通りである。この 7 年間に入札が公示された CM/GC 方式による工事は 39 件である。 

 
 

図 2.3 Number of projects per year for DBB, D-B, and CMGC 
 

（出典）「National Cooperative Highway Research Program Report 787, Guide for Design Management 

 on Design-Build and Construction Manager/General Contractor Projects」Transportation 

 Research Board, 2014 

 

2.1.6 コロラド州における CM/GC 方式 

(1) CM/GC 方式導入の背景 

コロラド州はユタ州から学んで CM/GC 契約方式を取り入れた。コロラド州の場合は道路

規制期間に制限があり、その間に工事を完成させるための施工者の工夫、それに対するコス

ト縮減を図るために早期に施工者を参画させたという理由があった。 
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(2) CM/GC 契約の特徴 

コロラド州道路局での特徴は、調達方式の決定に Project Delivery SelectionMatrix 
(PDSM) の使用、リスク管理プールという予算を確保しリスク分担に応じた項目を設定、直

営施工率が 30%、施工は単価契約という点である。 
但し、プレコンサービス時に同意した価格は設計変更により変更されたりして、必ずしも

保証される金額ではないため、GMP という言葉に関して語弊があるという考えを持ってい

た。そこでより実情に近い意味の言葉として、CAP (Construction Agreed Price) という語を

使用するようになっている。 
PDSM とは、事前に事業の目標を定め、事業の複雑性、リスク評価、工期、事業費、設計

のレベルに関して、分離発注か設計施工一括発注、CM/GC 契約のどれが最適な発注方式か

を評価し、発注方式を選定する手法である。リスク管理プールとは、プレコン時に合意した

条件以外でリスクが実際に発生した場合に使われる予備的予算である。 
2015 年 1 月に同州交通局によってまとめられた CM/GC マニュアルでは、上記の特徴が

実例とともに記されている。また、同マニュアルの付録では、下記の様式等も利用できる。 
 Project Delivery Selection Matrix (PDSM)  
 Request for Letters of Interest (LOIs) Template 
 CMGC Pre‐Proposal Presentation Template 
 Request for Proposals (RFP) Template 
 Standard CMGC Contract Template 
 Risk Matrix Template 
 

（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文集 

F4、2015 年 

「Construction Manager/General Contractor」Manual, Colorado Department ofTransportation,  

January 2015 

 
(3) 適用実績 

コロラド州道路局では、2009 年から CM/GC 方式を導入し、2014 年までに連邦道路局が

承認した CM/GC 契約による工事は 10 件ある。 
 2400V Switchgear Replacement 
 I-70 Twin Tunnels Eastbound 
 I-70 Twin Tunnels Westbound 
 Pecos Street over I-70 Bridge Replacement 
 SH 266 and SH 71 Bridge Replacement North of Rocky Ford 
 I-70 Bridge Replacement in Dotsero 
 I-70/Eagle Interchange 
 Grand Avenue Bridge in Glenwood Springs 
 I-70 Eastbound Peak Period Shoulder Lanes 
 I-25/Arapahoe Interchange 
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（参考）「Construction Manager/General Contractor」Manual, Colorado Department of Transportation, 

January 2015 
 

2.1.7 カリフォルニア州における CM/GC 方式 

(1) CM/GC 方式導入の背景 

カリフォルニア州では、2012 年に CM/GC に関する州法を整備して、公共工事において、

CM/GC 方式を取り入れた。彼らの場合は、公共事業の調達方式を改善する上で、コストを

効果的に削減して、事業工程の短縮を図ることが可能な調達方法として、適用していきたい

という動機があった。 
 
(2) CM/GC 契約の特徴 

カリフォルニア州道路局での特徴は、Request of Qualification(RFQ)という資格審査のみ

で選定する方法で、CM/GC 企業を選んでいるという点である。カリフォルニア州道路局は、

この資格審査で、会社の財務状況や安全成績、同種の工事経験の有無、現場組織及びキーパ

ーソンの経歴、契約遂行の上で必要な資格の有無、プロジェクトの理解度と現場運営方法の

提案などを評価している。プレコンサービスは単価契約で、人件費は合意単価に実働時間を

乗じて算出される。コンストラクションサービスはユニットプライス(単価)を基本とする

Fixed-price Contract(固定価格契約)を採用しており、いわゆる単価契約である。コンストラ

クションサービスの固定価格については、ICE(Independent Cost Estimator: 独立コンサル

タント)による積算と CM/GC 企業による見積りとの比較が行われ、発注者と CM/GC 企業と

の協議を経て、決定する。このようなプロセスをとることにより、価格協議の透明性を確保

している。カリフォルニア州道路局の 2 段階契約の概念を図 2.4 に示す。 
 

 
 

図 2.4 カリフォルニア州道路局の 2 段階契約の概念 
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（出典）「Construction Manager/General Contractor」、Joint Engineering Division Meeting、California 

 Department of Transportation, January 22, 2015 

「Request for Qualifications, State Route 99 Realignment, Construction Manager/General 

Contractor Services」、California Department of Transportation, October 1, 2013 
 

(3) 適用実績 

カリフォルニア州道路局では、2013 年から CM/GC 方式のパイロットプロジェクトを実施

しており、2015 年 6 月時点で、次の 6 件のパイロットプロジェクトが進められている。カリ

フォルニア道路局のパイロットプロジェクトを表 2.1 に示す。 
 

表 2.1 カリフォルニア州道路局のパイロットプロジェクト 

 
 
各プロジェクトの RFQ、Notice of Final Rankings、上位 3 社の SOQ、プレコンサービス

の契約書は、同州道路局ホームページ（http://www.dot.ca.gov/hq/oppd/cmgc/awarded.htm）で閲覧

できる。 
（出典）「Fiscal Year 2014-15, Annual Progress Report to the legislature, Assembly Bill No. 2498,  

Construction Manager / General Contractor Pilot Program」、California Department of  

Transportation, June 26, 2015 

 

  

http://www.dot.ca.gov/hq/oppd/cmgc/awarded.htm
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2.1.8 CM/GC 方式の適用事例 

 

(1) トランスベイ・トランジット・センター新築工事の事例 

 

1) 工事概要 

発注者 Transbay Joint Powers Authority(TJPA) 

サンフランシスコ市営交通局、アラメダ－コントラコスタ運輸局、カリフ

ォルニア州交通局、サンフランシスコ市理事会、サンフランシスコ市長事

務所、ベニンシュラ合同理事会他からによる理事会にて構成 

施工場所 カリフォルニア州サンフランシスコ市 

発注者アドバイザー URS 社 

設計者 Pelli Clarke Pelli Architects社 (建築設計) 

AECOM社 (ユーティリティ移設関連設計) 

URS社 (解体工事関連設計) 

工事監理者 Turner 社 

施工者 Webcor 社・大林組 JV 

契約形態 CM/GC方式 

工 期 2009年 3月～2017年 12月 

工事内容 サンフランシスコの中心部にて、バス、軌道交通、将来予定されている高速 

鉄道など９つの交通機関が集約する複合ターミナル施設を建設する工事 

・延床面積： 約 128,000㎡（第 1期施工部分） 

・建物高さ： 地上 3階 (21m), 地下２階 (18m) 

 

2) 本工事の CM/GC方式の特徴 

本工事では、設計への発注者の関与と設計期間の短縮を目指して、CM/GC 方式が採用され

た。本工事の CM/GC 方式の主な特徴としては、工事全体を専門工事業者に分割発注し、公

開入札を行うことや、工事契約でコスト＋フィー契約を採用している点があり、ここではそ

の詳細について整理する。 

 
① 関係者の役割とリスク分担 

本工事の発注者は、CM/GC 企業以外に、設計及び工事監理のため、コンサルタントと別

途契約している。また、発注者アドバイザーとして、URS 社にプログラムマネジメントの業

務を委託している。本工事の形態を図 2.5 に示す。 
発注者の役割は、事業計画、設計者・施工者の選定、設計・費用の妥当性検討、設計者・

施工者の調整、監督・検査などを実施し、その責任を負う。なお、その実施にあたっては、

URS 社が発注者の業務をサポートしている。 
CM/GC 企業の役割には、プレコンサービスとコンストラションサービスが含まれる。 

本工事では、予想工事費の中に予備費を確保した上で、施工契約額を確定している。 
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図 2.5 本工事の CM/GC方式の形態 

 

② CM/GC 企業の選定段階と選定方法 

概略設計の段階で、発注者は設計契約とは別に CM/GC 企業と契約をする。CM/GC 企業は、

RFQ により入札者を絞り込んだ後、RFP により決定する 2 段階選抜により選定された。入

札前審査、入札時審査、スケジュールは下記の通りである。 
 

＜入札前審査＞ 

 現場運営手法の提案         配点   10点 

(工程・コスト・品質管理, 業者選定に関するアプローチ方法, 技術) 

 同種の工事経歴、財務力、現場配置要員      配点   60点 

 発注者/設計者への施工実績/評判の確認      配点   30点 

配点 100点 

 

＜入札時審査＞ 

 プレコンサービスで想定される作業時間に対する時間単価 

 予想工事費に対するコンストラクションサービスのマネジメントフィー(GC フィー) 

 

＜スケジュール＞ 

 入札公示から入札前審査の書類提出、インタビューの実施   2.0ヶ月 

 発注者による入札前審査        2.0ヶ月 

 入札、発注者による審査        2.5ヶ月 

入札公示から業者選定までの期間  6.5ヶ月 
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③ 発注者と CM/GC 企業の契約 

本工事の CM/GC 契約は 1 本の契約であり、発注者と CM/GC 企業の契約については、コ

スト＋フィー契約である。支払い方式については、下記の通りである。 
 

＜プレコンサービス＞ 

 人件費は、プレコンストラクション業務を行った総労働時間に、職位に関係ない一律の契約

時間単価を乗じて算出される。フィーは時間単価内に含まれる 

 ボンド代金や許認可取得費用など契約上認められた経費は、実費精算される 

 人件費と契約にて認められた経費は、月次請求により支払われる 

 月次請求の証憑には、各職員の出勤簿(Time Sheet）および経費の領収書が使われる 

 毎月どの様な業務をどれだけ行うかは、発注者と事前協議を行い、その範囲内でプレコンサ

ービスを行う 

 

＜コンストラクションサービス＞ 

 工事コストは専門工事業者の出来高の合計であり、出来高請求書(Pay Application)が証憑

として使用される 

 GCフィーは、CM/GC契約時の予想工期および予想工事費に基づき、工事コストに、 3通りの

GCフィー率(標準、予想工期超過、予想工事費超過)を乗じて算出される 

 予想工期や予想工事費の上限額を超えない場合は、工事コストとともに、工事コストに GC

フィー率(標準)を乗じて算出された GCフィーが月次請求により支払われる 

 予想工期や予想工事費の上限額を超える場合は、下記のように処理される 

 

- 工期のみが超えた場合、超過期間の工事コストとともに、超過期間の工事コストに GCフ

ィー率(予想工期超過)を乗じて算出された GCフィーが月次請求により支払われる 

- 工事コストのみが超えた場合、工事コストの超過分とともに、工事コストの超過分に GC

フィー率(予想工事費超過)を乗じて算出された GCフィーが月次請求により支払われる 

- 工期および工事コストの両方が超えた場合は、発注者との再交渉により、原契約が見直

される 

 
④ プレコンサービスの内容 

プレコンサービスでは、仮設計画、行程表(CPM）の作成、設計図のレビュー、効果的かつ

経済的な設計への提案、施工技術情報（工法・納期・代替材料等）の提供、代案の検討及び

その概算見積、各設計段階における概算見積、キャッシュフローの検討などを行い、専門工

事業者の事前資格審査・入札から発注までの支援管理業務全般を行う。このような支援管理

業務を通じて、人員が少ない発注者の業務を補完している。 
プレコンサービスにおいて、CM/GC 企業によるレビューコメントや、積算・工程資料等

の情報は、全て発注者を介してやりとりされる。設計などの調整会議には、必ず、発注者側

の職員（TJPA、PMPC、and/or CMO）が出席する。設計者は CM/GC 企業の意見に合意す
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れば設計に反映し、合意できなければ反対する。合意できない意見については、価格、工程、

品質等を総合的に考慮し、最終的には発注者が判断する。このようにして、プレコンサービ

スにおける発注者、設計者、CM/GC 企業の間の調整は行われる。 
本工事の CM/GC 契約は 1 本のため、プレコンサービス段階から工事契約への移行という

プロセスは存在しない。このため、プレコンサービスでリスクを認識したとしても、施工段

階の契約はすでに締結されているため、その内容は契約自体には反映されない。但し、プレ

コンサービスにおいて、施工中に考えられる問題点は設計に多く反映され、改善されている

ので、施工中のリスクは少なくできている。 
設計者は、各設計段階の設計書類から予想工事金額を積算するが、CM/GC 企業もプレコ

ンサービスの一環として、施工者の視点で積算書を作成し、発注者に提出する。その後、発

注者を介して、双方の積算の精査会議が行われる。このようなプロセスを経て、発注者は、

より精度高い積算値を Engineering Estimate として予算に組み入れる。積算金額が発注者

の当初予算と乖離する場合は、設計変更の措置や Value Engineering が行われる。 
 

⑤ インセンティブ 

本工事の CM/GC 契約には CM/GC 企業の予備費が含まれており、以下の問題が起きた場

合に使用されるが、未使用の予備費のうち 50%については、報酬として CM/GC 企業に支払

われる。 
 専門工事業者との契約で生じたスコープ(工事範囲)の漏れなどの不具合に起因する追加

費用 

 専門工事業者の破産などによる追加費用 

 専門工事業者から回収できなかった品質不具合などによる追加費用 

 CM/GC企業に起因する遅延を回避するために実施した工程促進のための追加費用 

 CM/GC企業に起因する遅延の費用 

 

⑥ サブコントラクターの選定方法と契約 

専門工事についての各パッケージの設計が完了すると、それを基に専門工事業者選定のた

めの公開入札を行い、最低価格を提示した業者と総価契約を結び、施工を開始する。コンス

トラクションサービスは、各パッケージが専門工事業者に発注された段階で、それぞれ開始

される。契約上、CM/GC 企業自身による施工は認められていないため、直接雇用は出来ず、

公開入札を経て選考された専門工事業者による施工のみとなる。なお、コンストラクション

サービスは、通常の設計施工分離方式で、元請がサブコンを管理する業務と同じである。 
 
⑦ オープンブック方式 

本工事では、専門工事業者の選出にあたって、契約範囲の設定、契約書の内容を事前に発

注者と協議を行い、承認を得た上で公開入札を実施する。そして、一番札の入札業者を発注

者に推薦し、発注者の承認を経て契約する。また、契約金額は事業全体の契約金に反映され

るため、発注者は CM/GC 企業と専門工事業者の状況を常に把握できる環境にある。更に、

発注者は CM/GC 企業に対し、定期的に会計情報の提供を求める権利を有するだけでなく、
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CM/GC 企業の出勤簿や請求書の内容に疑問点があれば、会計監査(Audit)を行うことができ、

オープンブックのアプローチにより、契約の公平性と透明性が担保されている。 
 

(2) I-70 トンネル拡幅工事の事例 

 

1) 工事概要 

発注者 Colorado Department of Transportation(CDOT) 
施工場所 コロラド州 アイダホスプリングス 

設計者 Atkins 社/Parsons Brinckerhoff 社 
工事監理者 HDR 社 

施工者 Kraemer 社・大林組 JV 

契約形態 CM/GC 方式 

工 期 2012 年 4 月～2014 年 4 月 
工事内容 コロラド州を横断する Interstate Highway (I70)のうち、デンバー市の西 

約 30 マイルに位置する、Idaho Springs から Floyd Hill までの高速道路 
（延長約 4.0km）を拡幅する工事。行楽シーズンに発生する交通渋滞の解消 
と、多発する交通事故低減のためのアラインメントの補正が主な目的。 

 

2) 本工事の CM/GC 契約の特徴 

本工事では、工期に制約があり、設計施工一括方式の採用が時間的に難しかったため、

CM/GC 方式が採用された。本工事の CM/GC 方式の主な特徴としては、リスク管理にインセ

ンティブが含まれていることや、GMP を決める段階で発注者側が独立コンサルタントからの

見積りをとることで価格の妥当性を評価している。 
 

① 関係者の役割とリスク分担 

本工事で発注者は、CM/GC 企業以外に、設計及び工事監理のため、コンサルタントと別

途契約している。その他、発注者は、GMP の合意に向けて実施される、CM/GC 企業の見積

金額との比較のため、ICE(Independent Cost Estimator)と呼ばれる独立コンサルタントと別

途契約して、積算業務を委託している。本工事の形態を図 2.6 に示す。 

図 2.6 本工事の CM/GC 方式の形態 
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発注者の役割は、事業計画、設計者・施工者の選定、設計・費用の妥当性検討、設計者・

施工者の調整、監督・検査などを実施し、その責任を負う。CM/GC 企業の役割は、プレコ

ンサービスとコンストラションサービスを実施し、その責任を負う。 
リスク分担については、プレコンサービスにおいて、着工後に想定される工事のリスクを

整理しながら、CM/GC 企業は、リスク評価表(リスクレジスター)を作成する。リスクレジス

ターでは、各リスク項目について発注者と CM/GC 企業との間の分担が決められる。また、

発注者に分担されたリスクについては、リスク管理費（リスクプール、シェアドリスクプー

ル）が設定される。CM/GC 企業に分担された各リスクは、工程とコストに及ぼすインパク

トから金額に換算され、各設計段階(60%, 90%, 95%, 100%)で、発注者に提出する見積金額に、

予備費(コンティンジェンシー)として含まれる。リスクプールでは、CM/GC 企業がコントロ

ールできないリスクが管理され、リスクが発現した場合、発注者が 100％負担する。シェア

ドリスクプールでは、CM/GC 企業が施工精度・数量をコントロールできるが、発注者にも

責任のあるリスクが管理され、自然条件等により CM/GC 企業のコントロールが及ばず工事

数量の増加があり得る場合、定められた金額を上限として発注者が 100％負担する。本工事

のリスクプールを表 2.2 に、シェアドリスクプールを表 2.3 に示す。 
 

表 2.2 I-70 Twin Tunnels Widening のリスクプール 

 
 

表 2.3 I-70 Twin Tunnels Widening のシェアドリスクプール 
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② CM/GC 企業の選定段階と選定方法 

概略設計の段階で、発注者は設計契約とは別に、CM/GC 企業と契約をする。CM/GC 企業

は、RFP による資格審査と技術提案により選定された。入札時審査、スケジュールは下記の

通りである。 
 

＜入札時審査＞ 

 同種の工事経歴、財務諸表、安全成績、現場配置要員    配点   60点 

現場運営手法の提案 

 インタビュー          配点   20点 

 CM/GCフィー          配点   20点 

配点 100点 

 

＜スケジュール＞ 

 入札公示から提案書類提出        1.5ヶ月 

 発注者による審査         0.5ヶ月 

 提案書類の審査における上位 3社に対するインタビューの実施  0.5ヶ月 

およびインタビュー時の CM/GCフィー(%)の提出 

 提案書類で最高得点を獲得した業者との契約内容の交渉   1.5ヶ月 

入札公示から契約締結までの期間  4.0ヶ月 

 

③ 発注者と CM/GC 企業の契約 

発注者と CM/GC 企業の契約については、プレコンサービスは総価契約で、コンストラク

ションサービスは単価契約である。支払いの詳細については、下記の通りである。 
 

＜プレコンサービス＞ 

 人件費は、配置技術者の労働時間に契約(入札)時給を乗じて算出される 

 その他経費は、実費に基づき算出される 

 人件費とその他経費は、月次請求により、CMフィーとともにランプサムの契約金額まで支払

われる 

 CM フィーは、人件費とその他経費の合計に、契約時に合意した CM フィー率を乗じて算出さ
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れる 

 月次請求の証憑には、各職員の出勤簿(Time Sheet）および経費の領収書が使われる 

 毎月どの様な業務をどれだけ行うかは、発注者と事前協議を行い、その範囲内でプレコンサ

ービスを行う 

 

＜コンストラクションサービス＞ 

 工事コストおよび GC フィーが月次請求により支払われる 

 工事コストは、専門工事業者および CM/GC 自身の出来高の合計であり、証憑には下記の書類

が使用される 

       専門工事業者の出来高: 出来高請求書(Pay Application) 

       CM/GC自身の出来高:  出来高申請書(Schedule of Values) 

 契約時に、GMPについて合意する。本契約での GMPは、設計が 100%の時点での工事金額であ

り単価精算項目を多く含むことから、設計や数量に変更があれば、それ以上の金額になる。

一般的な GMP とは異なる部分があり、その後、発注者は工事合意金額(CAP: Construction 

Agreed Price)という用語に変更している 

 GCフィーは、工事コストに、契約時に合意した GCフィー率を乗じることにより算出される 

発注者がコストオーバーランを認めているため、GMPを超えたコストも GCフィーとともに支

払われ、本社経費や利益が毀損されることはない 

 

④ プレコンサービスの内容 

プレコンサービスでは、発注者の近隣対策、設計図書のレビュー、工事費積算、工程表作

成、主要資機材の調達先を含む専門業者選定など支援管理業務全般を行う。また、発注者と

CM/GC 企業との間で業務範囲・責任範囲を明確にし、発注者と別途契約のコンサルタント

(ICE: Independent Cost Estimator)の見積金額と比較し、両者の差が 10%以内になれば、

GMP を合意して、コンストラクションサービスの契約を締結する。 
設計者は発注者のみと契約しているため、CM/GC 企業が設計者に意見を提案したりする

場合、あるいは、設計者が CM/GC 企業に何かを要求する場合、原則として発注者を通じて

行われる。また、CM/GC 企業と設計者間で情報の確認等のやり取りをする場合は、発注者

にもその内容が分かるようにする。CM/GC 企業の提案に、設計者が合意できない場合は、

最終的に発注者が意思決定を下す。 
リスクについては、発注者、設計者、CM/GC 企業の間で、そのインパクトが概算され、

最終的に発注者がリスクに相当する費用を決定する。発注者はこれらを Force Account 支払

い項目として、最終見積もり合意額に上乗せして、コンストラクションサービスの業務を発

注する。 
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⑤ インセンティブ 

本契約では、シェアドリスクプールの採用により、発注者と CM/GC 企業で残高を折半で

きるというインセンティブの仕組みを入れ、CM/GC 企業のモチベーションを高めている。

本工事のリスク管理の実績を図 2.7に示す。リスクプールでは、約 1.5億円の予算のうち 47%、

約 7,000 万円を使用した。シェアドリスクプールでは、約 1 億円の予算のうち 60%、6,000
万円を消化し、残り 40%、4.000 万円の半分の 2,000 万円を CM/GC 企業が受領することが

できた。 
 

 
図 2.7 I-70 Twin Tunnels Widening のリスク管理の実績 

 

⑥ サブコントラクターの選定方法と契約 

サブコントラクターは、コンストラクションサービスにおいて、CM/GC 企業の責任で決

定する。このため、サブコントラクターに発注する工事所掌や契約金額等は CM/GC 企業に

一任され、入札による選定や、発注者からの承認等は必要としない。具体的には、CM/GC
企業が信頼のおける業者から見積もりを取り、総価契約を結ぶ。 

主要資機材の調達に関しては、プレコンサービス時に先行発注する提案が発注者に認めら

れ、鋼製支保工、ドリルブームジャンボ、移動式コンクリート型枠（セントル）に関して業

者の選定を行なった。これは、コンストラクションサービスの契約後に選定、契約、調達を

していては、着工後に工程が遅れる可能性が懸念されたためである。この場合には、3 社以

上からの見積もりを受領し、見積もり条件の詳細を比較した後、全てオープンベースで発注

者に業者を推薦する形で選定を行なった。見積もり額が最低の業者ではなく、施工実績や資

機材故障時の技術者によるバックアップ体制等を定性的ながら総合評価した上で、業者の推

薦を行なった。 
 

⑦ オープンブック方式 
本工事では、GMP を決める段階で、発注者側が独立コンサルタントからの見積りをとり、

価格の妥当性を評価し協議して決めている。その際、契約パッケージの分割と内容について

も、事前に発注者と協議する。また、契約金額は事業全体の契約金に反映されるため、発注

者は CM/GC 企業と専門工事業者の状況を常に把握できる環境にある。更に、発注者は

CM/GC 企業に対し、会計情報の提供を求める権利を有するだけでなく、CM/GC 企業の出勤

簿や請求書の内容に疑問点があれば、会計監査(Audit)を行うことができ、オープンブックの

アプローチにより、サブコン契約を含めて支払いの透明性が担保されている。  



21 
 

2.2 英国における ECI 方式 

2.2.1 ECI 方式導入の背景 

英国では、設計施工分離方式における低価格競争に起因して、落札後クレームにより費用

を回収しようとする請負者とコンサルタントの間で紛争が多発した。1980 年代から、設計施

工に関する責任の一元化のため設計施工一括方式が用いられたが、リスクが請負者に過度に

転嫁されることへの批判から、ECI 契約が導入されることとなった。 
これにより、早期に施工者のノウハウを正規に取り込む仕組みが確立したことに加え、事

業期間の短縮、スリム化し過ぎた発注者能力を施工者が補いながら、受発注者の関係良化に

より紛争の減少という効果が得られているという。 
 

2.2.2 ECI 方式の特徴 

従来の設計施工一括方式に対し、ECI 方式は、施工者をより早期に事業に参画させ、受発

注者の協働により強力なサプライチェーンを構築して紛争を回避するとともに、事業の上流

段階からそのノウハウを取り込むもので、複雑な事業の効率的実現や事業期間の短縮が期待

される契約手法である。ECI 方式において、設計者は一般に施工者の下請けとして参画し、

施工者を代表として入札・契約する。 
 
2.2.3 ECI 方式の適用実績 

英国道路庁(2015 年 4 月 1 日に Highway England に組織改編)では、2001 年の最初の ECI
方式による契約以降、ECI 方式が用いられている。設計施工一括方式であれば契約額以下で

施工すれば、コスト縮減分は全て施工者の利益になる。一方で、ECI 方式では、オープンブ

ック方式の採用で実費精算となり、率は低いが確実な利益が与えられる。その中で、施工者

の努力次第では目標額との差額の一部が配分されるインセンティブがあるため、施工者はコ

スト縮減努力をする。したがって、総価契約における敵対関係やコスト増のリスクを回避す

ることが可能なため、施工者からは ECI 方式を歓迎する声もある。 
 

（出典）「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、 

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 

 

2.2.4 英国道路庁における ECI 方式 

英国道路庁の ECI 方式は、基本的には計画から詳細設計、施工までの単一契約で、事業の

基本設計の段階から施工者が参画し、施工性に配慮した基本設計を行う計画段階と目標工事

費を設定して詳細設計以降の施工完了までを行う施工段階に分かれている。 
計画段階の基本設計業務契約、施工段階の詳細設計付き施工契約の二契約を一本化し、早

期に一度の入札で選定した施工者と、原則として基本設計から施工までを通して契約するた

め、複数回の入札による手間や時間を省くことができると同時に、時間をかけて受発注者間

の信頼関係・協力体制を深めることができる。英国道路庁における ECI 方式のフローを図 2.8
に示す。 



22 
 

 

図 2.8 英国道路庁における ECI 方式のフロー 
 

（出典）「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、 

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 

 
(1) 関係者の役割とリスク分担 

本方式で発注者は、事業計画、デザインビルダー選定、費用の妥当性検討、監督・検査を

実施し、その責任を負う。一方で、ECI 業者は、デザインビルダーとして設計及び施工を実

施し、その責任を負う 
発注者は、詳細設計前に設定される目標額の厳しい査定が重要な役割と認識している。目

標額設定前に施工者から VE(Value Engineering）を引き出さなければ、施工者のコスト縮減

余地を多く残し、事業全体としての原価管理が甘くなってしまうからである。一般には、事

業が進むにつれて事業費の最終見込みが増加していく傾向がある。また、設計費用は労務単

価と時間で計算し、支払われるため、この場合も上限目標を定めて管理する必要がある。 
さらに、オープンブック方式の採用により施工者の施工実単価が明らかになるため、発注

者は将来の積算や価格交渉にその情報を用いてコスト縮減に繋げることができる環境にある。

一方で、十分な発注者人員が確保できなければそのような情報蓄積ができない。発注者人員

の不足や管理能力の低下は施工者の負担増に繋がるが、逆に捉えると施工者がその能力を発

揮して事業の主導権を握ることができることを意味する。 
リスク分担については、ターゲットコスト契約の仕組みにより、この金額を下回った場合

も上回った場合も、受発注者間でリスクがシェアされている。ターゲットコスト契約の概念

を図 2.9 に示す。 
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図 2.9 ターゲットコスト契約の概念 
 

（出典）「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、 

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 

 
(2) ECI 業者の選定段階と選定方法 

基本計画の段階で、発注者は総合評価方式(加算方式)により ECI 業者を選定する。ECI 業
者選定の流れは、下記の通りである。 
① PQ(Prequalification:事前資格審査）ステージ 1： 

財務、安全、技術面から、入札候補者を 20 社程度のロングリスト化 
② PQ(Prequalification:事前資格審査）ステージ 2： 

対話方式で、発注者支援力や実績等から、5 社にショートリスト化 
③ 入札招聴： 

入札者からリスク情報を収集／周知 
④ 入札図書提出： 

Volume 1：           評価率 
・品質声明書 A/B（リスク対処法と実績証明について 50 頁以内）  50% 
・主要人材表（10 頁以内）        10% 
・Phase 1 の手順・工程計画（20 頁以内）      15% 
・Phase2 の手順・工程計画（20 頁以内）      25% 
Volume2： 
・各段階見積／単価内訳 
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・フィー率表他 
⑤ 品質・価格評価 Stage1: 

Volume 1 図書を品質点 80 点，価格点 20 点で総合評価 
（最低価格者を満点として金額比で相対評価する。最高得点者のみ Stage 2 に進む） 

⑥ 品質・価格評価 Stage 2: 
最高得点者の品質声明書 B （リスク対処法と実績証明）、主要人材表、価格提案、フィ

ー率一覧の妥当性を審査 
⑦ 落札候補者を決定 
⑧ 提案資料の審査、主要人材の確保可能性確認等 
⑨ 契約 

 
(3) 発注者と ECI 業者の契約 

計画段階は、基本設計業務を月次払いのコストプラスフィー契約オープンブック方式で、

施工段階は、ターゲットコスト契約により、コストプラスフィーの月次払いに加え、目標額

（施工段階目標額）と、コストに一定率（フィー率）をかけた経費（フィー）を加えた最終

的な施工総費用の差額を受発注者でペイン／ゲインシェア（Pain/Gain Share；超過分を分

配負担、または削減分を分配獲得）するものである。フィー率を掛けるコストについては入

札図書に詳細が定義されている。 
施工段階に入る前の受発注者協議による最適な目標額の設定が重要となるが、本契約では、

計画段階における目標額設定の前に、予めリスクを洗い出す。その上、施工段階におけるペ

イン／ゲインシェアの仕組みにより、コストプラスフィー契約でありながら、コスト削減の

インセンティブを施工者に与えるため、設計施工一括方式のように施工者の一人勝ち・一人

負けが無く、受発注者のチームとしての運営が事業の成功・失敗を左右する。 
 
(4) プレコンサービスの内容 

計画段階のプレコンサービスでは、基本計画と詳細計画を実施する。計画段階から施工の

ノウハウや技術情報を提供しながら、施工性に配慮した基本設計を行うことで、施工段階で

のコスト削減につなげていく。 
原則として選定した ECI 業者は最後まで契約を履行するが、発注者は、計画段階のプレコ

ンサービス中に、計画を進めるうちに想定した予算で収まらないことが判明したり、最終タ

ーゲットコストが合意に至らない場合は、契約を解除する権利を有する。いずれの場合も 15 
万ポンド以下の正当な額を支払うことで和解し、利益・売上の喪失補償はしないというもの

である。ECI 契約では、事業計画が固まる前の早期に施工者を選定する必要があるため、発

注者としてはキャンセルの権利を残しておくことで、思い切って選定してしまうことが可能

となっている。プレコンサービスにおいて、最終ターゲットコストが合意に至らない場合は、

設計施工の部分は、別途競争入札を行うことになる。 
 

(5) インセンティブ 

計画段階のフィー率より施工段階のフィー率を高く設定することで、計画を早く終えて、
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設計施工に進めたいという意思を ECI 業者に働かせている。 
また、施工段階におけるターゲットコスト契約におけるペイン／ゲインシェアの仕組みに

より、最終ターゲットコストからの縮減額を受発注者で分配される。このため、コスト＋フ

ィー契約でありながら、工期短縮や工費削減のインセンティブがECI業者に与えられている。 
 

(6) サブコントラクターの選定方法と契約 

サブコントラクターの選定は、ECI 業者による任意であり、発注者の承諾などを取る必要

はない。このため、最低価格ではなく、ベストバリューに対する発注が行われている。契約

形態も、総価契約、単価・数量精算契約など、様々である。但し、契約金額が比較的大きな

サブコンパッケージについては、契約条件を back to back によりサブコントラクターにフロ

ーダウンしている。 
 

(7) オープンブック方式 

プレコンサービスは、コスト＋フィー契約オープンブック方式で、工事は、ターゲットコ

スト契約のため、コスト＋フィー契約オープンブック方式の仕組みが含まれている。 
オープンブックの主な管理体制は、下記の通りである。 
 経理部長が経理部の会計担当者とオープンブック関連業務全体のマネジメントを実施 

 QS(Quantity Surveyor：積算士)が外注関連のコストを管理 

 管理部が直傭労働者、材料、設備関連のコストを管理 

オーブンブック方式については、もはや一般的な手法となっているため、運用管理マニュ

アルなどは無く、サーバー上でコスト関連資料にアクセスできる形で、コストに関する情報

を開示し、透明性を確保している。オープンブック方式のため工事費用のサブコンへの支払

いなどについて発注者の監査を受けるが、業務量は QS の全業務量の 5%程度のようである。 
 
2.2.5 英国道路庁における ECI 方式の適用事例 

英国道路庁の ECI 方式は、2001 年に最初の工事を実施し、2012 年 4 月までに 45 件の工

事が計画・実施されている。工事は、年間約 1 億ポンドを支出する、景気刺激を期待した工

事を含む。契約金額が最大のプロジェクトは、3.2 億ポンド(約 450 億円)で完了している。 
 

（参考）「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、 

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 

「英国道路庁の ECI 契約」～2014 年 4 月度調査報告～、東京大学大学院工学系研究科  

受託研究員 田辺充祥、2012 年 7 月 
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2.3 日本における類似方式 

2.3.1 UR 都市機構の東北復興事業におけるアットリスク CM 方式 

(1) 本方式導入の背景 

東北復興事業を従来の契約方式で進めた場合、特にスピード面で、以下の課題があった。 
1) 高台移転地造成にあたっては、過大整備とならないよう移転希望者等の意向を踏まえて

整備面積を確定させる必要がある。すべての確定までには長期間を要し、結果として工

事発注時期が極めて遅延する。 
2) 高台移転地は、岩盤主体の急峻な地形である。発注精度の確保のためには、地盤調査、 

地形測量等の詳細が必要で、通常と比較して工事発注までに時間を要する。 
3) 復興市街地整備事業は、工事規模が極めて大規模である。短期間で整備を進めるために

は、施工上の工夫が不可欠である。 
4) 都市再生機構の人的資源にも限りがある。複数の事業や複数の地区の個々の発注対応に

は限界がある。地方公共団体設計協議やライフライン等の施工調整においても、短時間

で実施するためには、多くの人員が必要である。 
このため、従来の契約方式と比べて、より上流側から民間が参画し、官民連携の下、事業

を進めることが効果的であり、CM（コンストラクションマネジメント）を活用する本方式が

導入されることとなった。一般的に、CM 方式は、発注者の補助者・代行者である CMR（コ

ンストラクションマネジャー）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の

検討や工事発注方式の検討、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は

一部を行うものである。 
 

(2) 本方式の特徴 

1) 関係者の役割とリスク分担 
契約内容を確実に履行するために、あるいは CM の導入を適切に機能させるために、発注

者及び受注者間で基本協定を締結する。基本協定書は、すべての契約の骨幹をなすもので、

発注者及び受注者の役割や業務内容に関すること、契約の締結に関すること、施工確保対策

としてのオープンブックの実施、地元企業の優先活用、コスト管理に関することなど、すべ

てを網羅したものとしている。基本協定書の定めている具体的な内容は下記の通りである。 
基本協定書の内容 
① 発注者の役割 
② 受注者の役割 
③ 受注者の業務内容 
④ 統括管理技術者の配置 
⑤ コスト＋フィー契約の合意 
⑥ 業務原価に参入する項目 
⑦ インセンティブ及びリスクに関する合意 
⑧ 早期業務の契約の締結 
⑨ 次期業務の契約の締結 
⑩ 次期業務の工事施工を行わない場合の合意 
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⑪ オープンブックの採用に関する合意 
⑫ 地元企業を含む専門業者選定の合意 
⑬ 請負代金額の支払い 
⑭ 秘密の保持 
⑮ あっせん又は調停 
 
基本協定書以外にも、オープンブックの制度については、発注者及び受注者で、下記の内

容を定めたオープンブックの実施に関する確認書を締結した上で業務を進めている。 
 コストに関する情報の開示内容のレベル 
 発注者、受注者のオープンブック実施体制 
 オープンブックの実施プロセス 
 情報開示 

 
オープンブックの実施では、「原価管理ルールブック」を策定し、下記の基本的事項を明確

にしたうえで、その詳細を定め、発注者および受注者で共有することによって事務量の軽減

も目指している。 
 
[原価管理ルールブックの基本的事項] 

 常に高い倫理観のもとで、誠実に業務を履行する。 
 内訳明細書レベルで、価格交渉を経て決定された金額の範囲内である場合には、 
確認作業を緩和する。 
 判断の難しい案件については、錯誤等を防ぐために、発注者において二重審査を 
行う。 
 受注者に責のある支出については、原価算入が困難である。 
 受注者は、品質確保に万全を期す。 

 
地元企業活用の制度については、発注者及び受注者で、下記の内容を定めた専門業者選定

に関する確認書を締結して、専門性の高い企業と地元企業を適切に選定するものとする。 
 受注者の内部統制整備に関する基本方針 
 専門業者選定に関する基本的な考え方 
 地元企業の選定及び活用方針 
 専門業者選定の評価項目及び選定方式 

 
発注者と CMR の主な役割分担は、下記の通りである。 
①発注者の役割 
 全体調整および計画の策定 
 策定した計画に基づく基本設計 
 権利変動や補償に関連する事項 
 進捗管理や執行予算等の事業管理 
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 重点事項に係る工事施工管理 
②CMR の役割 
 工程の最短化やコスト低減を実現する施工計画 
 公共団体等との設計協議支援、実施設計 
 実施設計に必要な追加地盤調査、地形測量 
 工事施工 
 基準等に基づく工事施工および品質管理 
 ライフライン等、関連企業との調整 

リスク分担については、リスク管理費という予算を別途確保し、リスクの分担に応じた項

目を設定した上で設計施工契約額を確定している。 
UR 都市機構(都市再生機構)のアットリスク CM 方式における工事実施体制を図 2.10 に示

す。都市再生機構が全体の計画調整を行った上で、CMR との契約を行い、工事実施体制を構

築する。工事実施にあたっては、都市再生機構が個々の事業地区の総合調整を担い、CMR が

必要な追加調査や測量を含めた詳細設計及び工事施工を担う。調査、測量、設計及び建設会

社への発注は CMR が行い、地元企業の優先活用を図っている。 

 

図 2.10 UR 都市機構のアットリスク CM 方式における工事実施体制 
（出典）「UR 都市機構における復興事業の CM の概要」、渡部英二、建設コスト研究、Vol.81、2013 年 4 月 

 

2) CMR の選定段階と選定方法 
契約の相手方の選定にあたっては、優れた統括管理技術者の選定や十分なマネジメント体

制構築の視点を重要視し、公募型プロポーザル方式により行われた。その一方で、早期整備

エリアの基本設計から価格面での評価が可能であり、価格要素を取り入れることが適切と判

断されることから価格交渉が併用された。価格交渉にあたっては、先行して施工方法の確認
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や共通仮設費及び現場管理費の積上げに必要な項目の確認を行い、確認された施工方法等に

基づいて都市再生機構が積算した金額を厳格に守秘しながら実施された。相手方からの提示

金額が施工方法に見合ったものであった場合に、見積り合わせに移行する。契約相手方の選

定手続きの流れを図 2.11 に示す。 
 

 
図 2.11 契約相手方の選定手続きの流れ 

 
（出典）「UR 都市機構における復興事業の CM の概要」、渡部英二、建設コスト研究、Vol.81、2013 年 4 月 

 
3) 発注者と CMR の契約 
本事業では、高台移転希望等の地元意向を踏まえる必要があり、初期段階から精度の高い

整備規模を定めることが困難であった。このため、通常のランプサム契約では限界があり、

コスト＋フィー契約が導入された。なお、被災地においては、労務資材の高騰や調達の逼迫

が懸念されており、受注者リスクを軽減して工事の遅延防止を図る必要があることや、地元

企業を含む専門業者との契約が適正になされる必要があることもコスト＋フィー契約の導入

に踏み切った要因であった。 
コストは、事業実施に必要な業務原価である。公共工事積算要領における共通仮設費や現

場管理費に含まれる項目を基本として、原価算入できる項目を明確にしている。 
フィーは、コストに一定率（フィー率）を乗じるものとし、「調査・測量・設計」および「工

事施工」の業務区分で設定する。コスト＋フィー契約と併せて、透明性を確保するためにオ

ープンブック方式を導入している。オープンブックは、都市再生機構および CMR で、情報

開示のレベル、実施体制、実施プロセス等に係る事項を定めて実施している。 
 
 
 

公募型プロポーザル方式による手続きの開始 

技術提案書の提出、統括管理技術者ヒアリング 

技術提案審査委員会、優先交渉権者の決定 

施工方法等の確認、価格交渉 

見積り合わせの執行、契約相手方の決定 
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4) プレコンサービスの内容 
プレコンサービスでは、公共団体等との設計協議支援、追加地盤調査、地形測量、実

施設計、工程の最短化やコスト低減を実現する施工計画、専門業者の選定などを通じて、

発注者の業務を補完する。 
 

5) インセンティブ 
契約の透明性や工事費変動に柔軟に対応できるコストプラスフィー契約の導入と並行して、

コストの抑制を含めた適切なコストで事業を進めるため、本方式には以下の仕組みが含まれ

ている。 
① 官積算による契約上限額(予定価格)の設定 
② インセンティブ基準価格の導入 
③ リスク管理費の導入 

 
契約上限額（予定価格）の設定にあたっては、通常の工事と同様に土木積算要領に基づい

て積み上げた上で、新たな概念としてインセンティブ基準価格を導入している。インセンテ

ィブ基準価格は、予定価格をもとに決定された契約金額の業務原価部分で、コスト縮減が図

られた場合には、縮減額の 50%が CMR にインセンティブフィーとして支払われる。 
インセンティブフィーは、受注者の工夫によるコスト縮減の実現やマネジメントフィーに

直結するコストを増加させようとする受注者の意図を防ぐ狙いを含んだものである。 
リスク管理費は、発注者及び受注者がリスク要因を共有してコスト抑制に努めること、発

注者のリスクが受注者に転嫁された場合に円滑に設計変更ができることを目的として、新た

に試行導入されたものである。 
 

6) サブコントラクターの選定方法と契約 
被災市町村でなされる復興まちづくりは、建設会社を始めとする地元企業が適正な価格で

業務を受注し、地元経済の復興に寄与できるものでなければならない。復興市街地整備事業

においては、建設会社に限らず、広範な地元企業の優先活用を大きな柱に据える。一方では、

大規模土工事等を迅速に進める必要がある。 
このため発注者及び受注者で、下記の内容を定めた専門業者選定に関する確認書を締結し

て、専門性の高い企業と地元企業を適切に選定するものとしている。 
① 受注者の内部統制に関する基本方針 

② 専門業者選定に関する基本的な考え方 

③ 地元企業の選定及び活用方針 

④ 専門業者選定の評価項目及び選定方式 

 

専門業者との契約までの流れを図 2.12 に示す。CMR は専門業者発注について発注者の承

諾を取り、総価契約を結んだ後、専門業者による工事はスタートする。 
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図 2.12 専門業者との契約までの流れ 

 

7) オープンブック方式 
復興市街地整備事業の工事にあたっては、労務、資材の高騰に加えて、通常の率計算では

カバーしきれない現場管理費等が発生する懸念があった。その一方で、事業予算は、国費で

ある復興交付金が投入されるため、不用意な工事費の増を防ぐ必要があった。このため、コ

スト＋フィー契約を導入し、コストとフィーの透明化のためにオープンブック方式が採用さ

れた。コストは、調査原価、測量原価、設計原価及び工事原価を加えたものである。オープ

ンブックの実施にあたっては、受発注者で、オープンブックの実施に関する確認書を締結し

た上で業務を進めている。 
 

(3) 本方式の適用実績 

本方式は、2012 年 10 月に契約を締結した女川町を皮切りに、2016 年 3 月の時点において

12 市町 19 地区で展開している。UR 都市機構のアットリスク CM 方式導入地区を表 2.4 に

示す。 
表 2.4 UR 都市機構のアットリスク CM 方式導入地区 

 市町村 地区名 契約日 

1 女川町 中心部地区、離半島部地区 2012.10.19 
2 東松島市 野蒜北部丘陵地区 2012.11.02 
3 陸前高田市 高田地区、今泉地区 2012.12.10 
4 山田町 山田地区、織笠地区 2013.4.16 

5 宮古市 田老地区 2013.6.14 
6 大槌町 町方地区 2013.6.21 
7 気仙沼市 鹿折地区、南気仙沼地区 2013.7.10 
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8 南三陸町 志津川地区 2013.7.24 
9 大船渡市 大船渡駅周辺地区 2013.10.18 
10 釜石市 片岸地区、鵜住居地区 2013.10.29 
11 いわき市 薄磯地区、豊間地区 2013.11.12 
12 山田町 大沢地区 2013.11.26 
13 石巻市 新門脇地区 2014.3.25 

 
（出典）「CM 方式を活用した復興まちづくりの現在」－CM 方式の導入を振り返って―、渡部英二、 

土木施工、Vol 57 No.3、2016 年 3 月 

 

2.3.2 技術提案・交渉方式 

(1) 本方式導入の背景 

現在、国土交通省の直轄工事のほとんどにおいて、一般競争入札・総合評価落札方式が適

用され、設計の実施後に、それに基づく工事の積算と予定価格の作成が行われたうえで、工

事が調達されている。近年では大深度地下空間での工事、都市部での狭隘な空間での工事、

重要な幹線道路で通行止めが許されない状況での実施が求められる修繕工事、大規模災害の

被災地における短期間での実施が求められる復興工事等、これまでにない厳しい条件下で高

度な技術が必要とされる工事が増加しており、従来の方式のみでは効率的で効果的な調達が

困難となってきている。 
このような背景のもと、2014 年 6 月 4 日に公布され、即日施行された「公共工事の品質確

保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（2014 年法律第 56 号）において、仕様の確

定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を

定めることを可能とする「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」（以下「技術提案・

交渉方式」という。）が新たに規定された。 
 
(2) 本方式の特徴 

技術提案・交渉方式は、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者と

し、その者と価格や施工方法等を交渉し、契約の相手方を決定する方式である。 
本方式の運用ガイドラインでは、本方式として、設計・施工一括タイプ、技術協力・施工

タイプ及び設計交渉・施工タイプの 3 種類の契約タイプに分類しており、図 2.13 の選定フロ

ーを参考に契約タイプの選定を行う。 
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図 2.13 技術提案・交渉方式に適用する契約タイプの選定フロー 

（出典）「国土交通省直轄工事における技術提案交渉方式の運用ガイドライン」、国土交通省大臣官房地方 

課、大臣官房技術調査課、大臣官房官庁営繕部計画課、平成 27 年 6 月 

 

1) 設計・施工一括タイプ 
設計・施工一括タイプでは、「発注者が最適な仕様を設定できない工事」において、技術提

案に基づき選定された優先交渉権者と価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に設計及び

施工の契約を締結する。本タイプにおける事業プロセスを図 2.14 に示す。 
 

 
図 2.14 設計・施工一括タイプにおける事業プロセス 

 
① 関係者の役割とリスク分担 

施工者は、デザインビルダーとして、設計及び施工を実施し、その責任を負う。総合評価

落札方式による設計・施工一括発注方式と異なり、本タイプでは価格等の交渉時に、詳細な

設計条件及び施工条件について、発注者と施工者が合意した上で設計・施工契約額を確定す

ることから、合意した設計条件及び施工条件に変更が生じた場合は設計・施工契約額の変更

を行う。比較的短い期間で設計と施工を一括で契約するための交渉能力が発注者側に必要と

なるため、場合によっては、建設コンサルタントの活用等により、発注者側の体制を補完す

る必要がある。 
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② 施工者の選定段階と選定方法 
概略設計の段階で発注者は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者との交渉を経て、

設計及び施工をスコープにするデザインビルダーとの契約を締結する。「発注者が最適な仕様

を設定できない工事」の評価項目の例を図 2.15 に示す。 

 

図 2.15 「発注者が最適な仕様を設定できない工事」の評価項目の例 
 
③ サブコントラクターの選定方法と契約 

通常の設計施工分離方式と同様、施工者は任意にサブコン選定できる。施工者とサブコン

との契約は総価契約である。 
 
④ オープンブック方式 

設計・施工一括タイプでは、事業を実施する当事者が発注者と施工者だけであり、従来の

設計者を含む三者構造に比べ、工事費に関するチェック機能が働きにくいと考えられる。よ

って、工事費の透明性の向上のため、工事費をマネジメント契約によるコスト＋フィーで支

払いを行い、オープンブックによって当該コストを検証することが考えられる。しかしなが

ら、これらの運用に当たっては契約図書の整備や積算基準の見直し等が必要となることから、

その実施については今後の検討課題としている。 
 
2) 技術協力・施工タイプ 

技術協力・施工タイプにおける事業プロセスを図 2.16 に示す。 
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図 2.16 技術協力・施工タイプにおける事業プロセス 

 
① 関係者の役割とリスク分担 

設計者は設計に対する責任を負い、施工者は技術協力及び施工に対する責任を負う。技術

協力及び価格等の交渉時に、詳細な施工条件について、発注者と施工者が合意した上で施工

契約額を確定することから、合意した施工条件に変更が生じた場合は施工契約額の変更を行

う。発注者による設計への関与の度合いがより大きくなり、設計者と施工者間の調整能力が

発注者側に必要となるため、場合によっては、建設コンサルタントの活用等により、発注者

側の体制を補完する必要がある。 
 

② 施工者の選定段階と選定方法 
概略設計の段階で発注者は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者との交渉を経て、

施工者との契約を締結する。「発注者が最適な仕様を設定できない工事」の評価項目の例は図

2.15 と同じである。一方、「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」では、定量的な提

案や評価が困難なため、実施方針や事業目標を達成するための手法、アイデア等を評価する

こととなる。「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」の評価項目の例を図 2.17 に示す。 
 

 
図 2.17 「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」の評価項目の例 
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③ 発注者と施工者の契約 

発注者と施工者の契約は、プレコンサービス(技術協力業務)、工事ともに総価契約である。

「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる条件の確定が困難な工

事」において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、

別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、

交渉が成立した場合に施工の契約を締結する。 
優先交渉権者とは技術協力業務の契約と同時に、工事の契約に至るまでの手続に関する基

本協定を締結し、円滑に価格等の交渉を行う。また、優先交渉権者の技術提案を踏まえた設

計を円滑に実施するため、技術協力業務及び設計業務の仕様書に発注者、設計者及び優先交

渉権者の三者間の協力に関する取り決めを記載するか、三者間で設計協力協定を締結する。

優先交渉権者が発注者に提出した技術提案とその技術情報は、発注者から設計者に提供され、

設計者がその内容の確認と評価を行い、その後、発注者、設計者及び優先交渉権者の三者で

設計への適用の可能性や有効性、課題等について協議したうえで、発注者の判断により、設

計への反映を設計者に指示する。 
 
④ プレコンサービス（技術協力業務）の内容 

本タイプは、米国の CM/GC 方式と同様の形態であり、技術協力業務の内容には、設計、

コスト、工程、工事監理の 4 つに関わり、設計の施工可能性照査や VE 提案、工事費の見積、

工程作成、リスク分析、協力業者の選定等が含まれる。 
 
⑤ サブコントラクターの選定方法と契約 

通常の設計施工分離方式と同様、施工者は任意にサブコン選定できる。施工者とサブコン

との契約は総価契約である。 
 
⑥ オープンブック方式 

工事費の透明性の向上のため、工事費をマネジメント契約によるコスト＋フィーで支払い

を行い、オープンブックによって当該コストを検証することが考えられる。しかしながら、

これらの運用に当たっては契約図書の整備や積算基準の見直し等が必要となることから、そ

の実施については今後の検討課題としている。 
 
3) 設計交渉・施工タイプ 

設計交渉・施工タイプにおける事業プロセスを図 2.18 に示す。 
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図 2.18 設計交渉・施工タイプにおける事業プロセス 

 
① 関係者の役割とリスク分担 

施工者はデザインビルダーとして設計及び施工を実施し、その責任を負う。設計及び価格

等の交渉時に、詳細な施工条件について、発注者と施工者が合意した上で施工契約額を確定

することから、合意した施工条件に変更が生じた場合は施工契約額の変更を行う。施工者が

実施する設計に対し、的確な判断や指示を行う能力が発注者側に必要となるため、場合によ

っては建設コンサルタントの活用等により、発注者側の体制を補完する必要がある。 
 

② 施工者の選定段階と選定方法 
概略設計の段階で発注者は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者との交渉を経て、

施工者との契約を締結する。「発注者が最適な仕様を設定できない工事」、「仕様の前提となる

条件の確定が困難な工事」の評価項目の例は、それぞれ図 2.15、図 2.18 と同じである。 
 
③ 発注者と施工者の契約 

発注者と施工者の契約は、プレコンサービス(設計業務)、工事ともに総価契約である。「発

注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」

において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と設計業務の契約を締結し、設計の過

程で価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する。 
設計段階では優先交渉権者と設計業務の契約を締結する。優先交渉権者とは設計業務の契

約と同時に、工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、円滑に価格等の交渉

を行う。 
 

④ プレコンサービス（設計業務）の内容 
本タイプでは、プレコンサービスにおいて、詳細設計を実施する。 

 
⑤ サブコントラクターの選定方法と契約 

通常の設計施工分離方式と同様、施工者は任意にサブコン選定できる。施工者とサブコン

との契約は総価契約である。 
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⑥ オープンブック方式 
設計交渉・施工タイプでは、事業を実施する当事者が発注者と施工者だけであり、従来の

設計者を含む三者構造に比べ、工事費に関するチェック機能が働きにくいと考えられる。よ

って、工事費の透明性の向上のため、工事費をマネジメント契約によるコスト＋フィーで支

払いを行い、オープンブックによって当該コストを検証することが考えられる。しかしなが

ら、これらの運用に当たっては契約図書の整備や積算基準の見直し等が必要となることから、

その実施については今後の検討課題としている。 
 

（出典）「国土交通省直轄工事における技術提案交渉方式の運用ガイドライン」、国土交通省大臣官房地方 

課、大臣官房技術調査課、大臣官房官庁営繕部計画課、平成 27 年 6 月 

 

(3) 本方式の適用実績 

2016 年 5 月時点までに、首都高速道路株式会社発注の高速 1 号羽田線更新工事において、

本方式の設計・施工一括タイプが実施されている。 
技術提案・交渉方式は、当該工事の性格等により、発注者が仕様の確定が困難な場合に適

用される。具体的に適用される工事としては、 
1) 「発注者が最適な仕様を設定できない工事」 
2) 「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」 

が想定される。それぞれの工事の例等を表 2.5 に示す。 
具体の適用に当たっては学識経験者等で構成される第三者委員会において、適用の妥当性に

ついて審査が実施される。 
 

表 2.5 適用が想定される工事 
工事の種類 適用が想定される工事 適用が想定される工事の例 

発注者が最

適な仕様を

設定できな

い工事 

技術的難易度が高く、通常の工法で

は施工条件を達成し得ないリスク

が大きいことから、発注者側におい

て最適な工法の選定が困難であり、

施工者独自の高度で専門的な工法

等を活用することが必要な工事 

例 1) 
国家的な重要プロジェクト開催までに

確実な完成が求められる大規模なもの

である一方、交通に多大な影響を及ぼ

すため、工事期間中の通行止めが許さ

れないことから、高度な工法等の活用

が必要な高架橋架け替え工事 
例 2) 
社会的に重要な路線である一方、これ

までに施工された実績が無いような厳

しい施工ヤードの制限や周辺交通・環

境への配慮が特に必要とされることか

ら、高度な工法等の活用が必要な立体

交差化工事 
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仕様の前提

となる条件

の確定が困

難な工事 

構造物の大規模な修繕において、損

傷の不可視部分が存在するなど、仕

様の前提となる現場の実態の把握

に制約があるため、その状況に合わ

せた施工者独自の高度な工法等の

活用が必要な工事 

例 1) 
構造的に特殊な橋梁における大規模で

複雑な損傷の修繕工事 
例 2) 
大震災の被災地における大規模で複合

的な復興事業の早期実施のために行う

工事 大災害からの復興事業など、その遅

延により地域経済に大きな影響を

及ぼすことが想定される大規模プ

ロジェクトにおいて、早期の着手・

完成・供用を図るため、仕様の前提

となる条件を確定できない早期の

段階から、施工者独自の高度な工法

等の反映が必要な工事 
 

(出典)「国土交通省直轄工事における技術提案交渉方式の運用ガイドラインについて」、天満知生・小川智弘・ 

森田康夫、第 33 回建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会講演集、2015 年 12 月 

 

2.3.3 適用事例 

 

(1) UR都市機構の東北復興事業におけるアットリスク CM方式 

 

1) 業務概要 

工事名 山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務 
発注者 独立行政法人都市再生機構 
施工場所 岩手県下閉伊郡山田町 
設計施工者 大林・戸田・飛島・建設技術研究所・復建技術 JV 
契約形態 コストプラスフィー契約・オープンブック方式 
工 期 2013 年 4 月～2028 年 
業務内容 山田町織笠地区及び山田地区について、相互間で運土等を調整しながら、調 

査、測量、設計及び施工の一体的なマネジメントを実施する。本業務は、山 
田町震災復興事業の早期着手及び円滑な事業促進を図るもので、業務は、整 
備内容が確定し速やかに工事着手する早期業務と契約時点では整備範囲や土 
地利用計画等が変更となる可能性があり、条件が整った段階で実施する次期 
業務を含む。 

 
＜適用の背景＞ 

山田町は震災後の経験したことの無い混乱した状況を乗り越え、2011 年 6 月に「山田町

復興ビジョン」を、同年 12 月には「山田町復興計画」を策定している。山田町は震災以前
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の人口が約 1.9 万人であり、町全体を復興するような大規模事業を実施するには、土木職員

数が不足していた。また、近隣の市町でも同様の状況であり、遠方からの自治体職員の派遣

にも限界があった。 
しかしながら、被災された町民の生活環境を整え、地域経済の復興を成し遂げるには、1 日

も早く事業を開始し、完成を目指すことが求められていた。そこで、本業務は、山田町から

UR 都市機構へ委託され、UR 都市機構の CM 方式が適用された。 
 

1) 本工事の CM 方式の特徴 

本工事の CM 方式は、マネジメント業務を円滑に行うためのマネジメント体制の構築及び

統括管理技術者の専任配置、コストプラスフィー契約・オープンブック方式並びに地元企業

の活用を促進するための専門業者の選定における発注者の承諾等が大きな特徴である。従来

の契約方式と比べて、施工者をより早期に事業に参画させ、事業の上流段階からそのノウハ

ウを取込むことが可能で、事業の効率的実現やスピードアップが期待される契約手法の一つ

であり、発注者と CMR との契約はコストプラスフィー契約・オープンブック方式、CMR の

下請け契約は総価契約の形態をとる。CMR は設計者と施工者で構成される。本方式の形態を

図 2.19 に示す。 
 

 

図 2.19 UR 都市機構の本工事におけるアットリスク CM 方式の形態 
 

業者選定については、参加表明書を提出した者のうち、競争参加資格が確認された者に対

して、技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者に対するヒアリングを実

施し、技術審査において技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定し、次に優先交

渉権者と施工方法等の確認及び価格交渉を経て、見積合せによって、発注者の契約上限額を

下回った者を契約の相手方として決定するものである。 
 

2) 業者の選定 

 

＜入札時審査＞ 

本工事における技術提案の評価項目、基準及び配点を表 2.6 に示す。 
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表 2.6 技術提案の評価項目、基準及び配点 
評価

項目 
評価基準 配点 

技術

提案 
1. マネジメントの執行体制及び実施方法 
(1) 統括管理技術者の実務経験等 
(2) マネジメント執行体制 
(3) マネジメント業務に当たっての着眼点と執行方針 
(4) マネジメントフィー率の提案とその根拠 
(5) 発注者が提示した標準案に基づくオープンブックの実施

の可否及び具体的な実施方法 
(6) 発注者が提示した標準案に基づく地元企業を含む専門業

者の選定の可否及び具体的な選定方法 

40 点 

2. 早期整備工事及び次期整備工事１に係る施工計画の提案 
(1) 岩土工等の破砕、掘削及び盛土に関する施工方法 
(2) 残土運搬ルートである国道 45 号線の混雑緩和対策 
(3) 上記(1)、(2)を踏まえた工期短縮及びコスト縮減 

20 点 

3. 早期着手及び完了に向けた合理的な施工手順の提案 
(1) 早期着手のための具体的対応 
(2) 早期整備工事から次期整備工事全体に渡る施工手順 
(3) 上記(2)の施工手順に基づいて、工期又はコストに大きな影

響を及ぼす主要ポイント及びリスクの抽出 

20 点 

ヒア

リン

グ 

4. 統括監理技術者等に対するヒアリング 
(1) 本業務に対する理解 
(2) 本業務に対する取組み意欲 

20 点 

 

（出典）「山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務説明書」、UR 都市機構、平成 24 年 12 月 

 

＜スケジュール＞ 

UR 都市機構の本工事におけるアットリスク CM 方式の手続きの流れを図 2.20 に示す。入

札公示から契約締結までの期間は、110 日であった。 
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図 2.20 UR 都市機構の本工事におけるアットリスク CM 方式の手続きの流れ 

 

（出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」、国土交通省、平成 27 年 5 月 

 

3) 施工方法等の確認及び価格交渉 

優先交渉権者と施工方法等の確認を行い、その後に確認された施工方法等に基づき価格交

渉を実施した。施工方法等の確認及び価格交渉は、都市再生機構においてあらかじめ目標工

事額を設定したうえで、優先交渉権者から提出された業務の全体概要及び見積書を用いて行

われた。目標工事額及び内訳書は、ともに設計図書の数量総括表の種別レベルでの内訳が分

かるものである。 
価格交渉は、施工方法等の確認結果を踏まえて、発注者の積算要領等に基づいて、早期整

備工事に係る目標工事額を設定し、目標工事額を構成する種別レベルの詳細に渡り価格交渉

が行われた。 
 

(出典)「山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務に係る契約者の選定経緯について」、独立行政法 

人都市再生機構、2013 年 4 月 25 日 

「山田町震災復興事業におけるアットリスク型ＣＭ方式の適用事例」、西彰一・若原史宏・國澤正明・ 

大田悟、土木学会第 70 回年次学術講演会、2015 年 9 月 

 

  

公示 

参加表明書提出 

技術提案提出者の通知 

技術提案の提出 

特定通知 

見積合せ 

契約締結 

25 日 

2 日 

30 日 

21 日 

25 日 

7 日 
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(2) 技術提案・交渉方式の適用事例 

 

1) 工事概要 

工事名 高速１号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事 
発注者 首都高速道路株式会社 
施工場所 東京都品川区 
設計施工者 大林・清水・三井住友・東亜・青木あすなろ・川田・東骨・MMB・宮地 JV 
契約形態 技術提案・価格交渉方式（設計・施工一括タイプ） 
工 期 2016 年 7 月～2026 年 9 月 

 

＜適用の背景＞ 

本工事は、通行止めを行わず、重交通の供用道路を更新する前例のない工事であり、狭隘

な現場条件等、制約が多い中、2020 年東京五輪までに交通切り替えを行う必要がある厳し

い工程条件である。 
厳しい条件下で事業目標を達成するためには、工事のリスクを最小化する必要がある。そ

のため、多種多様な構造、民間独自の高度で専門的なノウハウ・工法等の中から、最も優れ

た提案技術の採用が必要であり、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第１８条に基づ

き、「技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行

うことにより仕様を確定した上で契約する」本方式が適用された。 
 

2) 本工事の技術提案・交渉方式の特徴 

本工事の技術提案・交渉方式は、「技術提案審査・価格等交渉方式」と呼ばれ、競争参加資

格確認申請を行った者のうち、競争参加資格が確認された者に対して、技術提案書の提出要

請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係る技術対話を実施し、技術

審査において技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定し、次に優先交渉権者から

工事費内訳書を受け付け、価格交渉を行った後、予定価格の制限の範囲内で有効な見積書を

提出した者を契約の相手方として決定するものである。予定価格については、技術対話及び

価格交渉の結果を踏まえ、設定された。 
優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続を行い、以降

交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続を行うものである。 
 

3) 業者の選定 

 

＜入札時審査＞ 

本工事における評価項目の配点を表 2.7 に示す。 
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表 2.7 評価項目の配点 
技術を総合的に評価する項目 

評価項目 具体的な評価項目 
現場施工に関する

工夫（120 点） 
①工程管理（60 点）  工程遵守のための工夫 

 工程遅延時に対する工程回復策 
②工程短縮（30 点）  2020 年東京五輪までの早期の現道からの

交通切り替え及び早期の更新完了に関する

工夫 
 八潮連結路の通行止め期間の短縮に関する

工夫 
③品質管理及び安全

管理等（30 点） 
 施工計画における特筆すべき配慮・工夫 

構造仕様に関する

工夫（120 点） 
④耐久性の確保 
（60 点） 
 

 本体構造における、100 年間の耐久性確保、

確実な耐震性確保に関する工夫 
 迂回路における、供用期間中の耐久性確保、

確実な耐震性確保に関する工夫 
⑤維持管理性の確保

（60 点） 
 

 本体構造及び迂回路における、維持管理（点

検・補修・改良等）の容易性、維持管理費の

縮減に関する工夫 
周辺環境への配慮 
（60 点） 

⑥安全対策（30 点） 
 
 

 工事中の近接・交差構造物への影響回避に関

する工夫 
 工事中の高速道路、モノレールの安全確保に

関する工夫 
⑦環境及び景観性へ

の配慮（30 点） 
 工事中の沿道環境及び海洋環境への配慮に

関する工夫 
 工事中及び供用後における、沿道、高速道路、

モノレールからの景観性に関する工夫 
合計（300 点）   

(出典)「高速 1 号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事に係る契約者の選定経緯について」、首都高速 

道路株式会社、平成 27 年 8 月 5 日 

 
  



45 
 

＜スケジュール＞ 

本方式の手続きの流れを図 2.21 に示す。入札公示から契約締結までの期間は、162 日であ

った。 
 

 

 
図 2.21 本工事における手続きの流れ 

 
(出典)「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」、国土交通省、平成 27 年 5 月 

 

4) 価格等の交渉 

価格交渉は、施工方法等の確認結果を踏まえて、発注者において目標工事額を設定したう

えで、優先交渉権者から提出された工事費内訳書を用いて構造・施工方法の内容、工事費内

訳書における施工条件等を確認し、双方の積算条件に相異がないこと、交渉価格書の総額の

妥当性を確認し、交渉を終了している。 
 

(出典)「高速 1 号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事に係る契約者の選定経緯について」、首都高速 

道路株式会社、平成 27 年 8 月 5 日 

 

  

公示 

競争参加資格確認の申請書提出 

競争参加資格確認の結果通知 

技術提案の提出 

優先交渉権者の選定通知 

交渉成立 

見積合せ 

契約締結 

27 日 

7 日 

42 日 

39 日 

35 日 

6 日 

6 日 
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2.4 米国の CM/GC 方式、英国の ECI 方式、日本の類似方式の適用事例の比較分析 

 

2.4.1 比較分析 

米国の CM/GC 方式、英国の ECI 方式、日本の類似方式に関する、契約方式ごとの参画者

の関与タイミングを表 2.8 に示す。CM/GC 契約方式は設計施工分離方式と設計施工一括発

注方式の中間に位置するような契約方式となっていて、英国道路庁 ECI 契約と同様に早期に

施工者が設計段階に関与する形式をとるが設計施工分離という点で違いがある。 
 

表 2.8 契約方式ごとの参画者の関与タイミング 
契約方式 関与 草案 計画・基本設計 詳細設計 施工 

設計施工分離方式 
(DBB) 

発注者     

設計者     
施工者     

設計施工一括方式 
(DB) 

発注者     

デザイン 
ビルダー 

    

米国の CM/GC 方式 発注者     

設計者     
施工者     

英国道路庁 
の ECI 方式 

発注者     

デザイン 
ビルダー 

    

UR 都市機構の 
アットリスク CM 方式 

発注者     

デザイン 
ビルダー 

    

技術提案・交渉方式 
(設計・施工一括タイプ) 

発注者     

デザイン 
ビルダー 

    

技術提案・交渉方式 
(技術協力・施工タイプ) 

発注者     

設計者     
施工者     

技術提案・交渉方式 
(設計交渉・施工タイプ) 

発注者     

設計者     
デザイン

ビルダー 
    

（出典）「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学会論文集 

F4、2015 年を基に、追加整理した。 
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2.4.2 類型化 

既存の適用事例に基づく類型化を表 2.9 に示す。類型化にあたっては、関係者（発注者・

WCS 企業・サブコントラクター等）の役割とリスク分担、業者の選定段階と選定方法、発注

者と WCS 企業の契約、プレコンサービスの内容、インセンティブ、専門業者(サブコンサル、

サブコントラクター等)の選定方法と契約、オープンブック方式等に着目した。 
ここでは契約に設計が含まれないものを類型１、契約に設計が含まれるものを類型２とし

た。類型２のように設計が含まれると、発注者の意図が設計細部に反映されにくい場合が多

い。一方、類型１のように契約に設計が含まれない形態にすると、発注者は設計を主体的に

コントロールできるようになる。逆に、契約段階において、発注者が設計に関する仕様をあ

る程度確定できる場合は類型 2 を、設計に関する仕様を確定することが困難な場合は類型１

を採用するのが良い。 
長期的に質の高いインフラ事業をリーズナブルな価格で実現するためには、発注者が、自

身の意見を設計に反映させやすい類型１のスキームでは、事業の上流段階から、信頼できる

WCS 企業(施工者)を投入し、施工者の技術力・ノウハウを取り入れ、設計をコントロールし

ながら事業を進めることが重要とも考えられる。 
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表 2.9 既存の適用事例に基づく類型化 
 
 

  第 1 類型 第 2 類型 
米国の CM/GC 方式 技術提案・交渉方式 英国の ECI 方式 技術提案・交渉方式 UR のアットリスク CM

方式 
ユタ州道路局 コロラド州道路局 

I-70 拡幅工事 
カリフォルニア州 
道路局 

トランスベイ・ト

ランジット・セン

ター 

技術協力・施工タイ

プ 
英国道路庁 設計・施工一括タイ

プ 
設計交渉・施工タイ

プ 
山田町震災復興事業 

1 関係者の

役割 
発注者 事業計画、設計者・施工者選定、設計・費用の妥当性検討、設計者・施工者間の調整、監督・検査を実施

し、その責任を負う 
事業計画、デザインビルダー選定、費用の妥当性検討、監督・検査を実施し、その責任を負う 

設計者 設計を実施し、その責任を負う ECI 業者の下請けと

して参画、基本設計

の途中段階から発注

する場合は、基本設

計者 

基本設計者 基本設計者 CMR の下請けとして参

画、基本設計の途中段階

から発注する場合は、基

本設計者 

施工者 
(WCS) 

プレコンサービスとコンストラクションサービスを実施し、その責任を負う 技術協力及び施工を

実施し、その責任を

負う 

計画、設計及び施工

を実施し、その責任

を負う 

デザインビルダーとして、設計及び施工を実施し、その責任を負う 

専門業者 専門工事を実施し、その責任を負う 専門の調査・設計・工事を実施し、その責任を負う 
2 リスク分担 CEVP を利用して

リスクを管理して、

受発注者でリスク

を共有・分担 

リスクプールとい

う予算を別途確保

し、リスク分担に

応じた項目を設定

した上で施工契約

額を確定 

受発注者でリスク

を共有・分担 
 

予想工事費の中に

予備費を確保した

上で、施工契約額

を確定 

技術協力及び価格等

の交渉時に、詳細な

施工条件について、

発注者と施工者が合

意した上で施工契約

額を確定 

ターゲットコスト契

約の仕組みにより、

この金額を下回った

場合も上回った場合

も、受発注者間でリ

スクをシェア 

価格等の交渉時に、

詳細な設計条件及び

施工条件について、

発注者と施工者が合

意した上で設計・施

工契約額を確定 

設計及び価格等の交

渉時に、詳細な施工

条件について、発注

者と施工者が合意し

た上で施工契約額を

確定 

リスク管理費という予算

を別途確保し、リスク分

担に応じた項目を設定し

た上で設計施工契約額を

確定 

3 WCS 企

業の選定 
選定段階 設計完成度 0～30％の段階 概略設計段階 2009 年春以前は事

業計画草案後、その

後は公聴会直前 
 

概略設計段階 基本設計段階 

選定方法 RFP による資格審

査と技術提案 
RFP による資格審

査と技術提案 
RFQ による資格審

査 
RFQ により入札

者を絞り込んだ

後、RFP により選

定する 2 段階選抜 
 

公募型プロポーザル

方式による技術提案 
総合評価方式 (加算

方式) 
公募型プロポーザル

方式による技術提案 
公募型プロポーザル

方式による技術提案 
公募型プロポーザル方式

による技術提案 
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4 発注者と

WCS 企

業の契約 

プレコン 総価契約、単価契約

等 
総価契約 単価契約 コスト＋フィー契

約 
明記されていない コスト＋フィー契

約・オープンブック

方式 

明記されていない 明記されていない コスト＋フィー契約（プ

レコンは単価・数量精算

方式、工事はオープンブ

ック方式による支払い） 工事 単価契約 単価契約 単価契約 明記されていない 最終ターゲットコス

トを設定したコスト

＋フィー契約・オー

プンブック方式 

明記されていない 

5 プレコン

サービス 
内容 設計の施工可能性照査、工事費の見積り、工程作成、リスク分析、協力業者の選定等 基本計画、詳細計画

設計、工事費の見積

り、工程作成、リス

ク分析等 

設計、工事費の見積

り、工程作成、リス

ク分析、協力業者の

選定等 

詳細設計 設計、工事費の見積り、

工程作成、リスク分析、

協力業者の選定等 

費用 単価契約では、合意

単価×時間 
合意単価×時間 合意単価×時間 合意単価×時間 発注時提示 合意単価×時間 価格交渉時提示 発注時提示 合意単価×時間 

6 インセンティブ GMP からの縮減額

のうち 30%は、上限

を $100,000 と し

て 、 報 酬 と し て

CM/GC 企業に支払

われる 

未使用の予備費の

うち 50%は、報酬

として CM/GC 企

業に支払われる 

 未使用の予備費の

うち 50%は、報酬

として CM/GC 企

業に支払われる 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

ペイン／ゲインシェ

アの仕組みにより、

最終ターゲットコス

トからの縮減額を受

発注者で分配 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

契約後 VE により、

契約金額からの縮減

額のうち 50％が、発

注者から支払われる

可能性はある 

契約金額の業務原価から

の縮減額のうち 50％は、

報酬として CMR に支払

われる 

7 専門業者

の選定方

法と契約 

選定方法 CM/GC 企業による

任意 
CM/GC 企業が信

頼のおける業者か

ら見積りを取り、

選定 

CM/GC 企業による

任意 
全ての工事をパッ

ケージ化して公開

入札 

施工者による任意 施工者による任意 施工者による任意 施工者による任意 発注者の承諾を取り選定 

支払い 総価契約 総価契約、単価・数

量精算契約など様々 
総価契約 

8 オープンブック方式 発注者は、会計情報

の提供を求める権

利を有する 

発注者は、会計情

報の提供を求める

権利を有する 

発注者は、会計情報

の提供を求める権

利を有する 

発注者は、会計情

報の提供を求める

権利を有する 

非適用 適用 今後の検討課題とし

ている 
今後の検討課題とし

ている 
適用 

9 直営施工 連邦政府補助金付き工事では、直営施工率 30%以上 非容認 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し 規定無し 
10 その他 CM/GC 企業の選定

過程を監視する委

員会を設置 

PDSM を利用して

調達方式を決定 
 プレコンサービス

の業務内容につい

ては毎月承認を取

得 

技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

 技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

技術提案の評価に関

する基準及び優先交

渉権者の選定方法を

決定するに当たり、

学識経験者の意見を

聴取 

学識経験者と発注者職員

で構成される審査委員会

で、業務実施者の決定基

準に関する審議、技術提

案の審査、優先交渉権者

の決定等を実施 
CAP: Construction Agreed Price 
PDSM: Project Delivery Selection Matrix 
CEVP: Cost Evaluation Validation Program 
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2.5 WCS 方式適用により期待される効果（コスト縮減、時間短縮） 

WCS 方式に期待される効果について定量的・定性的分析結果を述べる前に、これまで述べ

てきた類似方式による実績を基に、コスト縮減と工期短縮が達成される概念を示すと下記の

通りとなる。 
 

(1) コスト縮減 

従来の方式と CM/GC 方式のリスクについての比較を図 2.22 に示す。 

 
 

図 2.22 従来の方式と CM/GC 方式のリスクについての比較 
 

（出典）「Construction Manager General Contractor」Colorado DOT, February 2012 

 
設計施工分離方式では、設計と施工の分離が、最適でない設計の決定や、施工の遅延につ

ながるため、予見が困難なリスクについて、発注者と施工者がリスク発現時のコストを予備

費に見込むため、事業費が高くなる。一方、設計施工一括方式では、発注者が設計責任を負

う場合と比べて、受注者が過大なリスクを受け持つため、事業費が高くなる。 
これらに対して、WCS 方式では、設計過程での協働が、施工性の高い計画の立案、施工時

間の短縮、革新的なアプローチの採用につながるため、リスクが低くなり、これに伴い、従

来の方式より、事業費が低くなると考えられる。更に、WCS 方式では、オープンブック方式

を採用により、発現しないリスクが事業費に含まれないため、その部分はコスト縮減の対象

になる。また、オープンブック方式の採用により、発生コストを常時把握し、予算額を対照

してスコープ（工事範囲）を変え事業費を調整できることも、コスト縮減に影響を与える要

因のひとつである。 
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(2) 時間短縮効果 

従来の方式と CM/GC 方式の契約の流れを図 2.23 に示す。ここで、CM/GC 方式の発注者の

ところ設計という部分があるが、この部分は、CM/GC 企業のプレコンサービス時に、発注

者が実施する設計者・CM/GC 企業間の調整と考えられる。 
 

 

 
図 2.23 従来の方式と CM/GC 方式の契約の流れ 

 

（出典）「Construction Manager General Contractor」Colorado DOT, February 2012 

 

2.5.1 米国における調査結果（定量的・定性的） 

上記の概念を裏付ける分析結果がユタ州から発表されている。 
図 2.2 でも参照したが、米国における CM/GC の先駆者であるユタ州道路局は 2009 年

SEP-14 の CM/GC 年次報告書において、その時点で完成、施工中の 19 件〔総額約 211 億円；

1 ドル 100 円換算〕の CM/GC 案件について、連邦道路局とともに実施した分析結果を発表

した。 
その内容は、発注者、設計者、施工者を含む工事関係者 22 名への聞き取り調査に基づく定

性分析と、CM/GC 案件における工事単価と、ユタ州の従来方式による平均単価を比較する

ことにより、CM/GC 方式の効果を評価する定量分析の 2 本建てとなっている。なお、単価

比較のために、同州道路局は CM/GC 企業に対し、CMGC 案件の工事費を、同州道路局の標

準的な BQ 精算項目に当てはめて提出するように求めている。工事費の評価においては、工

事費に影響を与える主な要因として、競争入札、リスク発現、技術革新、設計変更の項目を

あげ、それらを 7 種類の分析で網羅している。これら分析を基に、同報告書では次のように

述べている。CM/GC 企業による実際の工事費とユタ州がもつ単価データを基に想定された

工事費の比較を図 2.24 に示す。この図では、ユタ州が従来の契約方式で実施した工事で集計
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した単価データをもとに想定した工事コストと、CM/GC 方式の実施により得られた実コス

トの比率が示されている。縦軸は想定コストに対する実コストの比を表しており、1.0 以下で

あれば、CM/GC 方式の採用により、コスト縮減が実現できたことを示す資料になっている。 
• CM/GC 方式により工事費は削減可能 

o 従来の契約方式に比べ平均して工事費を 15% 縮減〔図 2.24 参照〕。 
o 設計時に施工者のアイデアを取り込むことで平均して工事費が 6％縮減〔表

2.10 参照〕。 施工者にとって、適正な利益を確保でき、かつ効率的な施工が

可能となる CM/GC 方式が、アイデアを積極的に提供する動機付けとなってい

る。 
o 施工開始後の設計変更による工事費増加率が、従来の設計施工分離方式に比べ

6.6％、設計施工一括方式に比べ 6％低い〔図 2.25 参照〕。プレコン時の設計照

査が効率的に実施されたことを証明している。 
• CM/GC 方式は、工期短縮を可能とするイノベーションの導入を促進する 
• CM/GC 方式は、作業効率を最大にする 
• CM/GC 方式は、リスク分析とその回避策の最適化で施工時の手戻りと遅延が減少 

 

 
図 2.24 CM/GC 企業による実際の工事費とユタ州がもつ単価データを基に想定された 

工事費の比較 
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表 2.10 技術革新による工事費の縮減 

 

 

 

図 2.25 施工開始後の設計変更による工事費増加率 
 

（出典）「Alternative Contracting Process – SEP 14 Construction Mangaer General Contractor,  

UTAH ANNUAL REPORT 2009 

 
2.5.2 英国における調査結果（定性的） 

英国の ECI 契約のように基本設計から施工までの契約を一本化すると、以下の効果が得ら

れると言われている。 
① 公聴会後、設計施工の入札手続きが不要となり、約 9 ヵ月の事業期間短縮となる 
② 大規模事業に要求される発注者の公聴会対応業務を施工者が支援することで、設計

施工の開始が早まる（公聴会は 3 段階構成で、調査書が交通省に評価されるまでに
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通常 2～3 ヵ月を要する） 
③ 英国では、公聴会結果前の施工契約の締結は法律上できないが、ファストトラック

で計画段階に詳細設計を開始できる。 
④ 計画段階で複数のプロセスを並行させることで準備期間を 30～40%短縮できる 

 
（出典）「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、 

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 

 
2.5.3 UR都市機構の事例分析（定量的） 

UR 都市機構のアットリスク CM 方式において、モデル事業となった女川町の時間短縮効

果は次の通りである。従来の契約方式と比べると、事業期間を 50%縮減できたことになる。 

 

 

（出典）「東日本大震災で被災した市街地復興プロジェクトを支える復興版 CM 方式」～女川駅周辺地区の 

早期復興を実現したチーム女川からの発信～、UR 都市機構、2016 年 6 月 

 

2.5.4 日本のガイドラインで示された期待される効果（定性的） 

国土交通省のガイドラインで示された、技術提案・交渉方式(設計・施工一括タイプ)および

UR 都市機構のアットリスク CM 方式の適用で期待される効果を表 2.11 に示す。技術提案・

交渉方式(設計・施工一括タイプ)は、従来型の設計施工一括方式とは異なり、「発注者が最適

な仕様を設定できない工事」において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と価格等

の交渉を行い、交渉が成立した場合に設計及び施工の契約を締結する。価格等の交渉時に、

詳細な設計条件及び施工条件について、発注者と施工者が合意した上で設計・施工契約額を

確定することから、合意した設計条件及び施工条件に変更が生じた場合は設計・施工契約額
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の変更が行われる。 
 

表 2.11 技術提案・交渉方式(設計・施工一括タイプ)および UR 都市機構の 
アットリスク CM 方式の適用で期待される効果 

適用による効果 技術提案・

交渉方式(設
計・施工一

括タイプ) 

UR都市機

構のアッ

トリスク

CM 方式 

パラメーター 対象 

時間 工事の早期完成・工期の短縮 〇 〇 
手続き期間の短縮  〇 

コスト 工事コストの縮減  〇 
ライフサイクルコストの縮減 〇  

品質 工事目的物の機能・性能向上 〇 〇 
維持管理性の向上 〇  
施工に伴う影響の低減 〇 〇 

発注者の体制 職員不足への対応  〇 
発注者職員の技術力向上への寄与   
発注事務の負担軽減  〇 

対外調整 事業の工区間、関係機関との調整の円滑化  〇 
地元住民との調整・協議の円滑化   

工事調達 標準的な施工方法では実施できない工事へ

の対応 
〇 〇 

民間ノウハウの活用 〇 〇 
受発注者間の責任分担の明確化  〇 
設計変更の円滑化   
不良不適格業者の排除  〇 

（出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」、国土交通省、平成 27 年 5 月 

 
2.5.5 期待される効果のまとめ 

これまでの調査結果から、ODA 事業における WCS 方式の適用により期待される効果を挙

げると、表 2.12 の通りである。 
 

表 2.12 ODA 事業において、WCS 方式の適用により期待される効果 
項目 期待される効果 

事業の最適化 事業者、設計者、WCS 企業が共同して工程と原価を管理することで最適

な期間および費用で事業を実施できる。 

効率的な計画・

設計 

計画・設計段階から施工者を参画させることで、現実的、効率的な計画・

設計や新技術の導入が可能となる。 

スピードアップ 不確定要素が多いが早期の着工が求められる事業でも、設計完成度 0～



56 
 

30％の段階で発注ができる。また、リードタイムが長い項目も早期の段階

で着手できる。 

リスクの適正な

共有と分配 

プレコンサービスにおいて、着工後に想定される工事リスクを整理しなが

ら、リスク評価表を作成し、リスク分担を共同で実施することで、リスク

の最小化および紛争の回避ができる。 

技術移転の促進 地元企業で対応可能な工種は地元企業に限定することを基本協定の項目

にするなどして、WCS 企業と契約する施工会社を地元企業することで、

事業を通じて、ノウハウ・技術移転を促進できる。 

現地人材の育成 WCS 企業が雇用する技術者の一定割合を地元技術者にすることを契約で

求めることで、事業を通じて、技術レベルの向上を図ることができる。 

透明性の確保 オープンブック方式を採用することによりコストに関する情報を開示し、

透明性を確保できる。 

柔軟性の確保 発注者、WCS 企業ともに発生コストをタイムリーに把握できるため、予

算額を対照して、スコープ（工事範囲）、設計、施工方法、順序などの変

更ができる。 

 

WCS 方式の特徴である施工者を上流段階で参画させ、施工者のノウハウを活用する方式が

有効に働く工事としては、以下のような工事があげられる。 
 複雑な工事〔例：道路と鉄道との立体交差、アンダーパス〕 
 制約のある工事〔例：一般供用しながらの修繕・改修工事や都市土木工事〕 
 期限が限られた工事〔例：オリンピックなど国家的イベントや遅延損害金の大きな工事〕 
 急を要する工事〔例：災害復旧に関する工事〕 
 通常と異なる品質管理を伴う工事〔例：高速鉄道など通常の工事と異なる品質確保が求め

られる工事〕 
 日本で開発された新技術が活かせる工事〔例：低土被りトンネルの技術が活かせる工事〕 

 
発展途上国の都市交通整備事業における道路と鉄道の立体交差のような複雑な工事では、

WCS 方式の適用により、早期に施工者を選定でき、一旦施工者が決まれば、発注者、設計

者、施工者の協働作業で設計を進めることが可能になる。そうなれば、未収用地がある場合

でも、それを考慮した設計、施工方法、順序等に変更することで、遅延リスクを小さくでき

る。 
供用施設（道路・鉄道等）を使用しながらの修繕・改修のような制約のある工事では、施

工者のノウハウが必要となる場合が多い。標準図で設計して積算価格を算出し、工事の入札

を行うと、設計の大幅な変更を余儀なくされる場合も少なからずある。このような手戻りを

無くすには、詳細設計を開始する前に施工者を選定し、設計を一緒につくりあげていくこと

が有効である。このように、制約条件下の工事では、WCS 企業が様々な施工オプションを提

示することで、発注者は全体事業費と工程を考慮しながら、賢明な決断を下すことができる。 
オリンピックなど国家的イベントや遅延損害金の大きな工事など期限が限られた工事では、

施工者のノウハウにより、工期内に収めるための人材、資機材の量、手配によって生じるコ
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ストの増加分が計画段階で把握できるので、発注者にとっては工事費の予測が立てやすいと

考えられる。また、WCS 企業がサブコントラクターを選定するため、発注者は、従来の契約

方式よりも、工事の入札手続きにかかる時間と労力を小さくできる。 
災害復興工事のような急を要する工事についても同様で、詳細設計前に施工者を選定して、

設計をすすめていくほうが手戻りのない設計をすることができる。また、施工者のノウハウ

を活用して、どれだけ早く施工を完了することができるか、それにかかるコストがどれくら

いになるかを、プレコンサービスで検討できるので、その後の事業を順調に進めることがで

きる。 
高速鉄道など通常と異なる品質確保が要求される工事では、土木構造物にも高度な品質管

理が求められる。工事仕様書で要求事項を全て網羅したとしても、その解釈の違いや発注者

の意図した概念に対する理解不測等から発注者が要求する品質の構造物が時間内に予算の範

囲内で完成するとは限らない。WCS 方式では、プレコンサービスにおいて、発注者と WCS
企業との間で工事品質、工程、予算に対して共通の理解を持つことができ、リスクを適正に

評価・分配できるため、高速鉄道システムに関連する高度な技術とノウハウを最大限活用し

ながら、求められる事業品質を確保できる。 
低土被りトンネルの技術など日本で開発された新しい建設技術の中には、設計段階で考慮

すると、総コストの縮減や事業工程が図れるものも多い。ただ、従来の契約方式における契

約後 VE では、VE 提案の合意に至るまでの時間と労力を天秤にかけると、新しい建設技術の

導入に向けた行動に踏み切れず、受注者の動機付けになっていないという意見も少なからず

ある。WCS 方式の採用により、プレコン時に VE 提案を出させるようにする方が、発注者、

設計者、WCS 企業で新技術による仕様変更に合意した上で、導入がスムーズに進み、結果的

に事業をより効率的かつ効果的に進めることができると思われる。 
このように、WCS 方式を適用した場合、設計段階から施工者が事業に参画することで施

工者のノウハウを取り入れることができるとともに、施工とは別に設計を契約することで、

設計施工一括方式で取り上げられている課題や潜在的難点の解決に役立つものと考えられる。

このことは先進国、発展途上国を問わず同様であり、ODA 事業におけるWCS方式の適用が、

長期的に質の高いインフラ投資の実現において、関係者に有形無形の恩恵をもたらすことが

期待される。 
 

2.6 ODA 事業において WCS 方式適用により期待される効果 

上記の調査から整理したWCS方式をODA事業に適用した場合に期待される効果に関する

途上国向けの説明資料（英語版）については、本報告書の添付資料を参照されたい。 
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３．WCS 方式の詳細制度の検討 

 
3.1 制度の検討にあたって考慮すべき事項 

WCS 方式を ODA 事業に適用するにあたっては、先進国間での経済成長、貿易の自由化、

発展途上国支援への貢献を目的として設立された OECD（Organization for Economic 
Co-operation and Development：経済協力機構）、WTO（World Trading Organization：世

界貿易機関）がそれぞれ定める国際調達に関する制約条件を把握し、これらルールに抵触し

ない制度のオプション提示が求められる。また、WCS 方式を円借款事業に適用する場合の詳

細制度を検討するうえで、円借款事業における調達手続きの規則を定めた「円借款事業の調

達及びコンサルタント雇用ガイドライン」（以下「JICA ガイドライン」）との整合性を確認す

る必要がある。さらに、相手国政府において事業が実施されることから、相手国政府の定め

る調達規定やガイドラインとの整合性についても確認する必要がある。 
本節においては、WCS 方式の制度の詳細を検討に当たって考慮すべきこれらの諸条件を整

理することを目的とする。 
 

3.1.1 OECD 
OECD は EU 加盟国 21 ヶ国、日本、アメリカ合衆国、韓国等その他地域 13 ヶ国を含む

34 ヶ国の先進国が加盟する国際機関である。OECD 傘下の委員会の一つである DAC
（Development Assistance Committee：開発援助委員会）は、1961 年に、(1)対途上国援助

の量的拡大とその効率化を図る、(2)加盟国の援助の量と質について定期的な相互検討を行う、

(3)贈与ないし有利な条件での借款の形態による援助の拡充を共通の援助努力によって確保

する、ことを目的に設立された。DAC は、ODA（Official Development Assistance：政府開

発援助）を次に挙げる 3 要件を備えた政府間ベースの援助であるとして定義しており、その

形態は、二国間援助、国際機関への出資・拠出（多国間援助）に分けられている。 
(1) 政府または政府機関によって供与されるものであること 
(2) 開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること 
(3) 資金協力については、その供与条件のグラント・エレメントが 25%以上であること 
ODA の受入れ適格国は、世界銀行が公表している一人当たり GNI 額に応じて DAC が定

めている。ODA は、物資およびサービスの調達先が国際競争入札により決まるアンタイド援

助と、調達先が援助供与国に限定されるなどの条件が付くタイド援助に分けられる。タイド

援助の領域は、年を追うごとに狭まってきており、2001 年には後発開発途上国（LDC）向け

援助のアンタイド化勧告が採択された（技術協力を除く、有償資金協力と無償資金協力が対

象）。同勧告は、アンタイド ODA を「ほぼすべての被援助国および OECD 諸国からの自由

かつ十分な調達が可能な融資または補助金のことを指す」と定義しており、DAC 加盟国には、

その遵守が要求されている。しかしながら、本勧告に法的拘束力は無く、将来の全面的なア

ンタイド化の推奨と位置付けられるものであることから、各加盟国における遵守状況は様々

である。 
援助資金を含む国際的な資金移動の性質から区分すると、ODA や民間資金（Private Fund: 
PF）のほか、その中間的な公的性格を持った資金として公的輸出信用 OOF（Other Official 
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Flow: OOF）がある。OECD は、このような公的輸出金融に対しても、OECD 公的輸出信用

(ECG)アレンジメント（Arrangement on Officially Supported Export Credit）と呼ばれる

枠組みにより制約を加えている。OECD 貿易委員会が事務局となり参加国で合意されている

この取り決めは、輸出者間の公平な競争環境を実現することを目的としている。この背景に

は、公的資金を利用することで通常の民間資金と比べて低利な資金供与が被供与国の事業主

体に対して可能であり、この低金利による資金提供が、供与国にとって有利な輸出条件とし

てはたらくため、輸出補助金と同等の効果をもち、他の参加国の貿易の公平な競争環境を阻

害するとの観点を憂慮してのことである。 
輸出信用アレンジメントは、参加国間の紳士協定であるものの、以下の通り、世銀の区分す

る Lower Middle Income Countries（円借款の所得階層区分における中進国以上の所得水準

を持つ国）向けのタイド援助は原則禁止されている。 
 

Arrangement on Officially Supported Export Credits, 1st February 2016 

36. COUNTRY ELIGIBILITY FOR TIED AID 

a) There shall be no tied aid to countries whose per capita GNI, according to the World Bank data, is above 

the upper limit for lower middle income countries. The World Bank recalculates this threshold on an annual 

basis. A country will be reclassified only after its World Bank category has been unchanged for two 

consecutive years. 

 
なお、2016 年現在タイは、ODA によるタイド援助が原則禁止とされている中進国に位置

付けられ、タイド援助が可能とされるカテゴリーには、インド、インドネシア、フィリピン、

ベトナム等が属している。 
WCS 方式を適用する場合においても、OECD で規定されるこれらの制約条件との整合性

を確認することが求められる。 
 
 
3.1.2 政府調達協定（WTO） 

WTO とは、貿易が可能な限り公正・自由で、秩序立って維持推進されることを目指し 1995
年に設立された国際機関であり、2015 年 4 月現在、日本も含め 161 カ国が加盟している。

1996 年に発行された国際条約である「政府調達に関する協定」（Agreement on Government 
Procurement：略称 GPA）WTO 政府調達協定は、政府調達の分野において、契約手続き契

約の評価方法等について、国内外の参加者（企業等）に対して差別することなく発注する等

の国際規律の枠組みを設ける必要性に対する認識を踏まえて採択された。そのご、2012 年 3
月 30 日には改訂議定書が採択され、2014 年 1 月 6 日から発効している。WTO 政府調達協

定の原則として、透明性のある公平な方法での調達の実施が求められており、具体的な要件

として以下を定めている（第 4 条 1 項および 4 項）。 
(1) 無差別原則 
(2) 利益相反の回避 
(3) 公開入札、選択入札、限定入札等の調達協定に適合する調達方式の採用 
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(4) 腐敗防止 
これらを担保するために、以下の事項が求められている。 
(1) 調達計画の情報の公示 
(2) 参加資格要件の事前開示 
(3) 欠格参加資格者の明示（第 8 条 4 項）「破産、納税義務、虚偽申告、過去の契約にお

ける不備、法令違反、租税不払い」 
また、供給者の資格審査として、供給者登録制度が認められており、技術仕様書の記載方

法についても第 10 条において、特定の商標、商号等、銘柄指定する様な要件としてはならな

いことが規定されており、不可避な場合には「これと同等なもの」という記載により、同等

の製品の入札参加を担保するような配慮が求められている。 
 
3.1.3 円借款事業に関する手続き 

円借款事業は、相手国政府からの要請に応じた、外務省、財務省、経済産業省及び JICA
による経済面、技術面、環境配慮等を対象に具体的な分析を含む審査の結果を踏まえ、円借

款の適用条件、借款供与額を決定し、交換公文（Exchange of Notes）、融資契約（Loan 
Agreement）を締結し、プロジェクトの実施となる。WCS 方式を適用する場合には、これら

のプロセスの中で、その内容を予め明確にしておくことが重要となる。 
 

3.1.4 円借款調達ガイドライン 

円借款事業において雇用されるコンサルタント及び土木工事業者の「質／経済性」、「効率

性」、「透明性」、「非差別性」の確保並びに迅速な雇用を目的として定められた JICA ガイド

ラインにおいては、「腐敗防止」、「公正な競争環境の保持」等が含まれている。また、「円借

款事業の契約相手方としての適格性」に関する規定において、第 1.04 条に規定される利益相

反を有さない企業であることが円借款事業の契約相手方として適格性があるとしている。 
 

 
第 1.04 条 適格性 
“事業の調達に係る準備または実施に係るコンサルティング業務を実施した企業、または

直接的ないし間接的に当該企業を支配する、当該企業に支配される、もしくは当該企業と共

通の支配下関係にある関係会社は、当該コンサルティング業務に起因する、もしくは直接関

係のある資機材及び役務を提供する業務を行うことから失格とされる。ただし、本条は、タ

ーンキー契約、デザインビルド契約において共同してコントラクターとしての業務を提供す

る多様な企業（コンサルタント、請負業者、製造者）については、そのことのみを以っては

適用されない” 
 
本規程は、WCS 方式において、プレコンサービスを事業の調達に係る準備または実施に係

るコンサルティング業務と位置付け、別途、コンストラクションサービスを締結する場合に

おいては、利益相反に抵触し、適格性がないことを示唆している。 
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また、「第 5.06 条 入札内容の評価と比較」の規定の解説においては、以下の通り総合評

価方式の適用が原則認められていない。 
 
“価格要素と技術要素に（相対的）な配点が与えられ、最も高い合計点を取得した応札者

が選ばれるという総合評価方式は原則受け入れられない。価格要素と技術要素との間での配

点割り当てにつき客観的または中立的な方法が確立されていないため、主観的な評価となる

ことが避けられないからである。本ガイドラインでは、借入人に対し明確な技術仕様を定め、

技術仕様に合致した応札につき評価価格で比較することを求めており、総合評価方式はこの

要求に合致しないものである。” 
 
さらに、従来の契約で標準的に用いられてきた FIDIC が発行する契約条件書には、コスト

プラスフィー契約やオープンブックに方式は含まれていない。下請会社を入札で選定するこ

とは、JICA ガイドラインでは想定されていない。WCS 方式の適用において、工事契約金額

の妥当性を裏打ちし、透明性を担保するためには、これらを考慮する必要がある。 
JICA 標準入札図書に示される「予備費（Provisional Sum、Contingency といった費目で

計上することが認められている）」は、WCS 方式を適用する際のリスクプールとして活用す

ることが想定される。さらに、インセンティブを支払うためには、JICA ガイドラインの「“第

4.16 条予定損害賠償条項およびボーナス条項”（早期完成により借入人が利益を得る場合の

ボーナスを支払うことを認めている）」を参考に、新たな条項を追加する必要がある。 
 

3.1.5 相手国政府 

円借款事業における調達においては、JICA ガイドラインの使用を実施機関に義務付けてい

る。これら書類での要求事項に従い円借款事業を実施する上で、相手国政府の有するインフ

ラ事業に関する物品/サービスの公共調達に関する規定、及びガイドラインとの関係性におけ

る留意事項を確認する必要がある。各国政府の有する調達規定に対して、借款契約（L/A：

Loan Agreement）において、JICA ガイドラインでの要求事項が優位となるような取り決め

がなされる場合を除いては、各国調達規定での要求事項の遵守が求められる。 
円借款事業の実施に際しては、経済性、効率性、調達過程における透明性及び調達契約に

的確な入札者間の非差別性に十分留意することが、JICA ガイドライン第 1.01 条序文(3)で求

められており、同(4)項において、JICA ガイドラインの適用については、L/A に定めること

となっていることから、L/A にて網羅すべき事項について相手国政府の調達規定を対象に制

約条件となりうる事項を整理する必要がある。本調査においては、タイ国での事業実施を想

定していることから、同国における調達規定から制約条件を明確にすることとする。 
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3.2 円借款事業において WCS 方式を適用する場合の制度検討 

 
3.2.1 WCS の資金出所先と契約先について 

 円借款事業において、WCS 方式を適用する場合の制度検討を行うにあたって、まず WCS
企業の雇用のための資金出所先と契約先について整理しておく必要がある。ここでは、以下

に示す 2 つのケースを想定した。それぞれのケースにおけるWCS 契約の特徴と検討課題は、

以下に示す通りである。 
 

（ケース１：基本型） 
すべて ODA の借款工事で WCS を相手国政府と契約した場合。相手国政府が WCS を自主的に

採用する必要がある。 
 作業分類 

WCS 作業 設計 建設工事 
資金ソース 円借款 円借款 円借款 

調達 QBS QBS ICB 
業者との契約者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 
業者への指示者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 

 注) ICB (International Competiting Bidding, 国際競争入札) 

     QBS (Quality Based Selection, 技術評価) 

 

 

図 3.1 円借款事業における WCS のスキーム(基本型) 
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（検討課題） 
 WCS 契約 
① WCS 契約について円借款調達ガイドラインの取扱いの検討、標準入札書類の整備等が必

要。 
② 相手国政府の規程においてプレコンサービスからコンストラクションサービスに移行す

ることが可能であること、コンストラクションサービスに移行する際の契約打ち切り権

限の確保する必要がある。 
③ 円借款の承諾は WCS 契約締結前に行う必要があるが、同時点では総事業費を確定する

ことができないため、予備費の積み増し、輪切り等で対応することが可能か。 
 

 プレコンサービス時 
① 相手国政府が関係者間の調整を行う必要があり、WCS 制度に関する理解が必須。 
② 円借款資金の範囲で原則相手国政府が管理。コンストラクションサービス移行前に総事

業費の増減に対応できるようにする必要がある。 
 

 コンストラクションサービス時 
① 相手国政府が関係者間の調整を行う必要があり、WCS 制度に関する理解が必須。 
② 予備費：リスクプールを設ける場合、WCS を前提に通常の円借款の予備費とは異なる扱

いをする必要がある。円借款の予備費が不足する場合の対応についてあらかじめ合意す

る必要がある。 
③ インセンティブを設定する場合：相手国政府の規定との整合性。未使用残が発生した場

合、円借款資金についても WCS 企業への還元を認める必要がある。 
④ 下請会社の破たんリスク：ボンドでカバーできる範囲の破たんリスク（工程遅延）およ

び十分な保証が付いたボンドが付与できない会社が破たんした時の WCS 企業側のリス

クの手当。 
 
（ケース２：WCS 作業を有償勘定技術支援として実施する場合） 

WCS 作業分の資金は JICA が無償で手当てするため、相手国側がより積極的に導入を検討す

る可能性が高い。また、WCS 作業の契約については JICA が資金負担を行い、かつ発注者となる

ため、相手国政府の調達制度との調整負担は最小限。 
 作業分類 

WCS 作業 設計 建設工事 
資金ソース JICA 有償勘定技術

支援 
円借款 円借款 

調達 JICA 規定による QBS ICB 
業者との契約者 JICA 相手国政府 WCS 企業 
業者への指示者 相手国政府 相手国政府 WCS 企業 
注) ICB (International Competiting Bidding, 国際競争入札) 

   QBS (Quality Based Selection, 技術評価) 
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図 3.2 円借款事業における WCS のスキーム(WCS 作業を有償勘定技術支援とする場合) 

 
（検討課題） 
 WCS 契約 
① 契約先は JICA となるが、業務指示については相手国政府が行うため、JICA と相手国

間でスコープ、役割分担、責任の所在等を合意していく必要がある。 
② JICA の調達関連規程との整合性。 
③ JICA が施工監理支援業務を実施することに内在するリスクへの対応が必要。WCS 企

業が負う主なリスクとしては下記のものが挙げられる。JICA が負う可能性のあるリス

クを最小化するためには、契約上限額を設定して三者で合意するということも重要で

ある。 
・遅延リスク：WCS 企業の過失により工期が遅れた場合の遅延賠償金 
・工費超過リスク：WCS 企業の過失により工費が合意金額を超えた場合 
・瑕疵担保リスク：WCS 企業の過失で瑕疵が生じた場合 

④ コンストラクションサービスに移行する時の JICA の契約打ち切り権限を確保する必

要がある。 
⑤ OECD ECG アレンジメントとの整合性（混合借款（＝タイド援助）の考え方との整理

が必要）。 
⑥ 有償勘定技術支援の予算規模の制約。 
⑦ 設計会社の作業と WCS 企業の作業の区分け：相手国政府は WCS 企業に設計、設計検
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討の作業をシフトすると設計予算を削減できる。（利益相反） 
 

 プレコンサービス時 
① 相手国政府が関係者間の調整を行う必要があり、WCS 制度に関する理解が必須。 
② JICA と WCS 企業の契約の範囲内で原則相手国政府が業務指示を行う。コンストラクシ

ョンサービス移行前に総事業費の増減に対応できるようにする必要がある。 
 コンストラクションサービス時 
① WCS 企業は JICA が契約者となるが、本体工事は WCS 企業を介して下請け業者に支払

いを行う必要があるため、相手国と WCS 企業は契約関係とする必要があるか（ケース２

特有）。 
② 相手国政府が関係者間の調整を行う必要があり、WCS 制度に関する理解が必須。 
③ 予備費：リスクプールを設ける場合、WCS を前提に通常の円借款の予備費とは異なる扱

いをする必要がある。円借款の予備費が不足する場合の対応についてあらかじめ合意す

る必要がある。 
④ インセンティブを設定する場合：相手国政府の規定との整合性。未使用残が発生した場

合、円借款資金についても WCS 企業への還元を認める必要がある。なお、ケース２の場

合 WCS 作業は円借款事業や相手国政府との契約ではないため、難易度がある。 
⑤ 下請会社の破たんリスク：ボンドでカバーできる範囲の破たんリスク（工程遅延）およ

び十分な保証が付いたボンドが付与できない会社が破たんした時の WCS 企業側のリス

クの手当。 
 

ケース１が基本型であるものの、WCS 方式を試行的に円借款事業に適用するにあたっては、

相手国政府が受け入れやすい仕組み検討する必要があるため、ケース２も提案。ケース２に

おいては、フィーは JICA から支払われるとはいえ WCS 企業が下請契約の上に乗るという

形をとるので相手国政府の調達規則上で問題がないか確認する必要がある。以降の検討にお

いては、ケース１、ケース２の両方について詳細制度の検討を行う。 
 
円借款事業における WCS 方式の制度設計にあたって検討すべき事項に関し、第 1 章で挙げた

以下の点について整理する。 
 

【WCS 方式の制度設計にあたって検討すべき事項】 
（1）WCS 企業が事業に参画するタイミングと選定方法 
（2）WCS 企業が提供するプレコンサービスの内容と契約方法 
（3）プレコンサービス段階における発注者、設計者、WCS 企業間の調整方法 
（4）プレコンサービス段階から工事契約に移行する際の交渉方法 
（5）WCS 企業との工事契約（支払い）方法 
（6）オープンブック方式の実施方法 
（7）WCS 企業による下請会社の選定方法と下請け契約方法 
（8）施工段階における発注者と WCS 企業との契約変更の手順と方法  
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JICA の業務フローにおける各主体の役割を図 3.3 に示す。この中で、WCS 方式適用調査、

WCS 方式適用審査、WCS 方式適用決定、WCS 運用詳細協議、WCS 選定/業務開始のタイミ

ングを追記した。 

 

図 3.3 JICA の業務フローにおける各主体の役割 
（出典）「協力準備調査について」、JICA 資料に一部追記 

 

WCS 企業が事業に参画するタイミングは「実施段階」となるが、そこに至るまでに JICA
と相手国政府は WCS 方式の適用に向けた検討が必要になる。 

 

WCS 運用詳細協議 

WCS 選定/業務開始 

WCS 方式適用調査 

WCS 方式適用審査 

WCS 方式適用決定 
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検討にあたって順守しなければならない規定は、 
① 相手国政府の物品/サービスの公共調達に関する規定 
② OECD ECG アレンジメント、政府調達協定（WTO）に規定された事項 
③ JICA 調達ガイドライン 
 
相手国政府の規定は WCS 適用予定国の規定を調査する必要がある。OECD ではアンタイ

ド化（国際競争入札）の勧告がなされており、WTO では無差別原則、利益相反の回避、調達

協定に適合する調達方式の採用、腐敗防止が定められている。JICA のガイドラインでは利益

相反の回避、請負契約では価格評価が求められている。 
さらには相手国政府との間で以下の項目について事前に合意しておかなければならい。 
① WCS サービスのスコープ 
② WCS サービスの予算：コンストラクションサービスの予算は WCS 企業選定時のプロ

ポーザルにより工事金額に対する比率で求められるが、プレコンストラクションの予

算と予算の追加措置について合意する必要がある。 
③ 予備費の設定と WCS 企業へのインセンティブ：対象工事の種類により異なるが予備

費を工事金額に見込むことと未支出の予備費の取り扱いについての合意 
 
3.2.2 WCS 企業が事業に参画するタイミングと選定方法 

工事執行方式の決定を行うには工事の規模、基本構造物の概要、用地買収の有無、環境評

価への対応、支障物件の有無、事業工程、土質条件、適用予定技術と問題点、技術難易度等

が決定されている必要がある。WCS 方式がより有効に機能するにはこれらの事項が決定し、

概略設計が策定された後なるべく早い段階で参画することが望まれる。 
概略設計が策定された段階ではスコープの変更等も見込まれ工事の全容が確定しておらず

価格で WCS 企業（単独または JV）を選定することは困難である。したがって、WCS 企業

の選定は企業の実務能力（財務諸表、過去の同種工事の経歴、安全成績、技術力）、実施体制

（実施組織と配属要員、本社の支援体制、現場運営手票の提案）、フィー（プレコンサービス

の時間単価、コンストラクションサービスのフィー率）によって評価する。工事の規模、内

容によって評価基準の詳細は異なると考えられるが一般的な評価（案）を表 3.1 に提案する。 
 

表 3.1 一般的な評価案（案） 
評価項目 配点 

実務能力（財務諸表、過去の同種工事の経歴、安全成績、技術力） 30 
実施体制（実施組織と配属要員、本社の支援体制、現場運営手票の提案） 30 
プレコンサービスの時間単価 5 
コンストラクションサービスのフィー率 5 
インタビュー 30 

合計 100 
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3.2.3 WCS 企業が提供するプレコンサービスの内容と契約方法 

プレコンサービスでは発注者が設計者を雇用し基本設計を行う際に事前に JICA と相手国

政府（発注者）が合意した枠内で相手国政府の要請に基づき施工者の立場から設計及び施工

に関する助言を行う。WCS 企業の作業は常に発注者を通して行われ、直接、設計者等からの

要請を受けて行わない。プレコンサービスの内容を以下に挙げる。 
 
プレコンサービスの内容例 

• 基本設計、詳細設計の施工性・経済性検討 
• 設計図書のレビュー 
• 施工技術情報の提供と施工技術の検討 
• 工期の算定と基本工事工程表作成 
• 工事費の算定 
• 工事リスクの洗い出しと評価 
• 工事分割案と工区割りの提案及び工事実施方策の策定 
• 下請企業（施工会社）の情報提供 
• 下請契約の作成と下請会社の入札、選定 

 
工事費の算定と工程の作成は工事が L/A の枠内で行うことができるか判断するためには不

可欠なサービス業務であり、工事費と工程はコンストラクションサービス開始までに相手国

政府と合意しなければならない。L/A の枠内に収まらない場合は JICA と協働しスコープの

変更或いは L/A の変更を協議する。この段階で下請会社の選定を計画する必要がある場合は、

相手国政府の承諾を得るものとする。 
新しい施工技術を提案する場合も、設計施工方式では提案した技術を発注者がどのように

評価するか不明であるので、新しい技術の提案には消極的であるのが一般である。これに対

し、WCS 方式では発注者の要請に基づきその工事に適した新技術を提案し、評価を得ること

が可能であるので、より効果的な工法を採用できる可能性がある。 
工事リスクについて、相手国政府と WCS 企業はコンストラクションサービスを開始まで

に共通の認識をもって評価を行うと共に予備費として工事費に算入しなければならない。ま

た、リスクの分担についても合意が必要である。 
工事の工区割、下請け業者の選定についても相手国政府の承諾のもとに実施する。 
発注者と WCS 企業の契約は時間単価契約であり、支払いは毎月末締めで契約時間単価×

実働時間で算出される。実働時間は WCS 企業が毎日工数整理票を提出し相手国政府の承認

を得る。発注者（ケース２の場合は JICA）は必要に応じて監査を行うことができる。特にケ

ース２の場合は、監督者（相手国政府）と発注者（JICA）が異なるため、Agreed Price のよ

うなものを三者で結ぶ必要がある。例えば Agreed Price 以上の業務指示をする場合には事前

に JICA の了解がない限り相手国政府負担とする等の合意が必要である。この合意は、プレ

コンサービスに限らず、コンストラクションサービスでも JICA の Fee 部分については同様

である。 
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3.2.4 プレコンサービス段階における発注者（相手国政府）、設計者、WCS 企業間の調整方法 

プレコンサービスにおいて設計者は、WCS 企業のコメントに合意すれば設計に反映し、合

意できなければ反対する。設計者が合意できない WCS 企業の意見については、最終的には

相手国政府が判断する必要がある。このように、相手国政府は、設計者と WCS 企業の意見

が異なれば、両者から提供された資料や情報に基づき判断を下さなければならない。 
このように相手国政府は WCS 企業が行う提案を評価し、基本設計および施工計画の検討

等を行わなくてはならない。従って、相手国政府に設計の評価、WCS 企業の提案を評価する

能力が不可欠であり、能力が不十分であると思われる場合はそれらを判断することができる

コンサルタントを別途雇う必要がある。しかしながら、決定の責任は発注者が負う。 
相手国政府、設計者、WCS 企業間で調整を行いながら、技術提案で示されたリスク対応策

などは、設計に反映される。設計は全体工事をいくつかの工区に分けて優先度を考慮して実

施されるが各工区における設計完成度 30%、60％、90％、100%での作業のイメージは、図

3.4 の通りである。 
 

 
図 3.4 設計完成度 30%、60％、90％、100%での作業のイメージ 

 
プレコンサービスを通じて、相手国政府と WCS 企業の継続的な協議を経ながら、仕様書・

設計図面を完成させ、工事費の算定と工程の作成を行う。工事予算額は L/A 締結時に確定し

ているが、プレコンサービスを通じて工事費が予算を超過することが判明した場合、事業内

容を再評価し、工事の範囲や内容を見直さなければならない。その際、相手国政府と WCS
企業で合意に至らない場合は JICA を含めて全員で L/A の変更も考慮して協議を行い決定す

る。 

設計完成度 
30％ 

•WCS 〔施工性検討、新技術・リスク対応策提案〕 
•発注者・設計者 〔提案を照査、設計に取り込み〕 

設計完成度 
60％ 

•WCS 〔施工性検討、リスク対応策提案、早期施工開始部分の照査〕 
•WCS 〔60％図面を基に、概略工程、概算見積提出〕 
•発注者・設計者 〔提案を照査、設計に取り込み〕 

設計完成度 
90％ 

•WCS 〔90％図面を基に、概略工程、概算見積の更新・提出〕 
•WCS 〔早期施工開始可能部分から順次下請入札準備、公示〕 
•発注者・設計者 〔提案を照査、設計に取り込み100％とする〕 

設計完成度 
100％ 

•WCS／発注者 〔施工時のリスク内容と予備費を確認〕 
•発注者 〔WCS企業と工事施工契約締結〕 
•WCS 〔発注者の承認を得て、順次下請契約締結。施工契約後、施工開始〕 
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3.2.5 プレコンサービス段階から工事契約に移行する際の交渉方法 

WCS 企業決定時にプレコンサービスとコンストラクションサービスを含めて評価され、工

事契約はプレコンサービス、コンストラクションサービス一括で行う。ただし、JICA または

相手国政府がプレコンサービスの内容に不満があり WCS 企業にコンストラクションサービ

スを担当させることが適切でないと判断した場合は、ケース２の場合は相手国政府は JICA
にコンストラクションサービスを解約するよう進言し、JICA がこれを尊重するように相手国

政府と JICA の間で合意し、JICA と WCS 企業の契約にも規定しておく。これにより、WCS
企業が無条件にコンストラクションサービスに進むことを前提に不適切な業務を続けること

を避けるとともに、相手国政府にとっては早期に WCS 企業の能力を判断し、次の WCS 企業

を探すか、もしくは他の契約方式を採用し、事業全体への悪影響を最小限にとどめることが

できる。相手国政府の主観的な判断にゆだねる部分が多いことは否めないが、プレコンサー

ビスが適切であれば引続きコンストラクションサービスに結びつくこの制度は、WCS 企業に

とって高品質なサービスを提供するモチベーションにつながると考えられる。 
プレコンサービス中に契約解除に至った場合は、WCS 企業の選定において第 2 位となった

企業が優先交渉権を得るという取り決めや、ペナルティーのルール設定も必要である。 
相手国政府が WCS 企業に対する実質的な契約解除権を行使しない場合は、工事契約金額

は、まずプレコン時に算出した工事費（WCS 企業が負担するリスクを含む）と施工時に発現

する想定外のリスクに対する予備費を合算したものが、L/A で設定された事業予算を下回る

ことを確認したうえで、契約に基づきコンストラクションサービス契約へと進むことになる。

この段階で、WCS 企業とともに算定した事業費と当初予算額と比較して、相手国政府が、事

業の変更、継続を考えることができるという柔軟性を有していることも、WCS 方式の特長の

ひとつである。 
リスクについては事前に相手国政府が負担するもの（想定外リスクやフォースマジュール

等）と WCS 企業が負担するもの（WCS 企業が制御可能なリスク等）を決め、予備費を相手

国政府と WCS 企業に分配する。また、WCS 企業に対して工事費の削減のインセンティブと

して未支出の予備費は工事終了時に発注者と WCS 企業で分配する仕組みを入れることが望

ましい。 
3.2.6 WCS 企業との工事契約（支払い）方法 

工事の施工は WCS 企業が発注者から請負う。請負の形をとることにより工程、品質、安

全に対する責任と権限が明確になり、CM 方式で問題になった CM 業者に対する責任とイン

センティブの問題がかなりの部分対応できると考えられる。しかしながら、工事の施工は下

請会社が実施することを原則とする。その理由は、WCS 企業はプレコンサービスの段階でプ

ロポーザル方式により選定されるため、施工を直営で行った場合、工事の請負価格に対する

透明性の説明が難しいためである。したがって、コスト部分は相手国政府がフィーの部分を

JICA が支払うことになる。プレコンサービスにおいて相手国政府の承諾を得て決定した下請

会社に工事施工を発注し、下請会社からの請求額をそのまま相手国政府に請求する。下請け

会社との契約額は、競争入札により決定された市場価格であり、これらの合計値が工事契約

の主要なコスト部分となる。そして、下請契約額に事前に決められているフィー率を乗じて
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JICA に対するコンストラクションフィーが算定される。適当な下請会社が見つからない場合

に限り、相手国政府の承認を得て WCS 企業が直接施工を行うことが出来る。 
WCS 企業は下請会社の毎月の出来高を査定、承認したうえで発注者に請求する。発注者か

らの支払い条件と下請会社への支払い条件は事前に発注者と合意し、差異が生じるときは金

利を発注者に請求することも考えられる。また、下請会社への支払額に事前に決めたフィー

率を乗じて JICA にコンストラクションフィーを請求する。 
下請会社には有効なボンドまたは銀行保証を求め契約額に繰り入れる。相手国政府または

JICA の要請、あるいは経済性を考慮して有効なボンドまたは銀行保証が付与できない下請会

社と契約する場合、下請破たんリスク（コストおよび工期）は発注者が負担するものとする。

また、WCS 企業が推薦した下請会社を発注者の都合により変更した場合も破たんリスクおよ

び工程遅延リスクは発注者が負担するものとする。 
 
3.2.7 オープンブック方式の実施方法 

WCS 企業は下請会社の選定にあたり、契約範囲の設定、契約書の内容を事前に発注者と協

議を行い、承認を得た上で入札し、相手国政府の承認を経て契約する。さらに、相手国政府

は下請会社のWCS企業に対する支払い請求に基づいてWCS企業に対する支払いを行うので

WCS 企業と下請会社の状況を常に把握できる。相手国政府は WCS 企業に対し、定期的に会

計情報の提供を求める権利を有する。 
WCS 企業が直接購入した物品、機械については WCS 企業の支払伝票をもとに WCS 企業

に支払う。また、直接施工した工事については作業員の日報を添付するものとする。相手国

政府は、WCS 企業に対して必要に応じて監査を行えるものとする。 
 

3.2.8 WCS 企業による下請会社の選定方法と下請契約方法 

プレコンサービスにおいて発注者の承諾を得て選定した下請会社と契約する。工事費を削

減することが可能なように工事の分割と選定方式を変えるが、工事を適切に分割することに

より施工だけの一般競争入札により選定することを原則とする。契約は総価単価方式を基本

として数量変更に対する作業を少なくする。 
円借款工事においては地元企業の育成、地元企業への技術力の移転も重要である。地元企

業を採用する場合は財務力、技術力の評価を行うと共に信用力の評価を行い、最適な業者の

選別を行う。有効なボンドまたは銀行保証が付与できない下請会社と契約する場合、下請破

たんリスク（コストおよび工期）は相手国政府が負担するものとする。 
 

3.2.9 施工段階における発注者と WCS 企業との契約変更の手順と方法 

施工段階における発注者と WCS 企業との契約変更の手順については、状況により、対応

策が異なる。WCS 方式の適用により施工時に想定される状況は、契約変更やその可能性も含

めて、プレコンサービスにおいて十分照査されているので、通常の工事と比較して契約変更

が起きる可能性は少ない。（図－2.25 参照）しかしながら、施工段階に予見できない事態が

発生し、契約内容の変更が避けられない場合、まずは想定外のリスクに対する予備費で対応

し、それを超える場合は、相手国政府が確保している予備費で対応する。 
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3.3 PPP 事業との組合せ事業において WCS 方式を適用する場合の制度検討 

ベトナム国ラックフェン港開発事業は、民間資金によるコンテナバースの建設、周辺道路

と機械設備の整備、政府資金による浚渫工事、防波堤の建設並びにターミナルヤードの埋立

て及び地盤改良工事が行われ、上下分離方式により実施されている。政府資金部分には本邦

技術活用条件（STEP：Special Terms for Economic Partnership）が融資のオプションに加

えられている。 
ODA 活用小委員会による中間報告で示された、発注者の相手国政府が日本連合を SPC に

選定する場合に「セット」として日本政府が提供する WCS 方式のスキームは図 3.5 に示す

通りである。 
上下分離方式による PPP 事業と円借款事業の組合せにおいて、円借款事業部分に WCS 方

式を適用した場合には、前節で検討した事項に加え、さらにプロセスが複雑となる。関係者

として SPC(プロジェクト会社)、及びそのスポンサーが追加されることと、SPC が担当する

インフラシステムの運用がインフラの品質によって大きく左右することから、その連携を図

ることが重要となるからである。したがって事業の特性に応じて、これらの決定プロセスと

関係者間のコミュニケーションの図り方を事前によく検討しておく必要がある。 
 

 
 

図 3.5 日本連合を SPC に選定する場合の PPP 事業における WCS 方式のスキーム(参考) 
 

（出典）「ODA 活用小委員会中間報告書～長期的に質の高いインフラ投資実現向けて～」、公益社団法人 

土木学会建設マネジメント委員会 ODA 活用小委員会、2015 年 6 月 
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４．現地調査の結果 

 
4.1 タイ国における調査 

WCS 方式のタイ向け円借款案件への適用を想定し、タイ国における調達規定である

Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E 2535(1992)の特徴を確認

すると共に、以下のタイ政府関係者に対するヒアリングを平成 28 年 7 月 28 日、29 日の 2 日間

にわたって実施した。 
 
＜タイ政府訪問先省庁・機関リスト＞ 
①財務省会計検査院（Comptroller General Department：CGD） 
②運輸省交通局（Office of Transport and Traffic Policy and Planning：OTP） 
③タイ国鉄（State Railway Thailand：SRT） 
④財務省公債管理局（Public Debt Management Office：PDMO） 
 
ヒアリングにおいては、タイ向け円借款案件へ WCS 方式を適用するにあたっての留意事

項、および、これまでにタイ国にて実施された円借款事業実施において、JICA ガイドライン

及び標準入札書類とタイ国調達規定との相違に起因した事項についての確認も行った。 
 

4.1.1 タイ政府の公共調達規定の特徴確認 

(1)外国企業の参入 
タイでは、外国人事業法（Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)）第 8 条により、建設

業は外国企業の参入に対して規制しているが、以下の場合は除くとしている。国際入札によ

って受注した工事は、下記 b に該当し、外国企業で現地法人を設立しなくとも工事が可能と

されている。ただし、外国企業が当該案件を落札した場合には、商務省外国人事業登録局（The 
Office of Secretary of Foreign Business Committee, Department of Business Development, 
Ministry of Commerce）へのプロジェクト単位での事業登録が必要とされている。 
 
a. 特別な工具、機械、技術、専門知識を必要とする、公衆への基礎サービスとなる公共・

通信事業施設の建設、外国人の最低資本が 5 億バーツ以上であること 
b. 省令の規程に基づくその他建設 
 
(2)公共調達規則 
国際入札を含むすべての調達は、タイ政府公共調達規則 Regulations of the Office of the 

Prime Minister on Procurement B.E 2535 (1992)に基づくことが求められている。公共調達

方法としては、18 条～26 条にて以下が規定されている。 
 

① Price Agreeing Method (negotiating method)、 
② Price Inquiry Method (selective tendering method)、 
③ Competitive Bidding Method (open tendering method)、 
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④ Special Method (limited tendering method)、 
⑤ Special Case Method 

 
なお、各方式による入札手続きについては、同法 39 条、40~43 条、44~56 条、57~58 条、

59 条において詳述されている。 
 
(3)国際入札のプロセス 

国際入札における施工業者の選定には、事前資格審査に合格した応札企業が、技術提案書

（Technical Bids）と工事金額を含む価格提案書（Financial Bids）と個別に提出する二封筒

（Two Envelop）方式が適用される。技術提案書の審査の結果、技術面に優れた応札企業の

価格提案書のみ開封が行われ、経済的に最も優れた提案した応札企業が落札する制度を原則

としている。一部においては、技術提案書と見積書の両方を同時に開封して、総合的に審査

して最終落札者を決定する場合も認められている。なお、第 51 条においては、応札者 1 社の

場合の特例措置が適用される可能性を示唆する内容が確認できる。 
 
第 51 条抜粋 

 
 
しかしながら、WCS 方式の適用に際しては、プレコンサービスへの参画が想定されるため、

上記施工業者の選定プロセスの適用は馴染まないものと思われる。同法 87 条では、コンサル

タント選定において、プロポーザル方式の適用を規定しており、WCS 企業の選定においては、

本方式の適用を想定することが適切と思われる。 
 
上記の通り、政府公共調達規則の特徴を確認した結果、WCS 方式の適用に際し、制約条件と

なる事項は特段見当たらなかった。他方、本方式の特徴でもあるボーナス・インセンティブ

条項、および、コストプラスフィーでの支払いに関する規程が見当たらなかったことから、

これらの適否についてはタイ国政府関係者からのヒアリングを通じて、適否可能性を確認す

ることとした。 
 

4.1.2 タイ政府関係者へのヒアリング結果 

タイ政府関係者へのヒアリングは下表のとおり、本事業実施に関連のある財務省、運輸省

各機関を対象に、本年 7 月 28 日、29 日の 2 日間にわたり実施した。 
  

Clause 51 After the committee evaluate the bid as in Clause 50(1), there is only one bidder or there 

are several bidders but only one of them submits properly in accordance with the details and 

conditions stipulated in the bid document, the committee, normally, will propose the head of 

government agency to cancel such bid. But if the committee considers that it is reasonable to take 

the further action by not necessary to cancel, the bidding shall be proceeded according to Clause 

50(2), as applicable. 
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表 4.1 タイ政府関係者へのヒアリング訪問先リスト 
訪問日時 訪問先 

7 月 28 日 タイ財務省会計検査院（Comptroller General Department：CGD） 

7 月 29 日 

タイ運輸省交通局（Office of Transport and Traffic Policy and Planning：OTP） 

タイ国鉄（State Railway Thailand：SRT） 

タイ財務省公債管理局（Public Debt Management Office：PDMO） 

 
(1) 調査団からのタイ側訪問先への説明 
本調査に至る経緯、目的についてタイ国政府関係者へ以下内容を説明した。 
 
 公益法人土木学会での委員会活動では公共調達の改善を継続的に検討しており、今

般、ODA プロジェクトへの新たな調達方式の適用を想定し WCS 方式について協議

を進めた。 
 JICA は本方式の提案に賛同し、国土交通省と共に 2015 年 12 月にタイにおいて、

運輸省、財務省、国営企業政策局へ説明したところ前向きな反応を得ることができ

たことから、更なる検討を進めてきた。 
 本方式のタイでの適用可能性検討のため、制度詳細説明をしたうえでタイ側の意見

を聴取したい。 
 本方式に類似した調達方式は日本にあるものの ODA への適用事例がないため、初

の試みとなる。タイでの適用可能性を検討するうえで、タイでの調達手続きについ

て理解が不可欠であることから Q&A セッションを通じて理解を深めたい。 
 
(2) タイ側の反応 
WCS 方式の説明、Q&A セッションを通じて得られたタイ国政府関係機関からの反応はそ

れぞれ以下の通りであった。質問票および、詳細の協議記録は別点資料の通りである。なお、

同調査結果報告概要には、JICA タイ事務所での報告、協議内容も含んでいる。 
 
①財務省会計検査院（CGD）： 

WCS 方式は、タイにとっては新しい考えであり、興味深い。現在の国内調達制度では

WCS 方式を適用するには、懸念のある部分、（例えば、WCS 企業がプレコンサービスとコ

ンストラクションサービスの 2 つのサービスを提供すること、下請負企業を活用すること、

コストプラスフィーでの支払い等）が認められるが、通常の ODA 事業と同様に閣議に諮

り承認を得ることで実施可能である。タイ政府でも新たな制度を取り入れながらより良い

形へと変えていこうとしており、いつでも相談には応じるといった前向きな反応に終始し

た。 
 
②運輸省交通局（OTP）、タイ国鉄（SRT）： 

WCS 企業の選定プロセスや条件、支払い手続きについて質問が出る等、興味を持ってい

ることは窺えた。説明を通じて本制度の理解は進んだと思われるが、新たな方式の導入に



76 
 

前向きな様子を見ることは出来なかった。これまでに実施された円借款事業実施において

は、JICA ガイドラインを遵守するとしており、同ガイドラインとタイ国調達規定間での解

釈上の問題については生じていないことも確認できた。 
 
③財務省公債管理局（PDMO）： 
昨年 12 月の説明会への出席者も同席しており、WCS 方式へのある程度の理解はなされ

ているという印象を受けた。閣議に諮る段階で事業費が未確定となると提案自体が難しい

との指摘があったが、公共調達を管轄する CGD がタイでの適用可能性について前向きな

反応を示したのであれば、実現可能との印象をもたれたようである。実際には、実施機関

からの提案となるため、制度とメリットに対する十分な理解を実施機関から得ることが適

用に際し最も重要とのアドバイスを受けた。 
 

(3) ヒアリング結果 
訪問先の全てで WCS 方式の特徴への理解が進んだとの感触を得ることができた。タイ公

共調達制度と矛盾するところはあるが ODA プロジェクトの場合は Cabinet の承認（閣議決

定）をもって解決できるため、基本的には、制度的にタイへ導入する上でその部分への問題

がないことが確認できた。 
 

PDMO からは、OTP、SRT 等の実施機関が興味を持ち、適用したいという反応を得ること

が重要との指摘を受けたが、OTP、SRT は必ずしも適用してみたいという反応ではなかった。

そのため、実施機関が新たな方式導入へ抱く不安感を払拭するため、また、適用したいと思

うような理解を得るための繰り返しの説明が不可欠と思われる。さらに、現状の事業執行方

式における課題を明らかにし、その課題を WCS 方式の適用によって解決できる可能性があ

ることをできるだけ具体的に説明することが有効であると思われる。これら今後の進め方に

ついては、JICA のタイ現地事務所とも協議を行いながら、検討する必要がある。 
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4.2 米国における調査 

2016 年 8 月に、コロラド大学、コロラド州道路局、ユタ州道路局、カリフォルニア州道

路局、トランスベイ工事事務所などを訪問し、CM/GC 方式を効果的に適用するポイント、

CM/GC 方式の運用で考慮すべき事項等について意見交換を行った。 
表 4.2 に米国調査の行程表、表 4.3 に米国調査訪問先を示す。なお、「7. 添付資料」には、

今回の米国調査に関連する資料を追加した。 
 

表 4.2 米国調査の行程表 
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表 4.3 米国調査訪問先 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

表 4.3 米国調査訪問先(続き) 
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表 4.3 米国調査訪問先(続き) 
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4.2.1 各訪問先で得られた結果 

今回の米国調査において、CM/GC 方式が米国において実績を積み重ねる中で、その制度

の詳細が改善されてきていること、発注機関によって適用方法や制度の詳細は異なること等

が確認された。各訪問先で得られた結果は以下の通りである。詳細については、添付資料を

参照されたい。 
 

(1) コロラド大学 
コロラド大学では、新たな契約方式に関する研究が進められていた。米国で適用された 34

件の CM/GC 適用工事と DBB および DB 工事を比較し、CM/GC 方式は技術的に複雑で難易

度の高いプロジェクトに適していること、CM/GC 方式適用の効果としては、工期短縮と新

技術導入によるものが大きいこと、工事積算に ICE (Independent Cost Estimator: 独立コン

サルタント)を活用する場合は施工と工事積算の両方の経験を有するものを雇用するのが良

いこと、発注者・設計者・施工者の協調・信頼関係を構築することが重要であり、発注者が

公正な市場価格を維持するにはオープンブックの精神を請負者と共有するのが良いこと等が

挙げられる。 
(2) コロラド州道路局(CDOT) 

CDOT は、事業を効率的かつ効果的に進める上で、プレコンサービスが果たす役割は非常

に大きいということを体感していた。特に、複雑な施工を求める場合や、新技術を活用する

時に、大変有用な仕組みであると考えているようである。CM/GC の選定にあたっては、イ

ンタビューをしっかり評価し、価格の要素としてフィー率を応札してもらっている。発注者

は、全ての費用をチェックすることはせず、会計情報の提供を求める権利を有することによ

って、求めに応じて、かかった費用を開示させる手法で、オープンブック方式を実施し、事

業の透明性を担保していた。 
(3) ユタ州道路局(UDOT) 

UDOT では、施工者の早期の関与により、手戻りの無い設計や効率的な工程計画を実現で

きることが評価されていた。プレコンサービスに費用がかかることは、事業品質の向上、総

コスト縮減のための先行投資と認識している。CM/GC の適用件数は、年間 1 件～6 件程度。

10 年以上の適用を重ねる毎に、CM/GC 方式を継続的に改善させていた。最近の主な改善点

としては、価格自体を評価の対象外としていることが挙げられる。価格の要素としては、あ

る工種の見積りをサンプルとして提出するよう求め、見積りに対する考え方を評価の対象と

している。また、インタビューを審査項目とせず、技術提案を提出した者の得点差が 1 点以

下の場合のみ、選定の過程でインタビューを実施することにしたというのも、比較的、斬新

な試みであった。 
(4) カリフォルニア州道路局(Caltrans) 

Caltrans では、CM/GC 方式で 6 件（合計約 12 億ドル）のパイロットプロジェクトが進行

中であった。設計完成度 30%の段階に CM/GC 企業を選定しており、タイミングが遅れると

イノベーションの発揮が難しいという認識があった。プロジェクトによっては、Caltrans の

複数の部署、資金拠出機関等から選出された委員で構成される評価委員会で、技術提案の審

査が行われていた。サブコンの選定は競争入札で実施しており、工事金額の妥当性検証は、



82 
 

ICE 企業による見積りとの比較により、30％、60％、90％設計時に段階を経て行っていた。 
(5) Transbay Joint Powers Authority (TJPA) 

TJPA は、サンフランシスコ市等、関係機関からの 10 名程度の出向者で構成される小規模

な組織であり、URS 社がプログラムマネジメント、Turner 社が工事監理を担当していた。

契約で自前施工は認められておらず、サブコンは公開入札を通じて選定されていた。サブコ

ンには Skanska 社や Balfour Beatty 社など世界大手の建設会社も含まれており、公開入札

による選定で工事価格の透明性が担保されていた。 
 

表 4.4 米国における CM/GC方式の各発注機関の比較 

  コロラド州道路

局 
ユタ州道路局 カリフォルニア

州道路局 
トランスベイ 

1 CM/GC 企業の

参加タイミング 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
設計完成度 

30% 
2 選定方法 発注者の評価委員による審査 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 
・フィー率 
・インタビュー 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 
・インタビュー 

(必要に応じて) 

審査項目 
・経歴 
・技術提案 

１次審査項目 
・経歴 
・技術提案 
２次審査項目 
・技術提案 
・フィー率 

3 価格交渉の方法 ICE と CM/GC 企

業の価格差が

10%以内で合意 

発注者、ICE と

CM/GC 企業の価

格差が 10%以内

で合意 

ICE と CM/GC 企

業の価格差が

10%以内で合意 

公開入札

(BestValue)で選

定した施工会社

と価格に対する

発注者の承認 
4 自前施工 30%以上 30%以上 30%以上 非容認 
5 下請会社の選定

方法 
任意 任意 公開入札 公開入札 

6 CM/GC 企業へ

の支払方法 
単価・数量精算方

式 
単価・数量精算方

式 
単価・数量精算方

式 
コスト＋フィー

方式 
7 リスク分担 プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「シェアドリス

クプール(予備

費)」で対応。想定

外のリスクは、発

注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

プレコンで認識

したリスクが発

現した場合は、プ

レコンで設定し

た「予備費」で対

応。想定外のリス

クは、発注者責任 

8 インセンティブ 案件による。 
I-70 の工事では

シェアドリスク

プールの残高の

50% 

案件による 非付与 予備費残高の

50% 
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4.3 米国調査結果に基づく、WCS 方式の詳細制度と実施方針 

 
(1) 適用対象事業 

 WCS 方式の適用によって期待される効果は、設計段階で施工のノウハウやリスクに対する

対応を考慮することにより、工事開始後の設計変更（change orders）や手戻り等を軽減し、

設計が完了した契約パッケージから順次施工を開始することにより事業全体の期間を短く出

来ることである。したがって、事業関係者が多様で複雑な事業が適していると言える。 
(2) 実施体制 

WCS 方式を適用するにあたっては、事業実施機関、設計者、WCS 企業等の関係者の協力

体制を構築することが極めて重要である。事業実施機関が WCS 方式を理解したうえで、関

係者をチームとして纏め、事業の目的達成のためにリードする役目を果たす必要がある。そ

のためには、事業実施機関を支援する Program Manager を雇用するのが良いと思われる。 
(3) WCS 企業の参加タイミング 

WCS 企業の有する知識やノウハウを導入するタイミングは、事業のできるだけ早い段階が

望ましい。遅くとも、30％設計（概念設計）が完成するまでに、WCS 企業を選定するのが

良いと思われる。 
(4) 選定方法 

 応札企業が多数見込まれる場合は、RFQ により企業を 3 者程度に絞込み、RFP と Fee Rate
により選定するのが良いと思われる。（RFP のサンプルを入手している） 

(5) 価格交渉の方法 
 プレコンストラクションサービスの段階で、WCS 企業は、価格の見積りを段階的（例えば、

30%, 60%, 90%設計時）に提出し、リスク分担の交渉を事前に行うのが良い。事業実施機関

は、設計者(或いは、ProgramManager)に Engineer’s Estimate を作成させ、WCS 企業から

提出された見積りと比較分析し、予算を考慮して設計、リスク分担を確定させる。結果とし

て、合意してよい価格が決定される。 
(6) 自前施工 

WCS 方式の適用においては、自前施工は認めないのが良い。（価格の透明性を上げるため） 
(7) 下請会社の選定方法 

 下請会社の選定は、原則、競争入札によって行うのが良い。価格のみで選定するのが良い

か、総合評価方式によって選定するのが良いかは、下請会社が担当する工事内容と事業実施

機関の意向によって、決定するのが良い。 
(8) WCS 企業への支払い方法 

 プレコンストラクションサービスは、時間単価を合意し、コストプラスフィー契約に基づ

き、業務の規模に応じて支払うのが良い。コンストラクションサービスは、コストプラスフ

ィー契約に基づき、オープンブック方式による支払い方法が良い。これにより、価格のアカ

ウンタビリティを果たすことが可能となる。Scope が変更にならない限り、フィーを定額と

する方法も考えられる。 
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(9) リスクプールとインセンティブ 
 価格交渉の段階で、特定されたリスクを、事業実施機関が保有するリスク（予備費）、WCS
企業が保有するリスク（工事価格内）、事業実施機関と WCS 企業が共有するリスク（リスク

プール）に分類する。リスクプールに登録されたリスクについては、そのリスクが発現しな

かった場合は、事業実施機関と WCS 企業でその saving をシェアするのが良い。 
(10) 契約パッケージ 

事業を早期に完成させるためには、設計が完了し、価格交渉が成立した契約パッケージか

ら順次施工を開始できるよう、工事範囲と下請会社を考慮した契約パッケージを適切に設定

する必要がある。これは、CM/GC 企業の大きな役割である。また、契約パッケージの最終

決定は発注者が行うものであるので、発注者を支援する Program Manger の重要な役目でも

ある。 
(11) その他 

 上記を踏まえた WCS 方式による事業を円滑に進めるためには、その適用対象事業を適切

に設定すると共に、事業実施機関に対する事前のワークショップおよび JICA の現地事務所

による継続した支援が必要不可欠である。 
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５．ワークショップ及びセミナーでの調査結果 

 

5.1 CM/GC 方式に関するワークショップ及びセミナーの開催 

2016 年 9 月 19 日(月)から 21 日(水)の 3 日間、土木学会にて、CM/GC 方式を推進してい

るFHWA(米国連邦道路局)の John Haynes氏とCM/GC方式のプロジェクトにプログラムマ

ネージャー(コンサルタント)として参画している David Evans and Associates 社の Michael 
Baker 副社長を米国より招聘し、ワークショップ及びセミナーを開催した。CM/GC 方式に

関するワークショップ/セミナーのアジェンダを表 5.1 に示す。 
 

表 5.1 CM/GC 方式に関するワークショップ/セミナーのアジェンダ 
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表 5.1 CM/GC 方式に関するワークショップ/セミナーのアジェンダ(続き) 
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2 日目のセミナーは、「米国 CMGC 方式に学ぶ、WCS 方式のあり方」と題して、一般公開

セミナーとして実施した。本セミナーは、約 150 名の参加者を集めて開催され、質疑応答で

は活発な意見が交わされるなど大変盛会であった。 
 

5.2 講師へのヒアリングで得られた結果 

3 日間で実施したワークショップ及びセミナーでは、CM/GC 方式に適する案件、プレコン

サービスの特長、初めて適用を検討している発注者への説明で留意すべき事項等が具体的に

確認できた。各会議において、講師へのヒアリングにより得られた結果は以下の通りである。

詳細については、添付資料を参照されたい。 
 
(1) CM/GC 方式に関するワークショップ 

CM/GC 方式に関する一通りの説明の後、質疑応答の中で、CM/GC 方式は複雑な調整を必

要とするリスクの大きい案件や、イノベーションを取り入れたい案件に向いていることにつ

いて紹介があった。また、プレコンサービスの段階で、値上がりが予想される材料を早期に

購入したり、工事にクリティカルな事業用地を早期に取得すること等により、リスクの全体

量を減らすことが出来るという特長について、説明があった。加えて、プレコンサービスで

は、普段からよく議論できるよう、発注者、設計者、CM/GC 企業が同じ建物の中で仕事す

る、いわゆるコ・ロケーション(co-location)が重要であること等、新たな情報を入手できた。 
 
(2) CM/GC 方式に関するセミナー 

質疑応答の中で、米国では州や地域によってビジネスのやり方が異なるため、初めて適用

を検討している州政府に対しては、CM/GC 方式の全体的なコンセプトを基に、その州で上

手く機能する方法を取るようアドバイスをしているとの話があった。また、途上国における

WCS 方式の適用については、それぞれの途上国には独特の文化があり、業界のあり方も異な

るため、ひとつのやり方でどこでも適用できるというものではないこと、実際に途上国を訪

問し、その国の建設業界としっかり話をして、日本政府が何を導入しようとしているのかを

説明して、その導入プロセスに地元の人たちも参加してもらい、そのフィードバックをもら

いながら詳細制度を作り込んでいくことが重要であることなど、留意すべき事項が具体的に

述べられた。 
 
(3)ワークショップ/セミナーの反省会(Debriefing) 

講師により、WCS 方式を適用するにあたって、工事の明確なゴール(工期短縮、工費縮減

等)を設定することが重要であること、関係者へのトレーニングについても検討する必要があ

ること、適用対象事業の設定では客観的な評価が必要であること、相手国政府との係争につ

ながる可能性があるため JICA が WCS 企業に直接支払う契約は避ける方が良いことなど、

留意すべき事項が追加で述べられた。 
 



88 
 

６．参考資料 

 

6.1 米国の CM/GC 方式や英国の ECI方式に関する資料 

a) 「英国道路庁の ECI 契約」～2014 年 4 月度調査報告～、東京大学大学院工学系研究科 受

託研究員 田辺充祥、2012 年 7 月 
b) 「英国道路庁 ECI 契約の我が国の公共土木事業への適用性評価」、田辺充祥・小澤一雅、

会計検査研究、第 48 号、2013 年 9 月 
http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j48d05.pdf 

c) 「米国における CM/GC 契約」～2013 年 11 月度調査報告～、東京大学大学院工学系研究

科 受託研究員 岡田康、2014 年 2 月 
d) 「欧米諸国の多様な調達方式」、森田康夫・近藤和正、建設マネジメント技術、2015 年 9

月号 
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20160216_ronbun/kenmanegijutu9gatu_fa_05_ka
igaitayou.pdf 

e) 「米国における ECI による施工事例(参考)」、株式会社 大林組、2012 年 6 月 4 日 
f) 「米国 CM/GC 契約方式の国内公共土木事業への適用性評価」、岡田康・小澤一雅、土木学

会論文集 F4、2015 年 
g) 「米国コロラド州における I-70 トンネル拡幅工事の CM/GC 契約事例」、株式会社大林組、

2015 年 6 月 19 日 
h) 「 Construction Manager/General Contractor 」 Manual, Colorado Department of 

Transportation, January 2015 
https://www.codot.gov/business/designsupport/innovative-contracting-and-design-build/
documents/cmgc-manual 

i) 「Construction Manager/General Contractor」Manual Appendix, Colorado Department 
of Transportation, January 2015 
https://www.codot.gov/business/designsupport/innovative-contracting-and-design-build/
documents/cmgc-appendix 

j) 「National Cooperative Highway Research Program Report 787, Guide for Design 
Management on Design-Build and Construction Manager/General Contractor Projects」
Transportation Research Board, 2014 
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_787.pdf 

k) 「UDOT CMGC」Utah Department of Transportation, November 21, 2013 
l) 「North Coast Corridor Program Phase 1,CMGC Application」California Department of 

Transportation, May 2013 
http://www.dot.ca.gov/hq/oppd/cmgc/projects/11-2T17-SD-5.pdf 

m) 「Assembly Bill No. 2498, Chapter 752」California Department of Transportation, 
September 29, 2012 
http://www.dot.ca.gov/hq/oppd/cmgc/docs/ab_2498_bill_20120929_chaptered.pdf 

n) 「Construction Manager General Contractor」Colorado DOT, February 2012 

https://www.codot.gov/business/designsupport/innovative-contracting-and-design-build/documents/cmgc-manual
https://www.codot.gov/business/designsupport/innovative-contracting-and-design-build/documents/cmgc-manual
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o) 「Alternative Contracting Process – SEP 14 Construction manager General Contractor 
UTAH ANNUAL REPORT 2009」Utah Department of Transportation, April 2010 

 
6.2 日本における類似方式に関する資料 

a) 「UR 都市機構における復興事業の CM の概要」、渡部英二、建設コスト研究、Vol.81、2013
年 4 月 
http://www.ribc.or.jp/info/pdf/sprep/sprep81_03.pdf 

b) 「CM 方式を活用した復興まちづくりの現在」－CM 方式の導入を振り返って－、渡部英二、

土木施工、Vol 57 No.3、2016 年 3 月 
c) 「山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務説明書」、UR 都市機構、平成 24

年 12 月 
d) 「山田町震災復興事業の工事施工等に関する一体的業務に係る契約者の選定経緯につい

て」、独立行政法人都市再生機構、平成 25 年 4 月 25 日 
http://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/pdf/bid_2296.pdf 

e) 「山田町震災復興事業におけるアットリスク型ＣＭ方式の適用事例」、西彰一・若原史宏・

國澤正明・大田悟、土木学会第 70 回年次学術講演会、2015 年 9 月 
f) 「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」、国土交通省、平成 27 年 5 月 

http://www.mlit.go.jp/common/001089933.pdf 
http://www.mlit.go.jp/common/001089934.pdf 

g) 「国土交通省直轄工事における技術提案交渉方式の運用ガイドライン」、国土交通省大臣官

房地方課、大臣官房技術調査課、大臣官房官庁営繕部計画課、平成 27 年 6 月 
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/2015_koshoguide/2015_koshoguide.pdf 

h) 「高速 1 号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事に係る契約者の選定経緯について」、

首都高速道路株式会社、平成 27 年 8 月 5 日 
http://www.shutoko.co.jp/~/media/pdf/corporate/business/bidinfo/150805_shiryo.pdf 

 
6.3 OECD(DAC)、WTO 政府調達規定 関連文書 

a) 「Arrangement on Officially Supported Export Credit」OECD、2016 年 
https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/page/2014/07/46136/TAD-PG_201602.pdf 

b) 「政府調達に関する協定を改正する議定書」世界貿易機関（WTO）、2014 年 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000030480.pdf 

c) 「Revised Agreement on Government Procurement」WTO、2014 年 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf 

d) 「開発援助を巡る議論の変遷－ODA の再定義と新たな開発カテゴリーの設置へ向 
けて－」浜名弘明 

 
6.4 JICA 円借款事業調達 関連文書 

a) 「円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドラインに係るハンドブック」（英）、

（和）（2012 年 4 月版） 

http://www.mlit.go.jp/common/001089933.pdf
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf
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http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/handbook/japan
ese_2012.html 
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/handbook/engli
sh_2012.html 

b) 円借款・本邦技術活用条件（STEP）にかかる運用ルール（2013 年）（英版：Operational Rules 
of Special Terms for Economic Partnership (STEP) of Japanese ODA Loans） 
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/about/ku57pq00001bs41s-att/rule.p
df 
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/step/c8h0vm0000
53zae9-att/c8h0vm000056jr3z.pdf 

c) 平成 23 年度海外における技術者制度調査業務報告書、財団法人建設業技術者センター、平

成 24 年 3 月 
https://www.cezaidan.or.jp/information/presentation/kaigai_h2404.pdf 

 

6.5 PPP 事業関連報告書 

a) 開発途上国民活事業環境整備支援事業実現可能性調査「ベトナム・ラックウェン港開発計

画調査」報告書（ベトナム）（平成 19 年、METI、伊藤忠・日本工営）※以下リンクは要

約版 
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/summarys/p2007_07.pd
f 

b) ベトナム社会主義共和国ラックフェン港開発事業準備調査（道路・橋梁部分）ファイナル

レポート（平成 22 年、JICA、日本工営・日本構造橋梁研究所） 
http://open_jicareport.jica.go.jp/728/728/728_123_12001657.html 

c) ベトナム国ラクフェン港開発事業準備調査（その２）最終報告書（平成 22 年、JICA、オ

リエンタルコンサルタンツ・パデコ） 
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12002168_01.pdf 

d) ラックフェン国際港建設事業詳細設計調査（港湾及び道路/橋）報告書（平成 25 年、JICA
有償技術資金、オリエンタルコンサルタンツ・日本工営） 
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